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東日本大震災で犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、大震災及び福島

第一原子力発電所事故の被災者の方々に心からのお見舞いを申し上げます。 

平成23年3月11日午後2時46分、国内観測史上最大となるマグニチュード9.0の巨大地

震が東日本全体を襲いました。 

相双地域では、富岡町、大熊町、浪江町、楢葉町、双葉町、新地町で震度６強を観測

したほか、沿岸部には最大波9.3ｍ以上の大津波が押し寄せ、3,300名を超える尊い命が

奪われ、住家や公共施設の全半壊、国道６号やJR常磐線を始めとする基幹的な交通基盤

の分断など、壊滅的な被害をもたらしました。 

さらに、東京電力(株)福島第一原子力発電所が津波の被害を受けて原子炉が制御不能

となり、放射能漏れ事故を発生させました。これらの被害により、双葉郡を中心に広い

範囲の人々が避難を余儀なくされ、今もなお、13万7千人を超える県民の皆さんが県内

外で不自由な避難生活を送っております。 

 

当所では、震災発生直後から管内の保健福祉医療機関の安否確認、施設入所者等の避

難のため放射線スクリーニング、住民の避難対応、避難所における心身の健康管理支援

など、混乱の中、昼夜を問わず、対応に当たりました。かつて経験したことのない未曾

有の大震災で、放射能汚染の不安の中、職員にとって初めての経験ばかりであり、しば

らくの間は、悪戦苦闘の連続でした。その後、3月23日からは医師と保健師等健康相談

の県外からの災害派遣チーム、4月4日からは歯科医師等の県外派遣チームに来ていただ

き、徐々に、支援体制が構築されていきました。ご尽力いただいた方々に心より感謝申

し上げます。 

 

県では、「夢、希望、笑顔に満ちた“新生ふくしま”」を実現するため、復興に向け

た歩みを進めております。 

当所におきましては、「東日本大震災や原子力災害を克服し、全国に誇れる水準の保

健・医療・福祉により、将来の本県社会が支えられている」ことを目指して、平成25

年10月に「福島県相双保健医療福祉推進計画」を策定し、復興に向けて着実に施策を実

施してまいります。 

 

本記録誌は、「初動対応を担った職員が異動等により少なくなりつつあり、今、記録

しなければ真実を伝えられなくなる」との職員提案により、初動対応、課題・教訓等を

次の世代にしっかりと受け継ぎ、今後の対応に役立てるため、震災発生直後から平成25

年3月末までの2年間を中心に、当事務所の保健、医療、福祉、衛生の各分野でどのよう

な活動を行ったかをまとめたものです。 

今後いつ発生するか解らない災害への備えとして、参考までご覧いただければ幸いで

す。 

平成26年3月 

相双保健福祉事務所 

所長 金木 明 
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災害と地域医療  

 

原発から遠くはなれた南会津地域に勤務していた私は、浜通りからの精神科病院の避難

に戸惑った。精神科医のいない南会津は、精神科の薬の在庫も少ないからである。  

３月 15 日夜に避難所に入った A 病院（３病棟、患者 103 名）は、13 日停電が回復して

見た夕方のテレビ情報から、院長は日勤スタッフ 25 名をそのまま院内に留める決断をし

たという。移送用のバスほかを確保して 14 日には出発し、約 30 名の歩ける患者を途中の

福島市と会津若松市で降ろし、車いすと寝たきりの重症者 70 名が、カルテ・服薬ととも

に南会津にやってきた。 

病院避難の第一陣なので私は緊張したが、重症者数名を当地の一般病院に入院させるな

ど、わずか１時間ほどで必要なことは完了した。そして以下に紹介する貴重なスタッフを

残して、３日後の朝には東京ほか数か所の病院に転出した。整然とした避難は印象的であっ

た。 

一方、１日遅れで到着予定であったＢ病院（４病棟、患者約 170 名）は、郡山市の関連

病院を経由して 18 日午後に当地の別の自治体に到着した。１日以上遅れたため、スタッ

フも疲労困憊しており、多数の寝たきり患者の状態悪化が危ぶまれた。運悪く院長は体調

不良で入院中で、避難の遅れによる混乱のため、患者のカルテや薬は携行していなかった。

同行の若い医師１名と看護部長ほか９名は茫然自失の状態であり、大集団を統率できる状

態ではなかった。なんとか患者をよく知っている病棟主任を探して、重症者を地域の病院・

施設等へ移送する準備を始めた。  

運よく当地に残っていた A 病院の臨床心理士が現場に駆けつけて、ボランティア応援を

申し出た。多数の患者をさばくには強いリーダーシップが必要と判断して彼を指名して、

精神科病院とは知らずに受け入れて困惑していた町職員との調整をも依頼した。また、薬

の確保が困難となりそうな週末の夕方であったので、当地の薬局チェーン店と薬剤師会に

連絡して、用意させた多数の処方箋への薬を、地域内と郡山市等で確保した。  

一歩間違えると大混乱となる状況であったが、多数の患者の避難生活を安定化させるこ

とができた。20 名を超える重症者は、既に他の避難患者を抱えていた一般病院のほかに、

近隣の有床診療所や高齢者施設にも収容された。精神科の患者を受け入れた町当局や診療

所スタッフは長期間苦労したが、幸いにも避難による直接の死者は出なかった。  

２つの病院の避難の大きな差は、詰まるところ情報判断と事前の体制づくりであろう

（後者も本質的には情報管理）。原発事故、停電、移動手段の確保などの要因があったとし

ても、リスク管理の常道は最悪を想定することであり、集団の安全に対する組織責任の確

保であろう。時間が限られた非常時の危機管理もその延長であり、臨機応変の対応に尽き

よう。相双地域への異動後、筆者はこの経験の意味を改めて感じたところである。  

 

平成26年3月 

相双保健所  

所長 佐々木 昭彦 
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2011（平成23年）3月11日、あの日から今日まで続く日々を一日として忘れることは

できません。 

「東日本大震災」と呼ばれる巨大地震、大津波そして、この未曾有の自然災害により

誘発された原子力発電所の事故は我々が初めて経験するものでした。 

災害発生から３年が過ぎた今でも、亡くなられた方や行方不明の方、そして避難を余

儀なくされている人々のことを思うと心が痛みます。 

 

この災害に対し、相双保健福祉事務所は、相双地方の市町村や県の機関と一体となり、

災害発生直後から、医療機関や福祉施設の被災状況、利用者の安否確認、原発事故そし

て避難者の放射線スクリーニング等に対応してきましたが、それらの活動は通信や移動

の手段が制限され、情報が皆無に近い異常事態のなかでの遂行でした。 

職員は、例年実施されている地震・津波や原発事故を想定した訓練に参加しておりま

した。また、平成７年「阪神・淡路大震災」、同16年「新潟県中越地震」、同19年「新

潟県中越沖地震」の被災地支援に従事した職員もおり、被災地における活動の困難さは

十分に承知しているものの、職員全員が被災者であり、家族の安否や居住の様子を確認

できないなかでの業務遂行は、想像を超えるストレスを抱えてのものでした。 

このような状況の下でも、職員は公務員としての使命感に燃え、昼夜を問わず、一人

一人がなすべきことを自ら判断し、業務に従事し、県民からの厳しい言葉に対しても、

その時点で対応できることを丁寧に説明し、相談者の要望に応える努力を続けました。 

これらについては、「第３章 災害への対応」の各種活動の項目にある「業務担当者

の声」でも詳しく述べられています。 

 

このような職員の活動が記録されることは、災害発生等による緊急業務や、県民のよ

り一層の安全と安心の確保の方策を考える上でも重要であり、本書が今後大いに活用さ

れること望みます。 

 

 

平成 26 年 3 月 

相双保健福祉事務所  

（前）所長 箱崎 忠一 
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東日本大震災で犠牲になられた方々には、心からお悔やみ申し上げます。 

 さて、この度の記録誌の発刊、まことにおめでとうございます。 

 素案を拝見し、あの時の体験が鮮明に目の前に蘇ってくるのを感じます。思えば、平成

23 年 3 月 11 日当時、強烈な揺れはなかなか収まらず、建物の倒壊の危険にただ恐れおの

のいていました。保健所棟が停電したため、職員全てが福祉事務所へ移動し、徹夜で対策

にあたりました。その翌日、福島第一原子力発電所一号機の水素爆発が起き、惨事の幕開

けとなったのです。原町の町中には全く人影がなくなり、ごみ収集車も回収に来なくなり

放置されたごみを我が物顔でカラスがついばんでいました。 

 3 月 12 日、午後 10 時、徹夜明けで帰宅すると、家には明かりがついたまま、妻子はい

なくなっていました。携帯もつながらず、「きっと避難して無事だろう。」と自らに言い聞

かせ、床に就きました。すると、午前一時ごろ、ドアホンが鳴り、飛び起きました。そこ

には、防護服を着た放射線医学研究所の職員の方の姿が。「地域を熟知する保健所長として、

オフサイトセンター医療班を仕切ってほしい。」との要請でした。爆発して間もない一号機

から距離にしてわずか５Km の地点に行くことを求められたのです。命の危険を感じました

が、思えば毎年繰り返してきたのはこのような時のための防災訓練だった、自分がここで

動かねばならないものと覚悟を決めました。保健所で防護服に着替え、自衛隊のジープに

揺られながら心の中で祈りました。「妻よ、息子をよろしく。」 

職員のなかには、避難区域内に家があったため、家族と離れて公舎に移る者、保健所に

泊まり込む者もいました。誰もが命の危険を感じながら、前代未聞の事態に一丸となって

黙々と業務をこなしました。本当によく頑張ったと思います。保健所のある南相馬市原町

区一帯は、事故直後「屋内退避区域」となり、全てのスーパーマーケットやコンビニ等は

閉鎖し、食糧の入手が出来なくなりました。そんななかで、地元の職員が中心になって連

日炊き出しをしてくれたことは今でも心からありがたく感じております。あの時、職員の

ストレスは極限まで達していましたが、不思議な一体感に包まれていました。 

人事異動は 6 月にずれ込みましたが、異動の際に心残りを口にする職員がいて、その使

命感の強さには、ただ頭の下がる思いでした。定年退職の年であった箱崎所長、山田総務

企画部長も 2 ケ月の職務延長に一言の不平もなく、最後まで立派に業務を全うされました。 

私自身、平成２４年４月から衛生研究所へ異動となりましたが、あの時の経験は、機会

あるごとに全国に発信しています。雑誌「公衆衛生」2012 年 12 月号のインタビューへの

対応、「日本公衆衛生学会」でのシンポジストとしての登壇、福島県立医科大学 安村教授

が編者となられた南山堂刊「原子力災害の公衆衛生」への寄稿などなど、機会があれば、

目を通していただければと思います。 

まだまだ、相双地域の復興は道半ばですが、これからも保健福祉事務所の職員の皆様が

健康で、一丸となって職務を全うできることを祈念しております。 

 

平成 26 年 3 月 

衛生研究所 所長 笹原 賢司 

                        （前相双保健所長） 
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１ 震災の概要 

(1)  地震 

ア 地震の震源及び規模等 

地 震 名：平成 23 年東北地方太平洋沖地震 

発生時刻：平成 23 年 3 月 11 日(金)14 時 46 分 

発生場所：北緯 38 度 06.2 分 東経 142 度 51.6 分 深さ 24ｋｍ 

規 模：マグニチュード 9.0 

最大震度：７（宮城県栗原市） 

発震機構：西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型 

 

イ  県内の市町村で観測された震度 

 

 

 

 

 

 

               
      

   

※その他県内で震度 5 弱～を観測 

 

 

   図 1-1 地震の分布状況 

  
（出典：「東日本大震災の記録と復興へのあゆみ」福島県） 

震度６強 白河市、須賀川市、国見町、天栄村、富岡町、大熊町、浪江町、鏡石町、

楢葉町、双葉町、新地町 

震度６弱 福島市、二本松市、本宮市、郡山市、桑折町、川俣町、西郷村、矢吹町、

中島村、玉川村、小野町、棚倉町、伊達市、広野町、浅川町、田村市、

いわき市、川内村、飯舘村、相馬市、南相馬市、猪苗代町 

震度５強 大玉村、泉崎村、矢祭町、平田村、石川町、三春町、葛尾村、古殿町、

会津若松市、会津坂下町、喜多方市、湯川村、会津美里町、磐梯町 
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(2)  津波 

ア 津波警報等の発表状況の推移  

平成 23 年 3 月 11 日 14:49 津波警報（大津波 3ｍ） 

平成 23 年 3 月 11 日 15:14 津波警報（大津波 6ｍ） 

平成 23 年 3 月 11 日 15:30 津波警報（大津波 10ｍ以上）  

平成 23 年 3 月 13 日 07:30 津波注意報に切り替え  

平成 23 年 3 月 13 日 17:58 津波注意報解除  

イ 津波の観測値  

相 馬 9.3ｍ以上 

小名浜 333cm 

また、県内の浸水面積は約 112 ㎢に及んだ。  

      

（出典：「東日本大震災の記録と復興へのあゆみ」福島県）  

 

 

 

 

（相馬市松川浦）  

       （出典：「東日本大震災記録写真集 あの日のふくしま」福島県）   
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図 1-2-1 
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図 1-2-2 
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図 1-2-3 
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(3)  原子力災害 

 

ア 東京電力(株)福島第一原子力発電所における主な経緯 

日時 事象の概要 

3 月 11 日  

地震発生

当時 

1～3 号機稼働中、4～6 号機定期検査中 

14:46 地震発生 

14:48 1～3 号機原子炉自動停止 

15:42 東京電力が原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。ま

た、東京電力も省略。）第 10 条通報（1～3 号機が所内電源喪失） 

16:36 原災法第 15 条通報（1、2 号機が非常用炉心冷却装置注水不能） 

19:03 内閣総理大臣が緊急事態宣言発令 

3 月 12 日  

10:07 1 号機ベント操作開始（※14:30 格納容器圧力低下を確認） 

15:36 1 号機が爆発、原子炉建屋上部大破 

3 月 13 日  

05:10 原災法第 15 条通報（3 号機が非常用炉心冷却装置注水不能） 

08:41 3 号機でベント操作開始（※9:20 格納容器圧力低下を確認） 

3 月 14 日  

04:08 4 号機使用済み燃料プール水温度上昇(84℃) 

11:01 3 号機原子炉建屋付近で爆発。原子炉建屋上部大破 

13:18 原災法第 15 条通報（2 号機が原子炉冷却機能喪失） 

3 月 15 日  

00:02 2 号機でベント操作開始（※格納容器圧力低下は確認されていない） 

06:10 頃 2 号機圧力抑制室の圧力低下、4 号機原子炉建屋で爆発 

3 月 20 日  

14:30 5 号機冷温停止 

19:27 6 号機冷温停止 

（出典：「東日本大震災に関する福島県の初動対応の課題について」福島県生活環境部）  

 

イ 東京電力(株)福島第二原子力発電所における主な経緯 

日時 事象の概要 

3 月 11 日  

地震発生

当時 

1～4 号機稼働中 

14:46 地震発生 

14:48 1～4 号機原子炉自動停止 

17:35 原災法第 10 条通報（1 号機が原子炉水漏えい） 

18:33 原災法第 10 条通報（1、2、4 号機が除熱機能喪失） 

3 月 12 日  

05:22 原災法第 15 条通報（1 号機が圧力制御機能喪失） 

05:32 原災法第 15 条通報（2 号機が圧力制御機能喪失） 

06:07 原災法第 15 条通報（4 号機が圧力制御機能喪失） 

07:45 内閣総理大臣が緊急事態宣言発令（※H23.12.26 に解除宣言） 

12:15 3 号機冷温停止 
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3 月 14 日  

17:00 1 号機冷温停止 

18:00 2 号機冷温停止 

3 月 15 日  

07:15 4 号機冷温停止 

（出典：「東日本大震災に関する福島県の初動対応の課題について」福島県生活環境部）  

 

ウ 放射性物質の放出  

平成 23 年 3 月 12 日～17 日にかけて、大量の放射性物質が放出されたとされてい

る。 

原子力安全・保安院が試算した福島第一原子力発電所からの放射性物質の放出量

は、48 万テラベクレル（ヨウ素 131、セシウム 137（ヨウ素換算値））であり、INES 

（国際原子・放射線事象評価尺度）評価のレベル 7 に相当する値となっている。こ

れは、INES 評価の中で最も重い評価だが、過去のチェルノブイリ発電所事故時の

約 11 分の 1 と推定されている。  

 

表 1-1 

 

放射性物質  

福島第一での放出量

（H24.2.16 原子力安

全・保安院評価）  

（参 考） 

チェルノブイリでの放

出量 

 

割 合 

ヨウ素 131(a) 15 万テラベクレル  180 万テラベクレル  11 分の 1 

セシウム 137 

（ヨウ素換算値）(b) 

0.83 万テラベクレル  

(33 万テラベクレル) 

8 万 5 千テラベクレル  

（340万テラベクレル） 

10 分の 1 

(a)＋(b) 48 万テラベクレル  520 万テラベクレル  11 分の 1 

 

（出典：「東日本大震災の記録と復興への歩み」福島県）  

 

図 1-3 福島県内の空間放射線量の推移 

 

 

（出典：「ふくしま復興のあゆみ」福島県企画調整部）  
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図 1-4 

 
（出典：「放射線モニタリング情報」原子力規制委員会 HP）  
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２ 被害の状況（平成 25 年 10 月 1 日現在） 

(1)  人的被害 

・死者3,343人（南相馬市1,067人、相馬市479人、浪江町478人、いわき市446人、富岡

町217人、双葉町119人、新地町116人、大熊町109人、楢葉町99人、川内村58人、飯

舘村43人、広野町38人、葛尾村22人ほか） 

  ・行方不明者5人（須賀川市1人ほか） 

  ・重傷者20人（相馬市4人、いわき市3人ほか） 

  ・軽傷者162人（南相馬市57人、国見町20人、福島市17人、相馬市7人ほか） 

(2)  住家・非住家被害 

ア 住家 

・全壊   21,192棟 

・半壊   73,034棟 

・一部破壊 166,804棟 

・床上浸水   1,061棟 

・床下浸水     338棟 

イ 非住家 

・公共建物   1,117棟 

・その他    28,626棟 

(3)  鉄道 

・東北新幹線 

平成 23 年 3 月 11 日全駅間運転見合わせ。 

同 4 月 12 日東京－福島間、同 4 月 25 日に福島－仙台間が全線開通となった。 

・山形新幹線 

平成 23 年 3 月 11 日全駅間運転見合わせ。 

同 3 月 31 日には全駅間が運転再開したが、4 月 7 日と 4 月 11 日の余震でその都度

運転を見合わせた。4 月 12 日には全駅間が運転再開となった。 

・ＪＲ 

平成 23 年 3 月 11 日全駅間運転見合わせ。 

磐越西線：4月12日全駅間運転再開 

奥羽本線：4月12日全駅間運転再開 

東北本線：4月17日全駅間運転再開 

磐越東線：4月15日全駅間運転再開 

只 見 線：4月14日全駅間運転再開 

水 郡 線：4月12日全駅間運転再開 

常 磐 線：4月11日高萩～いわき間、4月17日いわき～四倉間、5月14日四倉～久

ノ浜間、10月10日に久ノ浜～広野間、12月21日に原ノ町～相馬間が運転再開 

（H25.10.1現在、広野～原ノ町間、相馬～亘理間の運転見合わせ（復旧の見込

み未定）） 

 (4) 道路 

・平成 23 年 3 月 12 日現在 

主要国道：国道4号など23か所で通行止め 

一般国道：国道118号など11か所で通行止め 

県 道：白河羽鳥線など98か所で通行止め 

高速道路：県内全線一般車両通行止め 

・平成 25 年 10 月 1 日現在 

主要国道：国道6号一部迂回路の利用を含め全線通行可（警戒区域は立入制限） 

一般国道：平成24年6月8日付けで全線通行可 
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県 道：大芦鹿島線など18か所で通行止め 

農 林 道：平成24年4月13日付けで全線通行可 

高速道路：常磐自動車道 広野IC～常磐富岡ICを除き県内全線通行可 

(5) 電気・通信・水道 

・平成 23 年 3 月 12 日現在 

停電：中通り、浜通の一部で 187,838 戸 

ＮＴＴ回線：9,400 回線不通（大熊町、楢葉町、飯舘村、新地町） 

・平成 25 年 10 月 1 日現在 

 停電：浜通りの一部（津波被害地域、避難指示区域など立入困難地域）で12,639戸 

ＮＴＴ回線：避難指示区域で11,300回線不通 ※特設公衆電話（無料）については

平成24年3月27日に撤去 

水道：津波被害地域、避難指示区域など23,109戸で断水 

 

（出典：「平成 23 年度東北地方太平洋沖地震による被害即報（第 22 報、第 1040 報）」福島県災害

対策本部、「東日本大震災の記録と復興へのあゆみ」福島県） 

 

３ 避難の状況 

(1) 避難指示等の経緯 

 

平成 23 年 

3 月 11 日 

福島第一原発緊急事態宣言発令（19:03） 

福島第一原発半径 2 ㎞圏内の住民に避難指示（20:50）  

福島第一原発半径 3 ㎞圏内の住民に避難指示（21:23） 

福島第一原発半径 3～10 ㎞圏内の住民に屋内避難指示 

3 月 12 日 福島第一原発半径 10 ㎞圏内の住民に避難指示（5:44） 

福島第二原発原子力緊急事態宣言発令(7:45) 

福島第二原発半径 3 ㎞以内の住民に避難指示（7:45） 

福島第二原発半径 3～10 ㎞圏内の住民に屋内避難指示（7:45） 

福島第一原発 1 号機で水素爆発（15:36） 

福島第二原発半径 10 ㎞以内の住民に避難指示（17:39） 

福島第一原発半径 20 ㎞以内の住民に避難指示（18:25） 

双葉町、川俣町合宿所（トレンピア）に災害対策本部移転 

楢葉町、いわき市（中央台南小学校）に災害対策本部移転 

浪江町、津島支所に災害対策本部移転 

川内村・富岡町合同災害対策本部設置（川内村役場内） 

大熊町、田村市（田村市総合体育館）に災害対策本部移転 

3 月 14 日 福島第一原発 3 号機で水素爆発(11:01) 

3 月 15 日 福島第一原発 4 号機で水素爆発(6:00 頃) 

福島第一原発 20～30 ㎞圏内の住民に屋内退避指示(11:00) 

浪江町、二本松市（二本松市役所東和支所）に災害対策本部移転 

広野町、小野町（小野町町民体育館）に役場機能を移転 

葛尾村、会津坂下町（会津坂下町川西公民館）に役場機能移転 

川内村・富岡町合同災害対策本部を郡山市（ビッグパレットふくし

ま）に設置 

3 月 19 日 双葉町、埼玉県さいたま市（さいたまスーパーアリーナ）に役場機

能移転 

3 月 26 日 楢葉町、会津美里町（会津美里町本郷庁舎３階）に役場機能移転 
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3 月 31 日 双葉町、埼玉県加須市（旧埼玉県立騎西高校内）に役場機能移転 

4 月 5 日 大熊町、会津若松市（会津若松市役所追手町第 2 庁舎内）に役場機

能移転 

4 月 12 日 川内村、郡山市（ビッグパレットふくしま）に役場機能移転 

4 月 14 日 富岡町、郡山市（ビッグパレットふくしま）に役場機能移転 

4 月 15 日 広野町、いわき市（ＦＤＫモジュールシステムテクノロジー(株)い

わき工場社屋）に役場機能移転 

4 月 21 日 福島第二原発の避難指示区域を半径 10 ㎞から 8 ㎞に変更 

葛尾村、会津坂下町（旧福島地方法務局坂下出張所）に役場機能移

転 

 

4 月 22 日 福島第一原発の半径 20 ㎞圏内（海域含む）を警戒区域として設定 

福島第一原発の半径 20～30 ㎞圏内の屋内退避指示を解除 

福島第一原発の半径 20 ㎞圏外の特定地域を計画的避難区域及び緊

急時避難準備区域として設定 

5 月 10 日 川内村、一時帰宅開始 

5 月 12 日 葛尾村、一時帰宅開始 

5 月 22 日 田村市、一時帰宅開始 

5 月 25 日 南相馬市、富岡町、一時帰宅開始 

5 月 26 日 双葉町、浪江町、一時帰宅開始 

5 月 15 日 全村計画的避難区域に指定された飯舘村が全村規模の避難開始 

5 月 23 日 浪江町、二本松市（男女共生センター内）に役場機能移転 

6 月 1 日 飯舘村役場が福島市役所飯野支所に職員を先行配置 

6 月 4 日 大熊町、一時帰宅開始 

6 月 6 日 楢葉町、一時帰宅開始 

6 月 22 日 飯舘村役場飯野出張所開設 

6 月 30 日 特定避難勧奨地点の設定（伊達市 104 地点） 

7 月 1 日 葛尾村、三春町（貝山多目的運動公園管理棟）に役場機能移転 

7 月 21 日 特定避難勧奨地点の設定（南相馬市 57 地点） 

8 月 3 日 特定避難勧奨地点の設定（南相馬市 65 地点） 

特定避難勧奨地点の設定（川内村 1 地点） 

8 月 26 日 福島第一原発から 3 ㎞圏内の住民の初めての一時帰宅開始 

9 月 19 日 一時帰宅第２巡目開始。バスでの立ち入りに加えマイカーでの立ち

入りが可能となる。 

9 月 30 日 緊急時避難準備区域解除 

11 月 23 日 楢葉町、会津美里町（旧耐南建設(株)事務所）に役場機能移転 

11 月 25 日 特定避難勧奨地点の設定（南相馬市 20 地点） 

特定避難勧奨地点の設定（南相馬市 13 地点） 

12 月 19 日 富岡町、郡山市大槻町（郡山事務所）に役場機能移転 

12 月 26 日 福島第二原発の緊急事態宣言解除 

12 月 28 日 全ての 1 次避難所閉鎖 

平成 24 年 

1 月 17 日 

楢葉町、いわき出張所（いわき明星大学内）に災害対策本部移転 

1 月 31 日 川内村、帰村宣言 

2 月 21 日 県内全ての 2 次避難所閉鎖 

3 月 1 日 広野町、役場本庁で業務再開 



第１章 震災の発生 
  

- 12 - 

 

3 月 26 日 川内村、役場本庁で業務再開 

4 月 1 日 避難指示区域の見直しが開始。田村市の警戒区域が避難指示解除準

備区域、川内村の警戒区域が避難指示解除準備区域及び居住制限区

域に再編 

4 月 16 日 南相馬市の警戒区域と計画的避難区域が帰還困難区域、居住制限区

域及び避難指示解除準備区域に再編 

7 月 17 日 飯舘村の計画的避難区域が帰還困難区域、居住制限区域及び避難指

示解除準備区域に再編 

 

8 月 10 日 楢葉町の警戒区域が避難指示解除準備区域に再編 

10 月 1 日 浪江町、二本松市（平石高田第２工業団地）に役場機能移転 

12 月 10 日 大熊町の警戒区域が帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除

準備区域に再編 

12 月 14 日 特定避難勧奨地点の解除（伊達市 117 地点、川内村 1 地点） 

12 月 29 日 避難指示解除準備区域等における特例宿泊第１回実施 

（飯舘村、南相馬市、川内村、田村市） 

平成 25 年 

3 月 22 日 

葛尾村の警戒区域と計画的避難区域が帰還困難区域、居住制限区域

及び避難指示解除準備区域に再編 

3 月 25 日 富岡町の警戒区域が帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除

準備区域に再編 

4 月 1 日 浪江町の警戒区域と計画的避難区域が帰還困難区域、居住制限区域

及び避難指示解除準備区域に再編 

4 月 27 日 避難指示解除準備区域等における特例宿泊第２回実施 

（飯舘村、南相馬市、川内村、田村市、葛尾村） 

5 月 28 日 双葉町の警戒区域が帰還困難区域及び避難指示解除準備区域に再編 

6 月 17 日 双葉町、いわき市（いわき事務所）に役場機能移転 

8 月 1 日 田村市都路町の長期宿泊（ふるさと帰還に向けた準備のための宿泊）

が開始 

8 月 8 日 川俣町山木屋地区の計画的避難区域が居住制限区域及び避難指示解

除準備区域に再編 

8 月 10 日 避難指示解除準備区域等における特例宿泊第３回実施 

（飯舘村、南相馬市、川内村、葛尾村、川俣町） 

12 月 24 日 避難指示解除準備区域等における特例宿泊第４回実施 

（飯舘村、南相馬市、川内村、葛尾村、川俣町、楢葉町 12/28） 

12 月 28 日 国内最後の避難所である旧埼玉県立騎西高校避難所の双葉町民が全

員退去 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  



第１章 震災の発生 
 

- 13 - 

 

 

  図 1－5 避難指示区域の概念図と各区域の人口及び世帯数（平成 25 年 8 月時点） 

 

（出典：経済産業省ＨＰ） 
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図 1-6 避難指示区等の経緯 
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（出典：福島県避難地域復興課 HP）  

図 1-7 警戒区域と避難指示区域の概念図の推移  
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（出典：福島県避難地域復興課 HP）  
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(2) 避難者の状況 

平成 25 年 10 月現在の避難者数は、14 万 2,594 人となっている。 

このうち県内への避難者は約 9 万 2 千人、県外への避難者は 5 万 1 千人となっており、

まだまだ多くの方々が避難生活を余儀なくされている。 

 

図 1-8 避難者の推移 

 

 

 

（出典：「ふくしま復興のあゆみ」第５版 H25.11.25 発行 福島県企画調整部） 

 

ア 県内への避難状況 

  福島県内への避難者数：93,172 人 

（相双管内分の抜粋）  

市町村 人数 

新地町 1,381 

相馬市 2,581 

南相馬市 15,731 

飯舘村 5,998 

大熊町 8,424 

富岡町 11,135 

浪江町 13,937 

楢葉町 6,675 

広野町 3,817 

葛尾村 1,410 

川内村 2,275 

双葉町 3,901 

合計 77,265 

（出典：「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第 1040 報）」 

H25.10.1 福島県災害対策本部） 
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イ 県外への避難状況 

   福島県から県外への避難状況：51.251 人 

（都道府県別内訳）  

都道府県 人数 

東京都 7,215 

山形県 6,817 

新潟県 4,850 

茨城県 3,799 

千葉県 3,396 

埼玉県 3,038 

栃木県 2,973 

宮城県 2,470 

神奈川県 2,225 

北海道 1,725 

その他 12,743 

合計 51,251 

（出典：「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第 1040 報）」 

H25.10.1 福島県災害対策本部） 
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（参考）震災前後の管内人口 

 

図 1-9 相双管内人口の推移（平成 23 年 3 月～平成 25 年 10 月 各月 1 日現在） 

 

（出典:「福島県現住人口調査」 福島県企画調整部） 

 

市町村別人口の推移（相双管内） 

 

※毎月１日現在の人口は、毎月初日から末日までを調査期間とし、平成 22 年 10 月 1 日に行われた平

成２２年国勢調査による人口の確定値を基に毎月の住民基本台帳による転入・転出者数及び出生・死

亡者数を加減して得られた数値である。 

  したがって、東日本大震災及び原子力災害による避難者に係る移動については、各市町村に届け出

のあった場合のみ転入・転出等として集計されている。 

（出典:「福島県現住人口調査」 福島県企画調整部） 

 

195,462

186,619

182,385

180,194

170,000

175,000

180,000

185,000

190,000

195,000

23.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
０

人

23.3.1

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率
人 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 ％

195,462 186,619 -8,843 -4.5 182,385 -13,077 -6.7 180,194 -15,268 -7.8

相馬市 37,721 36,741 -980 -2.6 36,027 -1,694 -4.5 35,695 -2,026 -5.4

南相馬市 70,752 67,224 -3,528 -5.0 65,102 -5,650 -8.0 64,144 -6,608 -9.3

双葉郡 72,679 68,719 -3,960 -5.4 67,525 -5,154 -7.1 66,692 -5,987 -8.2

広野町 5,386 5,164 -222 -4.1 5,081 -305 -5.7 5,058 -328 -6.1

楢葉町 7,676 7,387 -289 -3.8 7,285 -391 -5.1 7,192 -484 -6.3

富岡町 15,959 14,907 -1,052 -6.6 14,633 -1,326 -8.3 14,401 -1,558 -9.8

川内村 2,819 2,695 -124 -4.4 2,641 -178 -6.3 2,612 -207 -7.3

大熊町 11,570 11,086 -484 -4.2 10,973 -597 -5.2 10,944 -626 -5.4

双葉町 6,891 6,458 -433 -6.3 6,310 -581 -8.4 6,240 -651 -9.4

浪江町 20,854 19,538 -1,316 -6.3 19,126 -1,728 -8.3 18,776 -2,078 -10.0

葛尾村 1,524 1,484 -40 -2.6 1,476 -48 -3.1 1,469 -55 -3.6

相馬郡 14,310 13,935 -375 -2.6 13,731 -579 -4.0 13,663 -647 -4.5

新地町 8,178 7,960 -218 -2.7 7,786 -392 -4.8 7,736 -442 -5.4

飯舘村 6,132 5,975 -157 -2.6 5,945 -187 -3.0 5,927 -205 -3.3

相双管内

23.3との差 23.3との差 23.3との差

23.7.1 24.10.1 25.10.1

人口 人口 人口 人口
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第２章 震災時の対応体制 

１ 相双地方の災害対応体制 

(1) 福島県災害対策相双地方本部の設置 
福島県災害対策相双地方本部等運営要綱 

第１ 福島県地域防災計画に基づき相双地方振興局管内において、災害が発生

し又は発生のおそれがある場合、災害応急対策を円滑に実施するため、（中

略）福島県災害対策 相双地方本部 を設置する。 

 

 

今回の震災における 相双地方本部 は発災直後に設置され、平成 23 年 3 月 11 日

に第１回本部員会議が招集された。 

 

(2) 相双地方本部組織 

 

 

 

管内出先機関の長等を構成員とする「本部員会議」並びに事務局業務をつかさどる

「機能班（総括班、情報班、対策班）」及び各機関の担当業務に応じて被災者支援等

に当たる「実働班」からなる。 

 

 

 

地方本部長（相双地方振興局長） 　班名　（班長）

地方副本部長（相双地方振興局次長）

　班名　　　（班長）
　相双地方振興局出納室長

　相双農林事務所長

　相双保健福祉事務所長

　相双家畜保健衛生所長

　相双建設事務所長

港湾班　　（相馬港湾建設事務所長）

教育班　　（相双教育事務所長）

テクノアカデミー班（テクノアカデミー浜校長）

　相馬港湾建設事務所長

　相双教育事務所長

　テクノアカデミー浜校長
家畜保健衛生班（相双家畜保健衛生所長）

農林班　　（相双農林事務所長）

建設班　　（相双建設事務所長）

保健福祉班（相双保健福祉事務所長）

企画商工班（相双地方振興局企画商工部業務担当副部長）

県税班　　（相双地方振興局県税部長）

出納班　　（相双地方振興局出納室長）

　　　　　（農政班・農地班・林業班）

地 方 本 部 班 機能班（事務局）

地方本部員

実働班

　相双地方振興局県民環境部長

　相双地方振興局県税部長

総括班（相双地方振興局県民環境部総務担当副課長）

情報班（相双地方振興局企画商工部総務担当副部長）

対策班（相双地方振興局県民環境部業務担当副部長）
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(3) 相双地方本部の運営状況（発災～平成２３年度） 

本部員会議の開催（所長対応） 

期 間 開催日（頻度） 

23. 3.11 ～ １日２回（毎日（土・日・祝日を含む）） 

23. 4.11 ～ １日１回（毎日（土・日を除く）） 

23. 7. 4 ～ 週３回 

23. 7.20 ～ 週２回 

 

機能班（事務局）の対応 

期 間 従事時間 

23. 3.11 ～ 23. 9.30 ２４時間体制（３交代制） 

23.10. 1 ～ 23.12.29 7:30～22:00（土・日・祝日は 8:30～） 

23.12.30 ～ 24. 1.15 7:30～17:15（土・日・祝日は 8:30～） 

24. 1.16 ～ 24. 3.31 8:00～17:15（土・日・祝日は 8:30～） 

 

２ 相双保健福祉事務所の災害対応体制 

(1) 福島県災害対策相双地方本部への対応 

相双地方本部の機能班へ職員を派遣（情報班１名、対策班２名）したほか、実働班

の「保健福祉班」として以下の業務に対応した。 

保健福祉班の分掌事務（福島県災害対策相双地方本部運営要綱第４） 

○医療関係機関及び福祉関係施設の被害の調査に関すること。 

○医療関係機関及び福祉関係施設の安否情報の収集に関すること。 

○医療情報の提供に関すること。 

○医療救護班の編成に関すること。 

○被災地における医療救護所（臨時の医療施設を含む。）の設置に関すること。 

○医療救護所への医療チームの派遣調整及び派遣された医療チームとの連絡調

整に関すること。 

○医薬品その他衛生資材の確保及び配分に関すること。 

○福祉避難所に関すること。 

○被災地における飲料水の供給に関すること。 

○被災地における防疫、その他環境衛生及び食品衛生に関すること。 

○被災地における健康管理及びメンタルヘルスケアに関すること。 

○動物（ペットに限る。）救護対策に関すること。 

○災害時要援護者対策（外国人の支援を除く。）に係る市町村との調整に関する

こと。 

○心身障がい者（児）世帯、児童、母子世帯、高齢者（世帯）、医療依存度の高

い難病患者等の援護対策に関すること。 

 

(2) 原子力災害政府現地対策本部（オフサイトセンター）への要員派遣 

オフサイトセンターに設置された福島県原子力現地災害対策本部「医療班」に保健

所長等の職員を派遣した。 

発災直後、大熊町に開設されたオフサイトセンターだったが、原子力発電所の事態

悪化に伴う危険等から平成 23 年 3 月 15 日に福島県庁内に移転した。当所では、この

移転後も職員の派遣を続けた。 
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第３章 震災への対応 

 

  

津波で被災した老健施設 

（平成 23 年 3 月 南相馬市） 

津波で被災した老健施設 

（平成 23 年 3 月 南相馬市） 

 

 

 

震災直後の所内の様子 

（平成 23 年 3 月 相双保健福祉事務所内） 

震災直後の所内の様子 

（平成 23 年 3 月 相双保健福祉事務所内） 

  

震災直後の所内の様子 

（平成 23 年 3 月 相双保健福祉事務所内） 

震災直後の屋外の様子 

（平成 23 年 3 月 相双保健福祉事務所前） 
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１ 支援活動状況の時系列表 

(1) 初動の１週間（平成 23 年 3 月 11 日～3 月 18 日） 

3月 11日（金） ・管内の16医療機関の状況確認を深夜まで実施した。 

・南相馬市立総合病院では、津波による負傷者等が次々と運ばれ野

戦病院状態とのことであり、当所に備蓄していたトリアージタッ

クを直ちに提供する。その他、断水や停電などの訴えが次々と寄

せられ、災害対策本部への対応を要請するなど対応に追われる。 

3月 12日（土） ・オフサイトセンター（大熊町）内の原子力災害対策本部からの要

請により、オフサイトセンター医療班担当として当所職員数人を

派遣する。 

・災害対策本部の指示により、夕方から施設入所者等の避難に対応

するためのスクリーニングを開始する。 

・管内市町村の保健師派遣要望の聴取を開始する。 

・屋内退避区域内外の犬の保護活動を開始する。 

3月 13日（日） ・保健所長が、オフサイトセンターから深夜に呼び出され、医療

班長として従事する。医療班は主に救急患者のサーベイランス

と除染に従事する。 

・相馬市保健センターで、避難所における必要物品等の状況を把

握し、災害対策本部へ対応を要請する。 

・食品に関する相談・質問等への対応を開始する。 

3月 14日（月） ・災害対策本部の指示により、国の検査チームの指導のもと本格

的にスクリーニングを実施することとなる。対象者の到着時間、

移動先等の情報がない状況のまま施設入所者等の対応に当た

る。  

3月 15日（火） ・避難先での受け入れ時にスクリーニングの実施が求められ、希

望者に対するスクリーニング結果表の発行を開始する。 

・医薬品等の医療機関に対する配送を実施する。 

3月 16日（水） ・住民避難が本格化し、全職員で夜間までスクリーニングを実施

する。 

・スクリーニング結果表の発行を全対象者に拡大する。 

・放射線の身体への影響に関する不安の訴え等の対応に当たる。 

・沿岸部の市町村から、津波被災者の遺体処理（数百体）等に関

する問い合わせが相次ぐ。 

3月 17日（木） ・スクリーニング対象者が急増し、合同庁舎内他公所職員の協力

を得る。 

・相馬市内避難所の巡回健康相談を開始する。 

・自衛隊の協力により医療機関等への医薬品等の配送を実施する。 

・水道水の放射性物質モニタリング検査を実施する。 

3月 18日（金） ・南相馬市民の避難が本格化し、スクリーニング体制が早朝から

深夜までとなる。バスによる避難者は商業施設の駐車場、自家

用車による避難者は当所玄関前でスクリーニングを実施する。 

・食料の調達ができず、庁舎内で炊き出しを行う。 
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(2) 発災から平成 24 年度 

年度 H22 H23 

月 23/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24/1 2 3 

１ 原子力災害現

地対策本部への

要員派遣 

・要員派遣 

 （3/12～H24.3.31） 

 

２  緊急被ばくス

クリーニング 

 

・スクリーニング実施 

(3/12～H25.6/30)  

３  医療機関の復

旧活動支援 

(1) 医療機関 

（精神科除く） 

 

 

(2) 精神科医療機

関 

・管内医療機関の 

被災状況の確認(3/11～12) 

・管内の医療提供体制確保 

に関する会議開催（4/6） 

                      ・厚生労働省と共に各医療機関 

のニーズ調査実施（10/7～現在） 

・精神保健センターに精神科医師の      ・相双地域の精神科医療復興に関する 

派遣を要請(3/22)              打ち合わせ(11/28～H24.3/16) 

・公立相馬総合病院の精神科外来診療 

の予約受付等の協力実施（3/29～H24.1/6） 

４  避難所等にお

ける心身の健康

管理 

(1) 心のケア活動 

 

(2) 被災者の健康

支援 

 ①健康調査・健

康支援活動 

 

 

 

 

  

 

 

②歯科支援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・県立医大の心のケアチームと合流し 

避難所等の巡回と支援を実施(3/30) 

・自立支援医療受給者の家庭訪問(5/18～7/7) 

            ・相馬広域こころのケアセンター 

                       なごみと共に訪問活動（1/10） 

           

・管内市町村の保健師応援要望調査（3/12～7 月） 

・避難所巡回相談(3/17～5/19) 

・県外保健師等支援チーム受け入れ連絡、調整（3/22～10 月） 

・在宅要支援者家庭訪問（3/29～7/5） 

     ・支援スタッフミーティング（4/6～10/28） 

      ・仮設住宅訪問(6/24～現在) 

                ・管内市町村等との被災者健康支援 

                 に関する情報交換会 （8 月～H24.3 月） 

                                ・借上住宅訪問 

                                 (2/2～現在) 

 ・歯科チームの編成と 

歯科医療情報の提供（4/4～5/29） 

  ・在宅要支援者歯科 

家庭訪問(4/4～5/29) 

・避難所歯科巡回相談(4/5～12/20)  

           ・仮設住宅歯科巡回訪問(7/5～現在) 

                ・仮設住宅集会所お口の健康サロン活動 

(9/9～H25.10/24) 

・障がい者通所施設口腔ケア支援 

(1/17～現在) 

・借上住宅歯科訪問(3/1～現在)        
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年度 H24 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25/1 2 3 

１ 原子力災害現

地対策本部への

要員派遣 

  

 

２  緊急被ばくス

クリーニング 

 

３  医療機関の復

旧活動支援 

(1) 医療機関 

（精神科除く） 

 

 

(2) 精神科医療機

関 

・看護職員確保に関する 

現地打合会開催(4 月～H25.3 月)  

 

 

 

 

 

 

 

４  避難所等にお

ける心身の健康

管理 

(1) 心のケア活動 

 

(2) 被災者の健康

支援 

 ①健康調査・健

康支援活動 

 

 

 

 

  

 

 

②歯科支援活動 

 

 

 

 

 

 

 

・ふくしま心のケアセンターと連携し 

 仮設住宅等の巡回訪問活動(4/1～現在) 

・管内市町村等との被災者健康支援活動連絡会(4 月～現在)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・摂食・嚥下ケア支援事業(4/1～現在) 

・通所介護施設口腔ケア支援 

(10/15～12/18) 

                         ・相馬井戸端長屋（災害公営住宅） 

歯科健康教育等（12/3～3/4） 
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年度 H22 H23 

月 23/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24/1 2 3 

③栄養・食生活支

援活動 

・管内市町村の食事の状況・食生活 

の課題について把握（3 月下旬頃） 

・避難所巡回、食事状況を把握(4/5～6)、 

ボランティア栄養士の把握（4 月上旬） 

   ・避難所での食事提供及び栄養相談(4/11～15) 

・避難所における食事状況調査（県調査）（4/19～26、6/27） 

      ・南相馬市避難所での食事状況調査(4 月～9 月) 

      ・避難所の栄養・調理・衛生指導の実施（5/16） 

・仮設住宅の健康・栄養巡回訪問(6/6～現在) 

・仮設住宅料理教室の支援(8/10～現在)  

・借り上げ住宅の健康・栄養巡回訪問 

(10/4～現在) 

・仮設住宅サロンでの栄養講話・栄養相談 

（11/4～H24.3、H25.9） 

 (3) 母子保健支

援活動  

・未熟児や小児慢性特定疾患児の安否確認(3 月) 

・避難所巡回訪問(3/24) 

・子どもを亡くした保護者への家庭訪問(3/29) 

       ・自閉症の子ども等への家庭訪問(5/11) 

       ・乳幼児健診再開のための保健師の派遣支援(6/21～現在) 

５ 避難所等にお

ける感染症対策 

・避難所の感染症予防活動(3/17～5/31) 

   ・避難所の巡回相談(4/7～5/19) 

      ・結核登録患者の安否確認(5/2) 

                    ・仮設住宅「結核ミニ講座」(9/24～30) 

６ 避難所等にお

いて使用する医

薬品等の供給支

援 

・医療機関へ医薬品等を供給（3/15） 

・避難所等で使用する医薬品の管理(3/27～6/30) 

   

７ 避難所等にお

ける食品衛生指

導 

・避難所で災害時の食品の取扱啓発活動(3/23) 

           ・避難所の巡回、衛生指導(6/21) 

                      ・南相馬市避難所の食事提供業者 

の監視指導(10/3) 

８ 生活保護受給

者への支援 

・県内各地の避難所等訪問（4/6～9 月） 

          ・義援金等収入の取扱に係る訪問活動（7 月～現在） 

９ 放射能汚染に

係る水、食品等

の安全性の確保 

(1) 水の安全性の

確保 

 

(2) 食品の安全性

の確保 

 

 

 

・水道水の放射性物質 

モニタリング検査実施（3/17～19） 

・屋内退避区域等の水道水の 

放射性物質モニタリング検査実施 

(3/21 ※3/27～現在、定期検査実施中) 

                      ・給水施設や飲用井戸等 

も検査開始(10/3～現在) 

・食品に関する相談対応(3/13～現在)  

・加工食品のモニタリング検査 

 （11/28～現在） 
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年度 H24 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25/1 2 3 

 ③栄養・食生活

支援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・借上住宅、災害公営住宅サロンでの栄養講話・相談 

（7 月～8 月、12 月～H25.2 月） 

  

・借り上げ住宅料理教室の支援 

（10 月～11 月） 

 

(3) 母子保健支

援活動  

子どもの心のケア事業（4 月～現在） 

          ・被災妊産婦健康支援事業(6 月～現在)  

・子どもの運動遊び教室開催(1～2月) 

 

 

 

５ 避難所等にお

ける感染症対策 

 

 

 

 

６ 避難所等にお

いて使用する医

薬品等の供給支

援 

 

７ 避難所等にお

ける食品衛生指

導 

 

 

 

８ 生活保護受給

者への支援 

 

９ 放射能汚染に

係る水、食品等

の安全性の確保 

(1) 水の安全性の

確保 

 

(2) 食品の安全性

の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 震災への対応 

 

- 30 - 

 

年度 H22 H23 

月 23/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24/1 2 3 

10 被災ペットの

保護活動 

・屋内退避区域内外の犬の保護活動(3/12～H24.3.31)  

・避難に伴う犬、猫の飼育用物資等の支援活動（3/24） 

  ・福島市内に被災ペット仮設収容施設（福島第一）を設置(4/25) 

  ・警戒区域内の放置犬等の実態調査実施(4/28～5/2) 

    ・一時立入（１巡）に伴う被災ペットの保護(5/26～8/26) 

             ・被災者からの依頼等による保護開始（8/27～現在） 

             ・一時立入（２巡）に伴う被災ペットのスクリーニング 

(9/10～11/20)  

・警戒区域内の被災ペットの一斉保護 

 (10/24～11/18) 

           

                         ・一時立入(３巡)に伴う被災                  

ペットのスクリーニング 

(1/29～4/15) 

                              

・警戒区域内の被災ペット 

の一斉保護（3/1～3/19） 

11 環境衛生関係

業務への対応 

・津波被害者の遺体処理等 

に関する相談対応が増加（3/16） 

     ・営業施設等の被害状況調査(5 月～現在)  

        ・作業員宿舎や旅館業施設に 

関する相談対応が増加(6 月) 

12 いわき地域へ

の避難者の健康

支援活動 

 

 

 

 

 

                   ・保健師 2 名をいわき地方振興局へ派遣（9/15） 

                   ・仮設住宅入居者の健康調査（9 月～現在） 

                      ・仮設住宅の健康教室開催（10 月） 

                      ・発達相談会への協力（10 月～現在） 

                         ・市町村の健康教室等の開催支援 

                          （11 月～現在） 

                            ・原発特例法による事務調整 

                            （12 月～H24.9 月） 

                            ・相双保福いわき市駐在に組

織変更(1 月) 

                             ・借上住宅入居者の健康調

査（2 月～現在） 

                                  ・被災者健康サポート事業

開始（2 月～現在） 

                             ・市町村保健事業担当者会

議開催(3 月) 
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年度 H24 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25/1 2 3 

10 被災ペットの

保護活動 

 

 

 

 

 

 

 

・一時立入（４巡）に伴う被災ペットの 

スクリーニング（5/19～7/8） 

             ・一時立入（５巡）に伴う被災ペット 

の一斉保護(8/25～10/15) 

・警戒区域内被災ペットの一斉保護（9/7～10/2） 

      ・一時立入（６巡）に伴う被災ペットの

スクリーニング(11/3～12/15) 

  ・警戒区域内被災ペットの 

一斉保護(12/3～12/21               

 

11 環境衛生関係

業務への対応 

 ・警戒区域内の住居内等のネズミ等 

獣畜被害の相談対応が増加（夏頃～） 

 

     

12 いわき地域へ

の避難者の健康

支援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・心のケア事業開始(4 月～現在)  

    ・相双保福いわき出張所に組織変更（6 月） 

      ・高齢福祉に関するいわき市との調整開始 

                （7 月～H25.2 月） 

                   ・借上住宅等交流サロン開催(9 月)  

                     ・相双地域あそびの教室開催(10 月～現在) 
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２ 原子力災害現地対策本部（オフサイトセンター）への要員派遣 

活動等の経過 

平成23年 

3月12日 オフサイトセンター内の原子力災害政府現地対策本部の指示により、深夜１

時頃に医療班担当として職員２名をオフサイトセンター（大熊町）へ派遣し

た。 

同日  昼に交代要員１名がオフサイトセンターへ移動。（運転手がピストン輸送し

た。） 

同日 ３回目の交代要員を乗せてオフサイトセンターへ向かう途中に、福島第一

原発が水素爆発を起こし、オフサイトセンターに到着後、３名の職員がス

クリーニングを受けた。なお職員１名は、着衣への汚染が疑われたため衣

服を着替えた。        

   3月13日 原子力災害政府現地対策本部から「地元の保健所長が医療班長になり住民の

被ばく対策を検討してほしい」との連絡が入り、通信手段がないため、深

夜に待機職員２名が保健所長を自宅へ迎えに行った。 

保健所長は、当所で防護服に着替えて職員１名と自衛隊の車でオフサイト

センターに向かい、医療班長として住民の被ばく対策の活動を行った。午

後に交代要員２名を防護服着用後オフサイトセンターへ派遣した。 

   3月14日 早朝、オフサイトセンターに官邸から取り残された人がいる老人保健施設等

の施設名、人数、避難先が記載されたFAXが届き、相双保健所で840名のス

クリーニングに対応することが書かれていた。 

午前10時頃  交代要員に引き継ぎ保健所長は当所へ戻る。 

深夜、オフサイトセンターが大熊町から県庁内に移設したため職員は当所

へ戻る。 

   3月15日 県庁内にオフサイトセンターが設置されたため、その後、平成24年3月31日

まで常時職員１名を交替で派遣した。            

  

活動内容 

１ オフサイトセンター業務 

 「福島県緊急被ばく医療活動マニュアル」に基づき、オフサイトセンターに設置され

た県原子力対策現地災害対策本部医療班に職員を派遣した。 

(1) 平成23年3月12日～3月14日（大熊町） 

24時間体制で延べ10名を派遣 

(2) 平成23年3月15日～平成24年3月31日（県庁/福島市） 

常時１名を派遣 
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課題 

 震災で携帯電話等の通信手段が使えず、出張中の職員の安否確認ができなかったが、 

職員の点呼による所在確認と出張中の職員の安否確認等の把握は重要なことである。 

また、移動中の職員と連絡する手段がないため、原発が危険な状態であることを伝える

ことができなかった。そのため、オフサイトセンターに向かう途中で水素爆発が起こり、

防護服を着用できなかった職員が危険にさらされる結果となった。非常時の衛星携帯電話

の確保が必要である。 

 

業務担当者の声 

 福島第一原発事故の状況は、マスコミ（TV）からの情報で把握するのみで、水素爆発の

危険性の予測はもちろん、個人防護服の準備や着用もできなかった。3 月 12 日の午後にオ

フサイトセンターに到着した時には、周囲の職員は、既に水素爆発に対応し個人防護服や

防塵マスクを装着していた。情報が無かったために予防策がとれなかったことが残念であ

る。 
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３ 緊急被ばくスクリーニング 

 

活動等の経過 

平成23年 

3月12日 オフサイトセンター内の原子力災害政府現地対策本部の指示により、施設入

所者等の避難に対応するためスクリーニングを開始した。8名(18:00) 

 3月14日 官邸から原子力災害政府現地対策本部を経由して指示があり、施設入所者等の

避難に対応するための本格的にスクリーニングを開始した。519名。 

（7:00～翌日2:35） 

 3月15日 避難先での受入れ拒否があり、希望者に対するスクリーニング結果表の発行を

開始した。結果表交付者２名。 

 3月16日 本格的な住民の避難が開始されたことにより、来所者も増加し201名実施。 

       スクリーニング結果表の発行を全対象者に拡大した。 

 3月17日 スクリーニング対象者が急増し、合同庁舎内他公所職員の協力を得る。測定等

について、自衛隊の人員派遣（～12月下旬）が開始される。1,013名実施。 

      3月18日 南相馬市民の避難も本格化し、バスによる避難は商業施設駐車場、自家用車 

による避難者は当所玄関でスクリーニングを実施した。バス35台を含む 

2,297名実施し、以降は、早朝から深夜までの体制となる。 

    3月19日  南相馬市民のバス避難者等のスクリーニング バス11台を含む928名。 

    3月20日  南相馬市民のバス避難者等のスクリーニング バス12台を含む795名。 

    3月21日 一度避難した住民が荷物を取りに戻り、再度避難先へ移動するためスクリー 

ニングへ来所した住民が多数見られた。209名。           

3月22日 電気事業連合会の人員派遣が開始される。スクリーニング332名。 

3月25日 南相馬市民のバス避難者等のスクリーニング バス5台を含む533名。 

4月21日 警戒区域等の設定により住民の立ち入りが制限されるため、自宅から荷物を

運び出す多数の住民のスクリーニングを実施した。1,578名。 

4月22日 警戒区域等の設定。公益目的立入りと住民への対応を区別してスクリーニン

グを実施する。 

平成25年 

6月30日 国によるスクリーニング場の整備に伴い、当所における対応は終了。  

 

活動内容 

１ 緊急被ばくスクリーニング 

3月12日は、地域住民の放射性物質による汚染の有無や被ばく線量を測定し、急性放

射線障害の防止と安全・安心を確保するため、避難住民に対する緊急時被ばくスクリー

ニングを実施した。（放射線技師、保健師が担当） 

3月14日は、国の検査チーム（※独立行政法人放射線医学総合研究所の緊急被ばく医療

支援チーム）の指導の下、職員2名1組となり、GMサーベイメータによりスクリーニング

を実施した。 

20㎞圏内の施設や病院で、寝たきり状態のため自力では避難できない人のスクリーニ

ングを実施し、自衛隊の搬送バスから避難車両へ全職員で乗り換え等の介助を行った。 

20㎞圏内の人及び車両のスクリーニングは屋外、それ以外の避難者は当所玄関内で実

施した。 

スクリーニングの対象は、避難する住民だけでなく、手荷物や車両、ペット（イヌ、

猫、鳥等）に及んだ。 
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２ 災害健康相談 

一般住民からのスクリーニングの方法や放射線の身体への影響に関する不安や訴え

など、様々な相談に対応した。 

 

実績 

１ 緊急被ばくスクリーニング 

実施期間：平成 23 年 3 月 12 日～平成 25 年 6 月 30 日（829 日間） 

当所でのスクリーニング総人数：82,464 人 

内訳 13,000cpm 未満：82,403 人 

      13,000cpm～100,000cpm（部分除染対象）：58 人 

      100,000cpm 以上（全身除染対象）：3 人 

２ 災害健康相談 

  平成 23 年 3 月～平成 25 年 3 月 

  来所：79 件   

電話：637 件 

 

 

 

 

 

案内板の状況 

（平成 23 年 3 月 合庁入口） 

スクリーニングの状況 

（平成 23 年 3 月 相双保健福祉事務所前） 

 

  

スクリーニングの状況 

（平成 23 年 3 月 相双保健福祉事務所玄関内） 

除染場の状況 

（平成 23 年 3 月 合庁西側車庫前） 
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（表）緊急被ばくスクリーニングの実施状況

総数 ＜13,000
13,000≦
≦100,000

100,000＜

59,947 59,887 57 3

3月 10,841 10,803 35 3

4月 15,907 15,893 14 0

5月 6,012 6,011 1 0

6月 4,515 4,508 7 0

7月 4,384 4,384 0 0

8月 3,693 3,693 0 0

9月 4,004 4,004 0 0

10月 3,425 3,425 0 0

11月 3,914 3,914 0 0

12月 3,252 3,252 0 0

18,951 18,950 1 0

3月 1,834 1,834 0 0

4月 1,736 1,735 1 0

5月 3,156 3,156 0 0

6月 2,523 2,523 0 0

7月 1,866 1,866 0 0

8月 1,177 1,177 0 0

9月 1,283 1,283 0 0

10月 1,263 1,263 0 0

11月 933 933 0 0

12月 1,127 1,127 0 0

11月 1,140 1,140 0 0

12月 913 913 0 0

3,566 3,566 0 0

1月 560 560 0 0

2月 939 939 0 0

3月 1,167 1,167 0 0

4月 409 409 0 0

5月 368 368 0 0

6月 123 123 0 0

82,464 82,403 58 3

6月末日をもってスクリーニング終了

年末3日間はスクリーニング場を閉鎖

年始3日間はスクリーニング場を閉鎖

　20.0人/日、車両 0台、動物 10匹

年末3日間はスクリーニング場を閉鎖

年始3日間はスクリーニング場を閉鎖

2月9日以降、原則として車両スクリーニング実施せず

　52.6人/日、車両 11台、動物 150匹

23 年～25 年
総 計

3/22～25.6.30 電事連協力(測定業務)
3/14～23.12.27 自衛隊常駐(除染業務)

平 成 25 年

平 成 24 年

月
月　　　　　　　　　　計

平 成 23 年 　206.0人/日、車両 857台、動物 599匹

備　　　　　　　　　　考
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課題 

発災直後、福島県緊急被ばく医療活動マニュアルに基づき、スクリーニング測定記録表

を用いて測定を開始したが、測定対象者の大幅な増加に伴い連名簿に変更せざるを得なく

なった。また、原発から 20～30 ㎞圏内の屋内退避区域内に所在する当所がスクリーニング

会場とされたが、バックグラウンド放射線量が高くなった当所で測定することよりも、少

しでも早く避難させ、線量の低い避難先等でのスクリーニングを実施することが望ましい

と考えられた。 

また、除染についても線量の低い避難先等でのスクリーニング後であれば、より確実な

除染を行うことができたと思われる。 

毎年、原子力総合防災訓練を実施してきたが想定外のことばかりで、訓練のマニュアル

どおりにはできないことが判り、対策本部との調整で急場を凌いだ。今後、同様の災害が

発生した場合を想定してのマニュアル整備が重要である。  

一方、「緊急被ばく医療活動講習会」や原子力総合防災訓練に参加していたことで、ス

クリーニング会場を養生し、個人防護具を装着して当所職員で対応することができた。、 

しかし、放射線の健康面への不安も大きく、さらに、全職員による交代勤務でのスクリー

ニング対応となったため、原子力発電所立地を所管する当所としては事務職も含めた研修

が必要であった。  

放射線のスクリーニング検査は避難に際して義務付けられているものではなかったが、

相双地域から避難してきたと言うだけで、スクリーニング検査「異常なし」の証明書を入

所の条件とした避難所や、県内の医療機関や宿泊施設でも受入を拒否されることがあり、

過剰な偏見が見られた。 

住民に対して、普段から放射線の影響に対する正しい知識の普及の機会が必要であった。 

 

業務担当者の声 

大量の放射性物質の流出による事象は想定外であったが、当所に備えてあった 2 台の

GM 管に加えて、オフサイトセンターから搬入した 6 台の計 8 台の GM 管を確保すること

ができたので、複数の測定班を編成することができたことと、自衛隊を含め合庁内出先機

関の協力もあったので、測定希望者が集中した時にも何とか対応できた。まだ、安定とは

言い切れない状況にあるので、測定器等の資材の整備等を普段から行なう必要がある。  

県でスクリーニングを実施することは、初期対応にあっては、県民の安全・安心の観点

から必要であるが、その後も公益目的で帰還困難区域（旧警戒区域）に入った方のスクリー

ニングを実施した。公益目的の立入者の新たなスクリーニング会場が設営されるまで２年

３ヶ月を要し、事故の責任者による早期の会場設営が必要であったと考える。  

福島第一原発の状況は、マスコミ（TV）からの情報のみで、被災した職員が家族と離れ

ばなれとなり、自宅に帰宅することもかなわず不安定な精神状態であったが、それぞれが

住民の避難のために、自分たちができることを精一杯行ったことは事実として伝えていき

たい。 
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４ 医療機関の復旧活動支援 

(1)  医療機関（精神科を除く） 

 

活動等の経過 

平成23年 

3月11日 医療機関の被災状況の把握と支援（電話及び現場確認）を実施する。 

3月18日 厚生労働省は、福島第一原子力発電所から20～30km圏内の５病院に入院して

いる患者全員を福島県外に搬送することを決定する。 

3月22日 全入院患者の搬送が終了する。 

3月25日  屋内退避区域外にある鹿島厚生病院の一角で「相馬郡医師会臨時診療所」に

よる外来診療を開始するに当たり医師会から相談を受ける。 

4月 4日  南相馬市内の精神科を除く４病院で外来診療が再開される。 

4月 6日  管内の医療供給体制を確保するため、各病院長及び消防本部が参集し、会議

を開催する。 

4月11日 ２病院に各５床の入院病床が確保される。 

6月24日以降   

南相馬市原町区内の病院４施設を対象に、入院患者数、緊急避難時の想定、職

員の状況等に関する情報収集を開始する。 

10月 7日以降   

当所内に「厚生労働省相双地域医療従事者確保支援センター」が設置され、同

省医政局指導課の医系技官に同行し、各医療機関等の現状や要望等を聴取す

る。 

平成24年 

4月以降  看護職員の不足が顕著となっていたことから、厚生労働省医政局看護課に同

行し、各病院の情報を収集する。 

また、関係機関による「看護職員確保に関する現地打合会」を開催する。 

9月30日まで  

毎週月・金曜日の週２回、各病院の状況報告を依頼する。 

10月以降  毎週月曜日の週１回、各病院にＦＡＸによる状況報告を依頼する。 

平成25年 

12月   状況報告は、現在も継続して実施中 

 

活動内容 

１ 発災直後から１ヶ月 

地震発生後、南相馬市立総合病院（南相馬市原町区）の現場確認に出かけたところ、

当病院は津波が押し寄せた地点に近かったことから、多数の重傷者等が運び込まれ、野

戦病院状態であった。 

 3 月 25 日、自衛隊の車両で本庁に同行し、南相馬市、相馬市の医療機関等の状況確認

を実施した。 

4 月 6 日、相馬・南相馬市内の各病院長、消防本部が当所に参集し、３日間程度で退

院できる患者を対象とした 10 床の入院機能を確保する方策を検討したが、それを担う

病院は決まらなかった。その後 4 月 11 日、大町病院（南相馬市原町区）と鹿島厚生病

院（南相馬市鹿島区）に各５床ずつの入院を確保することで了承された。 
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２ 屋内退避指示から緊急時避難準備区域の指定まで(平成 23 年 3 月 15 日～4 月 22 日) 

5 月 2 日、鹿島厚生病院で 80 床全ての入院が再開された。これにより、同病院で確

保していた入院病床５床が市立総合病院に移った。この後、入院病床が各５床では、患

者の救命等に支障を来すとの声が医療関係者から寄せられるようになった。 

6 月 20 日、屋内退避の解除を受けた各医療機関との打ち合わせにより、20～30km 圏

内の精神科を除く４病院で計 205 床の入院が可能となった。 

 

３ 緊急時避難準備区域解除（平成 23 年 9 月 30 日）以降 

平成 23 年 10 月 7 日、当所内に設置された「厚生労働省相双地域医療従事者確保支援

センター」の医系技官に同行し、地域の現状や要望等を把握しながら、医師等確保の働

きかけや現状把握等に努めるとともに、看護師確保支援業務を行った。 

 

  

玄関前の案内の状況 

（平成 23 年 3 月 南相馬市立総合病院） 

相馬郡医師会臨時診療所の状況 

（平成 23 年 3 月 鹿島厚生病院） 

 

活動実績 

１ 病院等訪問件数 

平成 23 年度 延べ 98 件 

平成 24 年度 延べ 104 件 

２ 看護職員確保に関する現地打合会 

平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月 計 8 回開催 

 

課題 

 発災時、医療機関等の被災状況を確認するため、何らかの通信手段が必要であると痛感

した。 

県では、福島県医療情報システムが構築されており、震災前後において有効に活用され

ているが、震災直後の混乱時に変更を余儀なくされた医療機関や薬局の診療時間等を確認

する手段がなかった。また、この時期に当所において個々の医療機関等に問い合わせをす

る時間的な余裕もなかった。したがって、今後、同様の災害が発生した場合、地域住民が

必要としている情報をいかに発信するか、そのツールを何に求めるかは大きな課題である。 

また、医療機関に入院している患者等が避難を求められた際、どのような形態でどこに

移送するか等について、事前の計画が重要であると考えられる。 
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さらに、当所管内は震災前から医師等医療従事者の不足が恒常的に続いていた。 

原子力災害の影響により、一時避難を余儀なくされた医療機関の医師の多くは、帰還困

難区域等以外では大部分が診療を再開しているが、看護師等は家族等社会的な要因で、従

前の医療機関での勤務が困難となり、震災以前にも増して看護師等の不足が深刻な課題と

なっている。また、医療提供体制は各方面からの支援等により、医療従事者が不足してい

る状況は回復しつつあるが、短期間の支援であることを考えると、この回復状態がいつま

で続くのか非常に不安が残る。 

 

業務担当者の声 

大規模災害発生時には、医療従事者本人又はその家族が直接被害に遭っていることもあ

り、それによる人員不足等から医療提供体制の一部が一時停止することがあることから、

それぞれ医療機関が今、何を提供できて何が提供できなくなったかを明確に判断し、その

情報を発信するなど、混乱が起こらないような医療情報ネットワークの構築が急務と考え

る。           

日頃から病院の各機能を把握しておくなど、災害時の対応が迅速に図れるよう準備して

おく必要がある。  
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(2) 精神科医療機関 

 

活動等の経過 

平成23年 

3月25日 原発事故で管内の精神科医療が機能停止に追い込まれたため、当所保健所長

の要請により、公立相馬総合病院（相馬市）内で精神保健福祉センター医師に

よる診察を開始。 

3月29日 福島県立医科大学こころのケアチームの協力の下、公立相馬総合病院におい

て臨時の精神科外来診察を開始。 

4月中旬 南相馬市の精神科クリニック3カ所再開。 

5月 9日 広野町の精神科病院で外来診察を再開。 

6月22日 南相馬市の精神科病院で外来診察を再開(週2回)。 

10月 7日 当所内に厚生労働省相双地域医療従事者確保支援センター（現：厚生労働省相

双地域等医療・福祉復興支援センター）が開設。 

11月28日 相双地域の精神科医療復興に係る打合せ開始。 

平成24年 

1月 6日 公立相馬総合病院での臨時精神科外来診察が終了。 

1月10日 相馬市に精神科クリニックが開院。 

1月17日 南相馬市の精神科病院で病床254床のうち60床の入院機能再開。 

3月16日 相双地域の精神科医療復興に係る打合せ終了。 

4月 1日 福島県立医科大学に寄付講座設置。同講座から南相馬市の精神科病院に精神

科医2名の派遣開始。 

4月23日 広野町の精神科病院で入院機能再開。 

 

活動内容 

１ 公立相馬総合病院での臨時精神科外来診察 

相双管内には、精神科病院が 5 病院（病床数 901 床）と診療所が 3 ヶ所あったが、南相

馬市以南にあったことから、東日本大震災に伴う原発事故の影響により避難を余儀なく

されたため、外来及び入院にかかる精神科医療機能は停止することとなった。 

このため、地域の急性期医療を確保することが急務となり、平成 23 年 3 月 22 日、当保

健所長から県精神保健福祉センターに臨時の精神科外来開設を要請し、公立相馬総合病

院で同センター医師による診察を開始した。また、福島県立医科大学こころのケアチー

ムの協力の下、日本精神科病院協会を通じて全国の精神科病院から医師を派遣いただき、

平成 23年 3月 29日から公立相馬総合病院において、臨時の精神科外来診察が開始され、

当所では、電話による受診者の予約受付や精神保健福祉センターから患者の情報収集、

保健師が公立相馬総合病院に出向いて臨時外来での問診、診察後のフォロー等を行った。 

 

２ 南相馬市・広野町の精神科病院での入院機能再開 

 東日本大震災に伴う原発事故の影響による相双管内の医療従事者不足は、一般病院の機

能復旧を始めとし、精神科病院の入院機能再開も困難なものとした。 

このような状況を改善するため、平成 23 年 10 月 7 日、所内に厚生労働省相双地域医療

従事者確保支援センターが開設された。同センター主導の下、県庁において、厚生労働

省、東北厚生局及び県の担当者が集まって相双地域の精神科医療復興に係る打合せが 11

月下旬から開催されることになり、当所からは保健所長と障がい者支援チームキャップ

が出席した。その打合せに基づき、12 月上旬、県から厚生労働省に対し、国立医療機関

等からの精神科医派遣を要請した結果、精神科医の派遣が認められ、平成 24 年 1 月中旬
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に南相馬市の精神科病院の入院機能を再開することができた。平成 24年 4月 1日以降は、

福島県立医科大学に災害医療等の研究と被災地域の医療機関の支援を目的として設置さ

れた寄付講座から精神科医 2 名が派遣され入院機能が維持されている。 

広野町の精神科病院では、県立大野病院の看護師 2 名の派遣が可能となったことにより、

平成 24 年 4 月 23 日から入院機能を再開し、震災等により他病院に転院させた患者を受

け入れている。 

 

活動実績 

１ 公立相馬総合病院での臨時精神科外来診察 

公立相馬総合病院での臨時精神科外来診察は、相馬市に精神科クリニックが開設され

る直前の平成 24 年 1 月 6 日まで 11 ヶ月に渡って実施された。 

(1)  外来開設回数      189 回 

(2) 受診者数     延べ 2,469 人（実数 463 人） 

(3) 1 回平均受診者数    13.1 人 

(4) 疾患別受診者数（実数 463 人） 

図１のとおり、受診者は、統合失調症 139 人（30.0％）、気分障害 123 人（27.0％）

とで半数以上を占め、続いて、不安障害 58 人（13.0%）、ストレス関連障害 30 人（6.0％）

（急性ストレス障害（ＡＳＤ）及び心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を含む）、不

眠症 12 人（3.0％）、アルコール 10 人（2.0％）という結果であった。 

(5) 年代別受診者数（実数 463 人） 

図 2 のとおりで、受診者は、各年代に分散している。 

 

 

 

ストレス関連障害 

6% 
認知症 

4% 

器質性精神障害 

2% 

アルコール 

2% 

統合失調症 

30% 

気分障害 

27% 

不安障害 

13% 不眠症 

3% 

知的障害 

1% 

発達障害 

1% 

てんかん 

4% 

身体表現性障害 

1% その他 

6% 

図１ 疾患別受診者数 
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２ 南相馬市・広野町の精神科病院での入院機能再開 

(1)  南相馬市の精神科病院での再開病床数  60 床（254 床のうち） 

(2)  広野町の精神科病院での再開病床数    53 床 

(3)  相双地域の精神科医療復興に係る打合せ開催回数  7 回 

 

課題 

１ 受診者の病状確認は、今まで受診していた医療機関のカルテはなく、精神保健福祉セン

ターから取り寄せた自立支援医療申請時の診断書のみであった。その診断書は、患者を

初めて診察する応援の医師が処方等を行う際の役に立ったが、災害時における個人情報

の取扱いなど一定のルールを決めておく必要がある。 

２ 公立相馬総合病院での臨時精神科外来診察は、事前に、外来受診者の予約をとり自立支

援医療申請時の診断書を準備していた人を対象にしていたが、臨時の精神科外来を実施

しているという噂が立つと、次々と受診を希望する人が病院に押しかけてきたため、緊

急性への対応が求められた。 

３ 臨時精神科外来診察を開始した相馬市内には、従来から精神科がなかったため、薬局で

は精神科の処方薬の備蓄がなく対応に苦慮していた。災害時に速やかに対応できる処方薬

の流通ルートを確立しておく必要がある。 

 

業務担当者の声 

震災前、相双地域にあった精神科病院と診療所が、東日本大震災に伴う原発事故の影響

で全て機能しなくなったことは、薬がなくなり処方を受けられなくなってしまった人や震

災の影響で病状が悪化した人、入院治療を必要とする人などにとって、にわかには信じが

たい事態であった。 

地域の多くの人々が県内外に避難する一方で、混乱と不安の中で地域に留まった人の中

には、心の安定を失い、精神症状が悪化したなどの情報が数多く寄せられるようになった。

その結果、平成 23 年 4 月だけで精神保健福祉法第 34 条に基づく医療保護入院のための移

送ケースが 4 件、入院先を調整し家族が移送したケースが 6 件、また、入院に関わったケー

スは 5 月 7 件、6 月 2 件、7 月 1 件、8 月 10 件、9 月 1 件と続き、相双管内から最も近い福

島市内の病院でも車で片道 1 時間以上かかる状況のなか、身体拘束時等の医師の同乗につ

いて快く受けていただいた応援の医師の方々に対し感謝に絶えない。   

6歳未満 

1% 
6～15歳 

3% 

16～19歳 

1% 

20歳代 

8% 
30歳代 

19% 

40歳代 

13% 50歳代 

19% 

60歳代 

19% 

70歳代 

10% 

80歳代 

6% 

90歳代 

1% 

図２ 年齢別受診者数 
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５ 避難所等における心身の健康管理 

(1) 心のケア活動 

 

活動等の経過 

平成23年 

3月30日 当所保健師が福島県立医科大学心のケアチームに合流し、避難所等を巡回し

心のケア活動を開始（健康支援の避難所巡回は3月17日から実施）。 

5月18日 南相馬市及び新地町の自立支援医療受給者の家庭訪問開始（～7/7）。 

6月10日 新地町避難所閉鎖。 

6月17日 相馬市避難所閉鎖。 

6月中旬 相馬市及び新地町の仮設住宅での心のケア訪問活動開始。 

7月初旬 南相馬市の仮設住宅での心のケア訪問活動開始。 

11月29日「ＮＰＯ法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会」認証。 

12月28日 南相馬市避難所閉鎖（6月以降順次閉鎖し、12月下旬に最終閉鎖）。 

平成24年 

1月10日 「相馬広域こころのケアセンターなごみ」開設。 

4月 1日  県の被災者の心のケア事業が「ふくしま心のケアセンター」に業務委託。 

 

活動内容 

１ 避難所等の巡回 

避難所巡回は、平成 23 年 3 月 17 日から当所保健師により健康支援を目的に実施されて

おり、その中で、精神疾患を抱えた方への支援、引きこもり・認知症を抱えた方の家族

調整、津波により親しい人を亡くした喪失体験をされた方等に対する相談支援を実施し

ていたが、平成 23 年 3 月 30 日からは、当所保健師が福島県立医科大学心のケアチーム

に合流し、数班に分かれて相馬市及び新地町の避難所等を巡回し、要支援者の把握と心

のケアにあたった。また、全国から応援いただいた精神科医や精神保健福祉士等とチー

ムを組み診察やカウンセリングも行った。 

 

２ 自立支援医療受給者の家庭訪問 

新地町は当所保健師が、南相馬市は当所保健師のほか南相馬市立総合病院の看護師や

県内外からの協力スタッフが数班体制で自立支援医療受給者宅を訪問し、対象者の治療

状況を把握し、未治療者への継続治療を支援した。また、対象者の緊急時の避難方法を

調査し、自衛隊の応援により緊急時に安全確実に避難できる準備を進めた。 

   なお、相馬市では、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）や県内外の応援専門職から

成るチームによって自立支援医療受給者の家庭訪問が実施され支援が行われた。 

 

３ 要支援者の家庭訪問 

健康支援活動を通じて把握した要支援者に対し、当所職員のほか南相馬市立総合病院

の看護師や県内外からの協力スタッフが中心となり支援活動を行った。また、当所保健

師は、緊急時避難準備区域であった南相馬市で朝夕開催されるミーティングに参加し、

活動計画の策定やスタッフの調整等を行った。 

 

４ 仮設住宅訪問 

 相馬市や新地町の仮設住宅は平成 23年 6月から、南相馬市の仮設住宅は同年 7月から、

当所保健師が福島県立医科大学心のケアチームと一緒に数班に分かれて仮設住宅の訪問
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を開始した。訪問すると、不眠や孤独感を訴える人、アルコール問題や精神不安定から

隣人とトラブルを起こす人などがおり、災害地支援の医師や精神保健福祉士、看護師等

でケアにあたった。平成 24 年 1 月に、ＮＰＯ法人相双に新しい精神科医療保健福祉シス

テムをつくる会が運営する相馬広域こころのケアセンターなごみが開設されると、仮設

住宅訪問は同センターと一緒に実施することになった。平成 24 年 4 月からは、県の被災

者の心のケア事業が「ふくしま心のケアセンター」に業務委託されたことにより同セン

ターと連携し、被災者のＰＴＳＤ（心的外傷ストレス障害）や、うつ病、アルコール問

題等の心の問題に対応するため、仮設住宅等の巡回訪問等を実施している。 

 

活動実績 

１ 避難所巡回支援者数        625 人（相馬市、新地町） 

２ 自立支援医療受給者の家庭訪問 345 人（南相馬市、新地町） 

３ 要支援者の家庭訪問    延べ 343 人 

４ 仮設住宅訪問 

(1)  支援者数       延べ 2,124 人 

(2)  一休みの会参加者数  延べ 1,581 人 

（仮設住宅集会所において談話しながら、自由に相談を受けることができる会合） 

 

課題 

１ 個人情報保護が優先され、障がい者等の要支援者を把握するまでに時間を要したので、

今後、災害時の初動体制のあり方を検討する必要がある。 

２ 災害が起きたときに本来機能すべき福祉避難所が、東日本大震災に伴う原発事故の影響

により機能しなかった。今回は想定外の原発事故であったのでやむを得ない一面もある

が、今後は原発事故を想定した福祉避難所の設置が必要である。 

 

業務担当者の声 

東日本大震災に伴う原発事故の影響により精神科 5 病院、3 診療所が機能を停止し、ま

た、調剤薬局も休業し、薬を入手することできなくなってしまった。かつて経験したこと

のない原子力災害という何が起きているのか理解しがたい状況下で、閉まっている病院の

玄関に何度も足を運んだという方々の辛い気持ちが痛いほど伝わり、このままではいけな

いと焦燥感を持つ日々だった。そのような状況の中で、真っ先に駆け付けてくれたのは、

地域で自主的に活動していたグループのメンバーであり、ボランティアとして、臨時外来、

避難所巡回、家庭訪問等に大きな力をいただいたことに感謝申し上げたい。 

  福島県立医科大学神経精神医学講座の教授の呼びかけで、精神科医師や看護師等多くの

専門職が駆けつけ、福島県立医科大学こころのケアチームの教員が「被災者には、手厚く

そして丁寧に」をモットーに、迅速、かつ、効率的に多くの応援医師等のコーディネート

を担っていただいた。 職員のチームワークとたくさんのスペシャリストの支援に感謝する

とともに、日頃の地域のネットワークの重みを痛感した。 
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(2)-① 被災者の健康支援（健康調査・健康支援活動）  

 

活動等の経過 

平成 23 年 

 3月11日 管内市町村等の被害状況の把握 

3月12日 緊急被ばくスクリーニングに全職員で対応（～3月16日） 

避難所への巡回や健康支援活動への対応困難 

管内市町村へ保健師応援派遣要望のとりまとめ（～7月） 

3月15日 第一原子力発電所半径20㎞～30㎞圏内屋内退避指示(～解除：4月22日）       

 3月17日 相馬市内避難所の巡回健康相談開始（～4月28日） 

 3月20日 屋内退避指示の状況下での活動、職員の健康管理、出張中に避難指示が出た場

合の対応等について所内で打ち合わせ 

 3月22日 県外保健師等支援チーム受け入れ連絡調整（～10月） 

 3月29日 在宅要支援者の家庭訪問（～7月5日） 

      精神科臨時外来における支援（～平成24年1月6日） 

 4月 6日 支援スタッフミーティング開始：南相馬市（～10月28日） 

 4月 7日 南相馬市避難所の巡回健康相談開始（～5月19日） 

6月 6日 南相馬市内仮設住宅入居者の健康調査・健康支援開始（～6月24日） 

8月    管内市町村等との被災者健康支援に関する情報交換会等を開催 

(～平成24年3月） 

平成24年 

 2月 1日 所内の被災者健康支援連絡会開催（～現在） 

2月 2日 避難元市町村からの依頼による借り上げ住宅等健康調査・健康支援開始 

（～現在） 

 4月   管内市町村等との被災者健康支援活動連絡会開催（～現在） 

        

活動内容 

１ 震災後 24 時間 

(1) 初動対応 

  ア 合同庁舎南庁舎側駐車場で待機しながら職員の点呼及び出張中の職員の安否確認

等を行った。 

  イ 電話とファックスは不通となり通信手段が限られ市町村や施設の被害状況の確認

が困難であったが、電気、水道のライフラインは保たれたため、テレビからの情報

で津波被害を把握した。 

  ウ 南相馬市立総合病院に出向き被害状況の把握を行った。入院患者の給食提供の備

蓄が少ないとの課題を把握した。 

 

２ 震災後 1 日から 3 日（平成 23 年 3 月 12 日～3 月 14 日） 

(1) 原子力災害における緊急被ばくスクリーニングの対応 

     20 ㎞圏内の施設や病院に寝たきり状態で入所、入院している自力では避難できない

人等、被ばくスクリーニングに多くの人が訪れたため、保健師も含め職員全員でその

準備、介助、調整、実施にあたった。そのため、この間の避難所への巡回や健康支援

活動への対応は困難な状況にあった。 
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３ 震災後 3 日から 1 週間（平成 23 年 3 月 14 日～3 月 17 日） 

(1) 避難所巡回健康相談 

  ア 当所は原子力発電所から約 25 ㎞のところにあり、屋内退避区域であったことから、

外での活動に不安があった。国より屋内退避区域の活動はポケット線量計の携帯、

マスクの着用、短時間でという通知により 3月 17日から避難所巡回が可能となった。 

イ 最初は、相馬市にある避難所巡回健康相談活動を開始した。当初、避難所は寒かっ

たことからインフルエンザ様症状の人が多く感染症予防活動に努めた。また、津波

や地震の被害で服薬中断や家族を失い精神的に大きなショックを受けた人など医療

面での対応が急務となった。 

     当初は当所職員のみで対応したが、3 月 23 日からは応援チームが入り、医師と保

健師がチームを組み健康状態のチェック、血圧測定、保健指導を行った。 

  ウ 南相馬市においては、30 ㎞圏内に市役所等があり、県内外からの支援が受けにく

い状況にあった。避難所における健康確認は主に南相馬市の保健師と南相馬市立総

合病院及び小高病院の看護師が担当していた。4 月 7 日より当所保健師も避難所巡

回を開始し、5 月 19 日まで実施した。 

   

４ 震災後 2 週間から 3 週間（平成 23 年 3 月 18 日～3 月 31 日） 

(1) 県外保健師等受け入れ連絡調整（P66 表１参照） 

  ア 相馬市及び新地町には 3 月のうちに県内外の支援チームが入ったが、3 月 15 日か

ら屋内退避となった南相馬市には支援チームの派遣が困難な状況が続いた。5 月から

は全国からボランティア保健師が健康支援活動を行ってくれた。南相馬市に自治体

応援チームが入ったのは、7 月から群馬県チーム、8 月から京都府チームで、仮設住

宅健康調査や仮設住宅集会所におけるサロン活動等を行ってもらった。また、組織

として保健師の支援チームが入ってもらえる状況にない中で、4 月 18 日から日本精

神保健福祉協会が 10 月末まで 2 名体制で、土日も含めて心に関する訪問、サロン活

動、精神保健福祉法による入院支援等の活動を行ってもらった。 

  イ 県内外保健師等派遣チームの受け入れにあたっては、市町への県外派遣チームへの

調整及び管内概況のオリエンテーションを実施した。 

 

(2) 要支援者家庭訪問 

    相馬市内の避難所巡回が落ちついた後は、3 月 29 日より相馬市の被災地で津波被害

を受けながらも自宅で生活する在宅療養者、高齢者世帯、一人暮らし世帯等の家庭訪問

を実施し健康支援を行った。 

   また、管内の難病患者や自立支援医療受給者（通院医療）、未熟児の家庭訪問も行っ

た。 

家庭訪問を行ったケースの多くは、通院していた医療機関が震災後休診となったた

めに、いずれも医療機関を探すのに苦労していた。特に、精神科病院が全て一時閉鎖と

なり患者さんの不安は大きく、公立相馬総合病院に臨時の外来の開設となってからは、

受診者の予約受付や問診など、当所の保健師が翌年１月６日まで支援にあたった。 

    

５ 震災後 1 か月目から 7 か月目（平成 23 年 4 月～10 月 28 日） 

4 月に入り南相馬市において支援チームの活動が開始された。南相馬市の保健師の一

部は県外避難者への支援に従事したため、市内で活動する保健師が少なくなったことも

あり、当所が 4 月 6 日から南相馬市が開催する朝・夕の外部からの支援者を含めた関係

スタッフミーティングにおいて、進行を 5 月末まで担当し、その後は支援関係者の連絡、

調整等に 10 月 28 日まであたった。 
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６ 震災後 2 か月から 1 年（平成 23 年 5 月～平成 24 年 3 月） 

(1) 仮設住宅家庭訪問・健康相談（平成 23 年 6 月 24 日～） 

    6 月に入ると、仮設住宅の整備の進行に伴い、避難所から仮設住宅への入居が始ま

り、特に双葉郡から相馬地域の仮設住宅に入居した人を中心に仮設住宅を訪問し健康

状態の把握と健康相談を行い、現在も継続中である。 

    健康支援活動から見えてきたことは避難生活の長期化に伴い「不眠や高血圧、飲酒

量の増加、閉じこもりや身体機能の低下」などであり、仮設住宅集会所において、健

康相談や健康教育の開催に繋がった。 

  

  

支援スタッフミーティング 

（平成 23 年 4 月 原町保健センター） 

仮設住宅集会所における健康相談・健康教育 

（平成 24 年 7 月 相馬市内） 

 

(2) 借り上げ住宅家庭訪問（平成 24 年 2 月 2 日～） 

    市町村において、借り上げ住宅入居者の把握が困難な状況にあったが、平成 24 年 2

月から避難元の市町村からの依頼を受け、借り上げ住宅を訪問し相馬地域に避難してい

る住民の健康状態の把握と健康支援を開始した。 

   この頃は、県外からの支援もなくなり、県で雇い上げた看護師、歯科衛生士、栄養士

と当所職員によって訪問活動を行った。 

   仮設住宅・借り上げ住宅訪問後は、スタッフ間でミーティングを実施し、情報共有と

問題解決の検討を行った。 

 

 

 
京都からの応援支援チームと職員の集合写真 

（平成 24 年 2 月 相双保健福祉事務所） 

仮設住宅・借り上げ住宅家庭訪問終了後の 

スタッフミーティング 

（平成 24 年 4 月 相双保健福祉事務所） 
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 (3) 所内の被災者健康支援連絡会開催（平成 24 年 2 月～） 

     所内においては被災者支援を最優先にしていたため、保健師同士の話し合いができ

ずにいたが、健康支援活動が円滑に進むよう、所内の健康支援者間の情報共有や効果

的な支援について検討を行うため、所内の被災者健康支援連絡会を開催した。現在も

定例的に開催している。 

 

７ 震災後 1 年から 2 年 

(1) 仮設住宅・借り上げ住宅家庭訪問 

  1 年以降も、これまで行ってきた仮設住宅・借り上げ住宅の家庭訪問を継続して行っ

た。 

(2) 被災者健康支援活動連絡会の開催（平成 24 年 4 月～） 

   市町村の状況について把握し実情に応じた支援を行うため、管内市町村や関係機関

が集まり、被災者支援に関する情報の共有と課題について検討した。現在も必要に応

じた形で開催している。 

 

活動実績 

【平成 23 年度】 

１ 健康支援活動 

   活動内容 

市町村 

避難所における 

健康相談 

在宅要支援者 

家庭訪問 

仮設住宅 

家庭訪問 

借り上げ住宅 

家庭訪問 

相馬市 25日 延べ 29箇所 延べ 371 戸  延べ 14 戸 

南相馬市 26日 延べ 37箇所 延べ 28 戸 延べ 28 戸 延べ 385 戸 

川内村      延べ  1 戸 

双葉町    延べ 22 戸 

浪江町   延べ 247 戸 延べ 423 戸 

合 計 51日 延べ 66箇所 延べ 399 戸 延べ 275 戸 延べ 845 戸 

 

２ 被災者健康支援に係る会議開催等 

 (1) 被災者健康支援連絡会  

開催回数：12 回 

 (2) 被災者支援スタッフミーティング  

開催回数：154 回 

 

【平成 24 年度】 

１ 健康支援活動 

 ◆家庭訪問（健康調査・健康相談）         （延人数） 

市町村 仮設住宅 借り上げ住宅 

相馬市  0  30 

南相馬市 82 121 

広野町  0  6 

富岡町  2 166 

双葉町  4  38 

浪江町  1 229 

飯舘村  2 105 

合 計 91 695 
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２ 被災者健康支援に係る会議開催等  

(1) 管内の被災者健康支援活動連絡会 

開催回数：2 回                   

 (2) 市町村毎の被災者健康支援活動連絡会 

開催回数：10 回                    

(3) 所内の被災者健康支援活動連絡会 

開催回数：5 回 

 

課題 

１ 平常時からの支援体制の整備 

 (1) 必要な物品の準備、健康支援活動の具体的な進め方、役割分担など事務所としての

体制の整備が必要である。（災害時対応マニュアルの整備） 

 (2) 保健師の配置が業務分担制であっても、様々な求めに応じた対応ができるように、

担当業務以外の幅広い体験をする機会が必要である。 

(3) 平時から保健事業を通して市町村との関係を密にしておくことで、災害時の支援も

スムーズにいく。 

  

２ 初動体制及び健康支援体制の整備 

(1) 通信手段が限られ、市町村や本庁と連絡をとることができず情報を得ることが困難

な状況が続いた。どんな災害にも対応し、迅速に的確に情報収集できる体制を整える

必要がある。 

 (2) 震災後、緊急被ばくスクリーニングの要員として活動を余儀なくされ、また放射線

による健康不安が強い方への健康相談も必要であったため、避難所巡回や保健活動が

困難な状況であった。また、初期の段階で避難した町村からの相談支援や避難者支援

が十分にできなかった。災害初期から避難者への健康支援など保健活動に取り組める

体制が必要である。 

 (3) 原子力災害による屋内退避指示の中で、屋外での避難活動支援を行い職員の放射線

に対する不安が大きかった。放射線の基本的な知識と職員のメンタル対策が必要であ

る。また、屋内退避指示の中での保健活動は、どのように考え行動すればよいかの要

綱や指示等（屋内退避地域における活動指針）が必要であった。 

 (4) 被災した要支援者の中には避難先で医療機関を探すのに苦労していた。広域災害で

医療機関を変更せざるを得ない場合、患者情報の提供や連携方法などスムーズな治療

体制の構築が必要である。また、お薬手帳の普及啓発や病医院でのお薬手帳への取組

の重要性を認識させられた。 

 (5) 避難が広域となった場合、避難先の各保健福祉事務所の役割や健康支援体制を明確

にし、避難元市町村の支援を行う必要がある。また、市町村もその考え方を理解し相

談できることを周知する必要がある。 

 (6) 避難により高齢者のみの世帯になる等、家族形態の変化もあり、地域から孤立した

り閉じこもりがちの生活となる対象者もおり、地域で交流ができる場や憩える場の確

保とともに、長期化する避難生活で変化する健康課題へ対応するため、市町村等と連

携を図りながら継続的な支援に向けた体制を整えていくことが必要である。 

(7) 借り上げ住宅入居者の把握では、情報収集が困難で支援の遅れがみられた。スムー

ズに入居者の把握ができるよう県で統一した情報収集のあり方を考える必要がある。 
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３ 人材確保システムの構築 

  原子力災害により絶対的なマンパワー不足に陥り、看護職等の専門職の確保が困難な

状況が今も続いている。支援関係者の放射線に対する基本的な知識と迅速、適切な派遣

体制の構築及び外部からの支援を受け入れる体制の整備が必要である。 

  

業務担当者の声 

１ 地震、津波、原子力災害と重なる災害で、連絡手段も途絶え、市町村の状況を把握す

ることもままならず、屋内退避指示の中で緊急被ばくスクリーニングや避難所巡回など

健康支援活動に限らず様々な業務に深夜まで追われた日々であった。 

当初一番戸惑ったことは、原子力災害防災訓練でも想定していなかった状況での活動

を求められたことであった。当面の活動として、所内（屋外も含めて）で行う被ばくス

クリーニングと放射線不安への相談対応であった。 

そして、屋内退避（緊急時避難区域）での活動はどうしたらよいのか？ということで

あった。とりあえず、屋内退避以外の地域での活動支援と、保健福祉事務所で把握して

いた患者の状況把握及び相談・病院への搬送依頼等であった。 

さらに、管内精神科の全崩壊への対応としては、患者の不安への相談対応、診察及び

薬を出してくれる薬局の確保等であった。 

２ 3 月 22 日消防庁災害対策本部から原子力安全委員会技術的助言組織発の「各省庁懸念

事項に対する技術的助言」という文書が県経由で入り、屋内退避地域における活動の留

意点が明確にされ、安心して？活動できるようになった。 

その中でも、個々人は「原発が今後どうなるか解らない中で、『ここで死ぬのではな

いか』」との不安を抱えながら、それでも自分の業務を優先して活動した。 

県庁へ、再三にわたり南相馬市への支援要請を行ないつつ、4 月初めに、「今、南相馬

市に何が必要か、相双保健福祉事務所でできることは何か」を南相馬市（その段階では

南相馬市以外の相馬地域は直接的な原子力災害はなかった。）と話し合い、その翌日か

ら朝夕のミーティング、避難所健康相談活動・在宅患者への訪問活動等を開始した。支

援者が南相馬市に入らない中で、福島医大・長崎県医療チームが 4 月から支援に入って

くれた。 

３ 所内のスタッフ調整を含めた保健活動については、保健師である主幹に任せられた。

その時の保健所長の指示の多くは、復命等を通してであり、相談が後手になることも

あった。 

当初、それぞれの課が震災対応のため、通常の所内課長会議等はほとんど行われる状

況になかった。今ふりかえれば、このような状況であるからこそ例え全員集まれなくて

も、課長会議を開催し所内の共通認識が必要であったと思う。 

４ 長期にわたる状況の中で、職員の健康管理を第一に考え、土日出勤時の代休は取って

もらう方向で役割分担を決めた。後に、県医師会長からの県知事･県内各被災自治体長

に宛てた「被災地市町村職員の心身ケアのための緊急のお願い」の緊急要望書が出され

た。その内容を管内市町村が把握したかの確認又は伝達を行った。 

 双葉郡被災町村への支援は、基本的に避難先の保健福祉事務所で対応してもらうと考

えていた。 

しかし、平成 23 年 8 月 10 日、双葉地方保健担当者連絡会で震災後初めて双葉郡の保

健担当課長や保健師の悩みを知った。「県はなにもしてくれない！ （県とは県の機関全

てを指している）」と訴えられ、と同時に保健活動すべてが崩壊していることを知った。 

様々な地域に避難しており、マンパワー不足で対応できていない。いわき市に双葉郡

の町村の住民が増えたら、津波で多くの避難者を抱えているいわき市での対応には、限

界がある。 
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双葉郡の町村が個々に対応するのではなく、まとまって対応できる様にしていくこと

も考えなければならない。県はそのことに対して、どのように支援してくれるのか（町

村から）等々。避難先市町村や保健福祉事務所に求めていることと当所に求められてい

ることは違うと強く感じた。 

５ 今回の原子力災害の最も特徴的な問題は、町村役場・保健センター等拠点を移動せざ

るを得ず不安定な状況の中で、県内外へ分散している住民の健康支援を求められている。  

住民は、家族が分離しての不安、地域の人と会えない不安、情報が入らない不安、こ

の避難の終息がいつになるか解らない不安、放射線に対する不安等様々な不安を抱えて

いる。 

また、県内各保健福祉事務所管内に避難しているため、他のほとんどの保健福祉事務

所も避難者支援で他地域を支援できる状況になかった。 

６ もう一つこの災害支援で問題になったことは、個人情報の保護と支援の問題であった。

支援が必要であっても、市町村が情報を提供できないと困っていた。個人情報保護法を

理解されていない状況がみられた。その後、様々な通知が出され、取扱いを慎重にしな

がらも必要な情報は、提示され対応できる様になった。今後は、平成 25 年 6 月に改正

された災害対策基本法に明記されたので、体制の整備（緊急時情報提供の同意）が必要

である。 

７ このような状況から平常時から災害が発生した場合の保健活動の初動体制を明確にし  

て、職場内で訓練を行うなど共通認識を持つことや、常に担当業務以外の業務について

も理解していることが必要と感じた。 

また、被災市町村と十分検討し合って、要望に応じて市町村が対応できないことにつ

いて、たくさんの関係機関の支援を受け支援活動を進めてくることができたが、限られ

たマンパワーの中での災害活動についても体制を整える必要がある。長期化する中で専

門職がつぶれないためには、支援者の支援やマンパワーを確保することも重要である。 

８ 震災初期の混乱する中で目の前の対応に追われ、災害時は避難先の保健福祉事務所へ

支援を求めることになっているとはいえ、双葉郡の原子力災害で避難せざるを得なかっ

た避難元市町村への支援が遅れたことが悔やまれる。広域避難の場合、避難先市町村や

その管轄保健福祉事務所と県の間で早急に避難者支援に関する役割分担を明確にし、避

難元市町村の支援を行う必要があった。 

９ 長期にわたる被災者への健康支援活動において、対象に応じた健康支援活動を進める

ためには、目の前の健康課題の対応に追われるだけでなく、予防活動を視野に入れた中

長期的な支援活動を検討し、関係者間で共有しながら進めていくことが大切であると感

じた。 
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(2)-② 被災者の健康支援（歯科支援活動） 

 

活動等の経過 

平成23年 

4月 4日 南相馬市屋内退避区域内の在宅歯科（巡回）診療の開始（～5月29日） 

4月 5日 南相馬市内避難所歯科巡回開始（～12月20日） 

4月 6日 相馬市内避難所歯科巡回開始（～5月26日）    

4月14日 新地町内避難所歯科巡回開始（～5月19日） 

7月 5日 南相馬市内仮設住宅歯科訪問開始（～8月24日） 

7月25日 相馬市内仮設住宅歯科訪問開始（～現在） 

7月26日 新地町内仮設住宅歯科訪問開始（～現在） 

9月 9日 南相馬市内仮設住宅集会所におけるお口の健康サロン開始 

（～平成25年10月24日）       

11月16日 相馬市内仮設住宅集会所におけるお口の健康サロン開始 

（～平成24年11月6日） 

11月18日 新地町内仮設住宅集会所におけるお口の健康サロン開始 

（～平成24年11月20日） 

平成24年 

  1月17日 障がい者通所施設の口腔ケア支援活動開始（～現在） 

  3月 1日 相馬地域借り上げ住宅歯科訪問開始（～現在） 

  4月 1日 長崎大学歯学部と共同で「摂食・嚥下ケア支援事業」に取り組む（～現在） 

10月15日 南相馬市内通所介護施設（３施設）の口腔ケア支援活動開始（～12月18日） 

12月 3日 相馬井戸端長屋(災害公営住宅)におけるいきいき生活講座（歯科講話、歯科

健康相談）の開始（～平成25年3月4日） 

 

活動内容 

１ 震災から２週間（平成 23 年 3 月 11 日～25 日） 

  (1) 初期対応 

ア  広域に避難指示が出たため、役場移転の双葉郡町村の状況把握は困難であったが、

相馬市、南相馬市、新地町については各保健センターに連絡し、被災状況や避難所

の設置状況、避難者数について確認した。３市町では各地に避難所を設置したが、

歯科の救護活動やニーズ把握までは手が回らない状況だった。 

イ  電話で地元歯科医師会に歯科診療所の被災状況等を確認し、診療可能な歯科診療

所の把握を行った。ほとんどの歯科診療所が閉鎖、または一時診療不能に陥り、地

域の歯科医療機能が著しく低下していることを確認した。 

     また、避難所巡回をしていた地元歯科医師から電話を通じて、断水や口腔清掃用

品の不足から歯磨きや義歯の清掃を行っていない人が多く、特に高齢者の口腔衛生

状態が悪化しているなどの情報提供があった。 

 

２  震災後３週間から２か月 

(1) 歯科保健医療活動の事前準備（平成 23 年 3 月 31 日～4 月 3 日） 

ア 3 月 31 日に、本庁病院局から屋内退避、自主避難区域の南相馬市に長崎大学から

歯科医師が派遣されるとの連絡が入り、南相馬市、地元歯科医師会、病院局と連絡

調整を行い、活動準備に取りかかった。 

イ 避難所の状況や診療を再開している歯科診療所の情報を長崎大学の派遣歯科医師

に伝えるとともに、電話とメールで活動内容や準備物について打合せを行った。 
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３ 震災後３週間から１年（平成 23 年 3 月 19 日～平成 24 年 3 月） 

(1) 歯科保健医療活動のコーディネート 

当所歯科衛生士が現地コーディネーターとなり、被災市町、外部からの歯科支援チー

ム、地元歯科医師会、ボランティア歯科衛生士との連絡調整を行い、各避難所の情報収

集、当日の活動予定、巡回チームのスケジュール調整、支援物資の手配・配布などを行っ

た。特に、歯科保健医療活動に関わる様々な情報をコーディネーターに集約、一元化し

て、支援する側と受け入れる側の意思の統一を図り、迅速に対応できるように努めた。  

また、担当する歯科医師、歯科衛生士が日によって異なったため、活動内容や活動時

の注意点などを記録し、活動開始前に毎日ミーティングを行い情報の共有を図った。 

 

(2) 在宅・避難所における歯科保健医療活動（平成 23 年 4 月 4 日～12 月 20 日）（図１） 

ア 歯科チームの編成と歯科医療情報の提供（平成 23 年 4 月 4 日～） 

  長崎大学歯科医師、ボランティア歯科衛生士、南相馬市歯科衛生士、当所歯科衛

生士を中心に、地元歯科医師会や県内外からの歯科支援チームの調整を行いながら、

歯科医師１～２名、歯科衛生士２～４名を基本とする歯科チームを編成した。 

地元歯科医師会から診療可能な歯科診療所や活動に協力可能な歯科医師の情報を

収集し、一覧表にして支援スタッフに配布した。また、歯科保健活動に必要な口腔ケ

ア用品等の確認を行い、必要に応じて随時支援物資の提供を依頼した。 

イ 在宅要支援者の歯科家庭訪問（平成 23 年 4 月 4 日～5 月 29 日） 

 4 月 4 日から屋内退避の要支援者の家庭訪問を開始した。当初は、医療チームに歯

科チームが同行することにしていたが、少ないスタッフで効率よく対応するために、

医療チームの巡回時に口腔内の観察と歯科ニーズ調査票への記入を依頼した。それを

もとに対応の優先順位を決め、歯科医師と歯科衛生士が訪問し応急歯科診療と口腔ケ

ア指導を行った。 

ウ 避難所歯科巡回相談（平成 23 年 4 月 4 日～12 月 20 日） 

在宅要支援者の歯科家庭訪問と並行して、避難所歯科巡回相談を開始した。県内外

からの歯科支援がなかったことから、南相馬市の避難所を皮切りに、相馬市、新地町

の 21 か所の避難所を順次巡回する体制をとった。避難所巡回は最後の避難所が閉鎖

する 12 月末まで続いたが、6 月以降は歯科衛生士のみの巡回相談になり、歯科受診

が必要な人には連絡票を渡し受診勧奨を行った。 

 避難所巡回では、特に高齢者と要支援者を中心に、歯科相談、口腔内の観察、口腔

ケア指導等を実施し、必要に応じて歯ブラシ、洗口剤、義歯ケースなどの口腔ケア用

品を提供した。 

    口腔環境の悪化や嚥下機能の低下から、高齢者の誤嚥性肺炎が懸念されたため、肺

炎予防の啓発ポスターを作成し、全部の避難所に掲示した。また、巡回相談時に誤嚥

性肺炎や歯科疾患予防のチラシを被災者に配布し、口腔清掃の啓発に努めた。（図２）  

 

＜避難所巡回相談の準備物＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

・手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ）、マスク、速乾性手指消毒薬、ゴミ袋、ペーパータオル（ティッ  

シュペーパー）、歯鏡、手鏡  

・紙コップ、歯ブラシ（大人・学童・乳幼児用を準備）、義歯ブラシ、洗口剤、義歯  

洗浄剤、義歯ケース、歯間ブラシ、スポンジブラシ、義歯安定剤、保湿剤、水入  

りペットボトル、洗面器（小）、バケツ  

・ボールペン、蛍光ペン、筆記用具、マジック、ガムテープ、記録用紙、バインダー  
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４ 震災後３か月から１年（図３） 

(1) 仮設住宅歯科巡回訪問（平成 23 年 7 月 5 日～） 

ア  7 月から歯科衛生士 2 名体制で、歯科相談や口腔ケア指導を中心に仮設住宅の巡

回訪問を開始した。相馬市、新地町の仮設住宅は全戸を対象とし、現在も継続中で

ある。特に、避難所歯科巡回相談の要支援者については、その後の状況を確認する

とともに、初回面接者に対しては歯科保健ニーズの把握と口腔ケア指導等を行った。 

イ 不眠やアルコール、高血圧、介護等の相談については、こころのケアチームや保

健師、栄養士等に情報提供を行い、家庭訪問等を依頼した。 

(2) 仮設住宅集会所等におけるお口の健康サロン活動（平成 23 年 9 月 9 日～平成 25 年

10 月 24 日） 

閉じこもり予防や誤嚥性肺炎の予防、口腔機能の向上などを目的に、南相馬市 31 

か所、相馬市 5 か所、新地町 8 か所の仮設住宅集会所において「お口さわやかサロン」

を開始した。健康体操、口腔ケア（口腔清掃）、口腔機能訓練、摂食･嚥下指導など、

１クール 5 回コースで実施した。その後、南相馬市と新地町からの要望で、口腔ケア

と摂食・嚥下指導の実技編を１クール 3 回コースで実施した。 

 

  

避難所歯科巡回相談 

（平成 23 年 4 月 南相馬市） 

避難所での口腔ケア指導 

（平成 23 年 5 月 相馬市） 

図２ 誤嚥性肺炎予防のポスター 
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(3) 障がい者通所施設の口腔ケア支援活動（平成 24 年 1 月 17 日～） 

施設では、震災前に比べて口腔清掃の自立度が低下し、口腔衛生状態が悪化してい 

る利用者が増え、口腔ケアの必要性を感じながらも介護スタッフ不足から十分な対応

ができず困っていた。そのため、歯科衛生士会と協力しながら定期的に施設を訪問し、

利用者の口腔内観察、口腔機能チェック、歯磨き、義歯の清掃などの口腔ケア指導を

実施し、現在も継続中である。 

(4) 借り上げ住宅歯科訪問（平成 24 年 3 月 1 日～） 

   保健師、看護師等による借り上げ住宅健康調査から、咀嚼や摂食・嚥下、口腔清掃 

などに問題がある人に対して、歯科衛生士、保健師、看護師、栄養士が２人１組で訪 

問し、歯磨きや義歯の清掃、摂食・嚥下指導、口腔リハビリなどを実施し、現在も継 

続中である。 

 

 

  

仮設住宅歯科巡回訪問 

（平成 23 年 9 月 新地町） 

仮設住宅での口腔ケア指導 

（平成 24 年 1 月 相馬市） 
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仮設集会所前にサロンの案内表示 

（平成 24 年 7 月 南相馬市仮設集会所） 

歯科サロン活動（お口さわやかサロン） 

（平成 24 年 5 月 新地町仮設集会所） 

 

５ 震災後１年から２年 

(1) 摂食・嚥下ケア支援事業の実施（平成 24 年 4 月 1 日～）  

避難生活の長期化に伴い、仮設住宅等において生活不活発に起因する心身の機能低 

下や口腔機能の低下などにより、摂食・嚥下に問題を抱える被災者等が見受けられる 

ようになった。そこで、長崎大学歯学部と共同で、摂食・嚥下ケアに関わる支援者の 

資質の向上を図るために、摂食・嚥下ケア支援者研修会を開催するとともに、支援者 

のための摂食・嚥下ケアハンドブックを作成し関係機関に配付した。 

(2) 通所介護施設の口腔ケア支援活動（平成 24 年 10 月 15 日～12 月 18 日） 

被災高齢者や要介護者においては、生活環境の変化やストレスなどから健康状態の 

悪化や全身の機能低下を引き起こし、ディサービス等の利用者が増えた。特に震災後 

は職員不足もあり、口腔ケア等に問題を抱える利用者への対応が困難であったため、 

歯科衛生士会と協力し、利用者及び介護職員に対して口腔ケア等の指導を行った。 

 (3) 相馬井戸端長屋(災害公営住宅)における歯科健康教育等（平成 24 年 12 月 3 日～平

成 25 年 3 月 4 日） 

仮設住宅から災害公営住宅に入居した高齢者、要介護者等を対象に、相馬市が主催

する「いきいき生活講座」に歯科健康教育、歯科健康相談を組み入れ、摂食・嚥下指

導や口腔ケア指導を４回コースで実施した。 

 

  

摂食・嚥下ケア支援者研修会の様子 

（平成 24 年 9 月 テクノアカデミー浜） 

摂食・嚥下ケアハンドブック作成検討の様子 

（平成 24 年 11 月 相双保健福祉事務所） 
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活動実績 

 

＜被災者歯科健康支援活動状況＞ 

                年度 
区分 

平成 23 年度 平成 24 年度 

在宅要支援者家庭訪問（南相馬市） 延べ 11 戸  

避難所歯科健康相談（口腔ケア支援等） 
延べ 110箇所 
延べ 1,291人 

 

仮設住宅歯科訪問（相馬市、南相馬市、新地町） 延べ 1,418戸 延べ 788 人 

借り上げ住宅訪問 延べ 3 人 延べ 17 人 

仮設住宅集会所口腔サロン 
（歯科健康教育、歯科健康相談、口腔ケア） 

105 回 
延べ 1,017人 

62 回 延べ 632 人 

障がい者通所施設口腔ケア支援 
6 回 
延べ 76 人 

24 回 延べ 333 人 

摂食・嚥下ケア支援事業 
（研修会、摂食・嚥下ケアハンドブック作成） 

 
研修受講者：144 人 
ハンドブック作成：1000 部 

通所介護施設口腔ケア支援  9 回 延べ 323 人 

相馬井戸端長屋（災害公営住宅） 
歯科健康教育、歯科健康相談 

 
4 回 延べ 40 人 

 

課題 

１ 初動及び支援体制の早期確立 

(1) 組織（所内）の指示命令系統や活動方針、役割分担等を明確にし、初動・支援体制

を早期に確立する必要がある。 

(2) 震災直後、できるだけ早く職員が現場にかけつけ、被災状況や支援ニーズを把握で

きるようにする。 

(3) 外部からの支援の要否決定を早期に判断し、対応できるようにする。 

(4) 歯科も含め、各分野の活動が散発的な活動にならないようにする。   

２ 情報の集約及び提供の工夫 

 (1) 平常時から県、市町村、団体間における情報伝達体制を整備し、職員間、関係者間

で周知徹底しておく必要がある。情報伝達網は、集約と提供の双方向のものにする。 

(2) 平常時から整理できる地域の保健関連情報などは、災害時に外部支援者と共有でき

るように整理しておく。 

３ 歯科コーディネーターの設置 

 (1) 支援活動に関わる様々な歯科情報を集約・一元化して迅速に対応するために、現地

（被災地）歯科コーディネーターを設置する必要がある。 

 (2) 外部支援と現地のコーディネーターが両輪となって動くことができるように、役割

分担を普段から決めておく。  

４ 災害弱者への対応 

 (1) 災害弱者が災害の犠牲とならないようにするため、平常時から必要なケースを把握

しておく必要がある。 

 (2) 関係機関・団体及び自主防災組織等と連携を図っておく。 
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５ 情報の共有と個人情報の保護 

 (1) 県内外を含め様々な保健医療関係者が支援活動に入るため、歯科関係者だけでなく

他の支援関係者と情報を共有できるようにしておく必要がある。 

(2) 個人情報の保護に十分留意する。 

６ マンパワーの確保 

 (1) どのような災害がいつ発生しても、発生直後から活動できるマンパワーを確保して

おく必要がある。 

(2) 県歯科衛生士の活動は広域的で支援にも限界があることから、支援活動の中心にな

る市町村に常勤の歯科衛生士が必要である。 

(3) 市町村歯科衛生士、地元歯科医師会、歯科衛生士会と連携し、即時に対応できる体

制を整えておく。 

７ 災害時の対応・活動に関する研修、訓練 

災害発生時に迅速・的確な歯科保健活動を行うために、災害発生を想定した事例のシュ

ミュレーションを行うなど、実動に備えた研修や訓練が必要である。 

 

業務担当者の声 

１ 日々変化する現地の状況やニーズに即応した効果的な活動を行うためには、早い段階

から県の歯科衛生士が現地に入り、積極的に情報収集を行う必要がある。情報は待って

いては来ない。自ら出向いて直接得ることが重要である。そのためには、限られた専門

職だけで対応するのは困難なので、課・職種を越えて活動することが重要である。 

２ 一般に災害時では、歯科保健医療は後回しにされがちである。平常時の歯科は生きが

いを支えるという役割であるが、大規模災害時の口腔ケアは直接命に関わる問題である。  

長期にわたる避難所生活は、高齢者の体力低下や免疫力低下をもたらし、肺炎を発症

しやすくする。特に、歯磨きなどの口腔清掃ができない劣悪な環境下では、口腔内細菌

が増加し、細菌を多く含んだ唾液を誤嚥することによって誤嚥性肺炎が発生する。その

ため、平時から肺炎予防としての口腔ケアの重要性について、歯科以外の行政関係者に

強く訴え理解してもらうとともに、緊急時に的確な対応ができるよう、関係者の理解を

深めておくことが重要である。 

３ 災害は突然やってくる。そこでいかに迅速かつ組織的な活動ができるかは、日頃の歯

科保健活動の経験と実績にかかっていると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 震災への対応 

 

- 60 - 

 

 

 



第３章 震災への対応 
 

- 61 - 

 

(2)-③ 被災者の健康支援（栄養・食生活支援活動）  

 

活動等の経過 

平成 23 年 

3月11日    

3月12日   緊急被ばくスクリーニングに全職員で対応 

下旬頃  管内市町村の食事の状況、食生活の課題を把握 

4月 5日  避難所を巡回し、食事状況を把握（南相馬市内避難所2か所） 

       ボランティア栄養士の把握（電話） 

4月 6日  避難所を巡回し、食事状況を把握（相馬市内避難所1か所） 

       食事提供に関わる支援物資の提供を受けるための交渉 

4月 7日  食事提供に協力可能な特定給食施設の把握と依頼（～4月8日） 

       支援物資の提供を受けるための交渉 

4月 8日  食事支援の打合せ（協力病院栄養士） 

       メニューに基づく物資の確保、調整 

       協力病院への物資の搬入等 

4月 9日  食事支援の打合せ（ボランティア栄養士、避難所担当者）（～4月10日） 

4月11日   避難所での食事提供及び個別栄養相談・指導の開始（～4月15日） 

4月19日  避難所における食事状況調査（県の調査）（～4月26日） 

4月25日  南相馬市避難所の食事状況調査 

避難所で提供された１日分の弁当等について栄養価計算を実施 

その後、課題を把握し今後の対応について市の栄養士と協議又は情報提供

を実施（～9月） 

5月16日  避難所の栄養・調理・衛生指導の実施（新地町内避難所3か所） 

6月 6日  仮設住宅における健康・栄養巡回訪問（～現在） 

6月27日  避難所における避難所の食事状況調査（県の調査） 

       仮設住宅集会所における栄養講話、栄養相談開始 

8月10日  仮設住宅料理教室の支援（～現在） 

10月 4日   借り上げ住宅における健康・栄養巡回訪問（～現在） 

11月 4日  新地町仮設サロン「お口さわやかサロン」で栄養講話を実施 

（～平成24年3月、平成24年9月） 

 

平成24年   

7月 4日 借り上げ住宅サロンの栄養支援（～8月） 

10月17日  借り上げ住宅料理教室の支援(～11月)   

12月 3日  相馬井戸端長屋（災害公営住宅）における「いきいき生活講座」 （歯科・

栄養）の開始（～2月）※歯科は3月まで実施 

       

活動内容 

１ 震災直後から２週間後 

(1) 管内市町村における食事の状況、食生活の課題の把握について 

ア 相馬地域（相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村）の状況は確認できたが、避難対

象地区の双葉地域については、把握できなかった。また、相馬地域についても市町

村栄養士や栄養業務担当者となかなか連絡がとれず、状況を把握しきれなかった。 

   イ  物資が届いていても、内容に偏りがあり栄養バランスが悪い状況だった。 

 



第３章 震災への対応 

 

- 62 - 

 

２ 震災後３週間から１か月後 

(1) 避難所巡回、食事状況を把握 

 避難所の食事状況を十分に把握できないため、4 月 5 日から 6 日の 2 日間、南相馬

市住民が避難している市内避難所 2 か所、市外の相馬市避難所 1 か所を巡回し、状況

を把握した。そのうち、相馬市の避難所では、震災後約 4 週間経過後も炭水化物や塩

分過多の偏った食事が続いており、被災住民の健康状態の悪化が危惧された。 

(2) 避難所での食事支援（平成 23 年 4 月 11 日～15 日） 

ア 南相馬市民が避難した相馬市内のある避難所は、元々廃校であったため、水を使

用できる場所も限られ、トイレも校舎の外にある仮設トイレを使用している状況だ

った。調理室は使用できず、衛生的に大量調理できる環境ではなかったため、特定

給食施設やボランティア栄養士の協力を得て避難所でおかずの提供をすることにし

た。 

イ 食事提供するための調理設備、スタッフの確保では、南相馬市内の病院給食施設

に厨房の借用をお願いし、２病院給食施設から了承を得た。また厨房を借用する病

院の栄養士等調理従事者及びその家族の協力を得ることができた。その他、震災の

影響により休止することとなった病院の栄養士からもボランティアとして協力して

いただくことができた。 

ウ 当所での主な取組は、施設への協力依頼、施設の借用やスタッフの確保、食材の

確保、おかずの配送、献立作成と提供日時の決定、ボランティアスタッフへの連絡

調整等を行った。  

エ 避難所の校舎は、昇降口付近の水道が使用できたため、昇降口周辺を調理スペー

ス、食事配付スペースに区分けし、スリッパの履き替え等により、衛生区域をなる

べく汚染しないようにするなど、調理スペースの衛生環境の改善に努めた。食事提

供等に関わるスタッフやボランティア等にも衛生面での指導を行い、食中毒の防止

にも注意を払った。  

オ 当所がおかずの提供を始めた頃には、当所以外からもボランティアによる食事支

援が入るようになってきていた。食事提供をした 5 日間の間に、避難所の耐震が問

題となり避難所が閉鎖されることになった。  

 

図１ 栄養・食生活支援活動の関係機関との連携図 
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(3) 避難所での個別栄養相談・指導の実施 

避難所での食事提供期間に個別栄養相談・指導も実施した。個別の相談・指導につ

いては、避難所支援に入っていた医療スタッフから情報提供があり、指導等が必要と

判断されたケースを中心に栄養指導を実施した。  

(4) 避難所における食事状況調査 

   食品等支援物資による食事提供状況、栄養支援の必要性等の現状を把握し、課題に

応じた栄養改善活動を実施することを目的に、避難所の食事調査を 4 月 19 日～26 日

（1 回目）、6 月 27 日（2 回目）の 2 回実施した。調査項目は、施設の設備状況、食事

の提供状況、個人への対応状況等で、1 回目の調査は、相馬市、南相馬市、新地町の

3 市町 18 施設で実施した。2 回目の調査は、南相馬市の 5 施設で実施した。 

 

３ 震災後 2 か月から 3 か月 

(1) 避難所の栄養・調理・衛生指導の実施 

避難所によっては、被災者が交代で食事を作っているところもあり、調理担当者に

食中毒予防のための衛生管理やバランスのとれた献立の作成について指導した（5 月

16 日新地町内避難所 3 か所で実施）。 

主な指導内容は、調理をするうえでの身支度、くつの履き替え、調理台（シンク含

む）の使用区分（手洗い場、汚染食品、非汚染食品、盛りつけ場所等）、手洗いの実技

、手袋を使用する作業について、まな板・布巾の消毒方法と乾燥について、消毒液の

作り方、食事バランスガイドと献立の組み合わせ、献立の記録について指導した。 

避難所から仮設住宅等への移動が進むにつれ、調理を一部の人が担当することとな

り、疲れている様子もみられた。 

(2) 南相馬市避難所での食事調査（平成 23 年 4 月～9 月） 

ア 南相馬市内の避難所における１日分の食事（弁当等）について 4 月から 9 月まで

の間に 5 回、栄養価計算を行い厚生労働省から示された｢避難所における食事提供

の計画・評価のために当面の目標とする栄養の参照量｣と比較した。  

イ 1 回目の調査結果では、参照量として示されたエネルギー、たんぱく質、ビタミ

ン B1、B2、C の全ての項目で栄養量が不足していた。たんぱく源である肉類、魚類

、卵類、豆類や、ビタミン類を豊富に含む野菜や果物、栄養補助食品等が必要と評

価した。結果を市の栄養士に報告するなど、連携して食事内容の改善を図った結果、

徐々に栄養バランスが改善され、栄養素も充足してきた。  

 

 

 

 

避難所で提供するおかずの作成状況 

（平成 23 年 4 月 南相馬市内医療機関の厨房） 

避難所での食事状況（献立） 

（平成 23 年 4 月 新地町内避難所） 
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(3) 仮設住宅における健康・栄養巡回訪問（平成 23 年 6 月 6 日～） 

南相馬市で実施する仮設住宅入居世帯調査に保健師等と同行し、必要に応じて栄養

指導を実施した。 

 

４ 震災後 4 か月以降から 1 年 

(1) 仮設住宅料理教室の支援（平成 23 年 8 月 10 日～） 

ア 南相馬市で実施している｢男性の料理教室｣を市の栄養士とともに実施した。主な

対象は仮設住宅等に入居している一人暮らしの男性。 

イ 南相馬市、新地町で実施した仮設住宅料理教室（一人暮らし等対象は限定せず）

は市町の栄養士等と一緒に実施した。栄養講話も併せて実施している。 

ウ 震災後、長期化する避難生活により、調理意欲が減退し、外食や総菜の利用（い

わゆる中食）が増加している状況である。 

 

(2) 借り上げ住宅における健康・栄養巡回訪問（平成 23 年 10 月 4 日～） 

南相馬市で実施する借り上げ住宅における健康調査の支援を行った。必要に応じて

栄養指導を実施した。 

その後、市町村の依頼に応じて、他市町村の借り上げ住宅入居者へも実施した。 

(3) 仮設住宅サロンにおける栄養講話、栄養相談の実施（平成 23 年 11 月 4 日～平成 24

年 9 月） 

新地町、南相馬市の仮設住宅等の入居者に対し、栄養・食生活に関する栄養講話、

栄養相談を実施した。市の栄養士、当所保健師、歯科衛生士等と連携し実施した。 

栄養講話は、高血圧や糖尿病、肥満、便秘、夏バテ予防等をテーマに食生活のポイ

ントについて実施した。 

 

５ 震災後 1 年から 2 年 

(1) 借り上げ住宅、災害公営住宅サロンにおける栄養講話及び相談の実施（平成 24 年 7

月～平成 25 年 2 月） 

ア 南相馬市が実施する借り上げ住宅入居者を対象としたサロンで市の栄養士と連携

し、栄養講話を実施した（平成 24 年 7 月 4 日、8 月 28 日）。 

イ 相馬市で実施する相馬井戸端長屋（災害公営住宅）のいきいき生活講座で、栄養

講話を実施し、必要に応じて個別で栄養指導を実施した（平成 24 年 12 月 3 日、平

成 25 年 1 月 7 日、2 月 4 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

仮設住宅料理教室で作成した料理 

（平成 24 年 5 月 仮設住宅集会所） 

仮設住宅で栄養講話をしている様子 

（平成 24 年 仮設住宅集会所） 
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(2) 借り上げ住宅料理教室の支援（平成 24 年 10 月～11 月） 

 南相馬市、新地町で実施した借り上げ住宅入居者対象の料理教室（一人暮らし等対

象は限定せず）を両市町の栄養士等と連携して実施した。栄養講話も併せて実施した。

（平成 24 年 10 月 17 日、11 月 2 日） 

 

活動実績 

１ 栄養・食生活支援活動 

 

【平成 23 年度】 

事業内容 実績 

避難所栄養相談 延べ 47 か所 

仮設住宅栄養相談 25 回、282 人 

借り上げ住宅栄養相談 143 戸 

高血圧、糖尿病予防教室 66 回、延べ 753 人 

 

【平成 24 年度】 

事業内容 仮設住宅 借上住宅等 

栄養相談 延べ 38 人 延べ 79 人 

料理教室 34 回、延べ 459 人 3 回、延べ 38 人 

栄養サロン 68 回、延べ 767 人 5 回、46 人 

 

 課題 

１ 初動における現状把握と情報集約 

今回の災害では、避難所における食事状況等の把握が困難だったことに加え、原子力

発電所事故の影響で、市町村によって状況が様々であったため、必要とする支援の判断

が難しかった。必要な情報を集約し、関係部署に配信する仕組みが必要である。  

２ 避難所における効果的な食事提供体制 

避難所で食事提供を行う場合、大量調理が可能な特定給食施設の活用が有効であった

ため、協力体制についても今後検討が必要である。  

さらに、県内どこの避難所でも最低限の食事を提供するためには、平常時から食品の

備蓄だけでなく、スタッフの確保、市町村の枠を越えた体制を整備することが必要であ

る。特に乳児や高齢者、アレルギー等により食事に何らかの配慮が必要な方への対応に

ついては、管理栄養士、栄養士の役割は大きい。 

３ マンパワーの確保 

県及び管内市町村の行政栄養士の配置は少ないため（震災当時の管内配置率 33％（4

市町／12 市町村中））、震災直後から避難所等の栄養・食生活支援を行うには、各市町村

に常勤の栄養士が必要である。また、学校栄養士やボランティア栄養士等の協力を得る

ことも必要となる。 

４ 実態把握・課題分析の必要性と関係機関との連携 

避難生活が長期化しているなか、生活環境や生活習慣の変化により、食生活や栄養の

問題も大きく、生活習慣病の悪化につながっていることから、食事・食習慣の実態把握

を行い、課題を分析し、生活習慣病の発生予防及び重症化予防の観点から改善策を検討

する必要がある。 

また、分析結果は市町村や関係部局と情報共有し、連携を図りながら支援を行う必要

がある。 
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業務担当者の声 

１ 震災直後から栄養・食生活支援を実施するためには、管内の行政栄養士の配置は少な

いため、市町村学校栄養士やボランティア栄養士の協力が必要である。しかし、協力を

得るためには施設の理解や市町村の連携体制の問題もあり、難しい面もあった。そのた

め、市町村や部署の枠を越えて連携できるような体制と役割を明確にしておくとよいと

感じた。 

２ 被災者が抱える健康課題は、栄養だけでなく、運動や歯科、心のケアの問題等複数あ

ることも多く、他職種との連携が必要だと感じた。 
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 (3) 母子保健支援活動 

 

活動等の経過 

平成23年 

 3月11日 「食と子どもの未来の健康」打ち合わせ終了時強い揺れと恐怖を感じる。電話

やメール等が直後から不通になる。 

  3月12日 保健所長と保健師により災害発生時に於ける保健師活動マニュアルに基づき

活動の所内体制について話し合いを実施する。 

       母子担当は、市町村支援の準備態勢に入る。しかし、通信網が途絶え、市町

村情報の収集ができない。さらに、第1原子力発電所が水素爆発したため所内

の緊急被ばくスクリーニング活動を開始する。 

 3月13日 出勤時、相馬市保健センターに立ち寄り、避難状況確認や必要物品（紙おむつ

や粉ミルク・特殊ミルク等）、医師・看護師派遣要望、薬剤師との連携につい

て国からの文書要望等情報収集をして、保健所長を経由し地方災害災対本部

へ伝達する。 

 3月15日 保健福祉部内の職員のヘルスチェックを実施する。 

      屋内退避指示が出されたため、緊急被ばくスクリーニング活動に追われる。 

3月中旬 未熟児や小児慢性特定疾患児の安否確認のため電話連絡開始。 

特に双葉郡から避難した方々へ、携帯電話に架電し病院の受診先情報や避難

状況の相談に当たる。未熟児50件、小児慢性特定疾患児約131件。 

3月24日 南相馬市内の避難所巡回訪問実施。就学前の子どもを初め若い人はほとんど

いない状況である。                     

3月29日 相馬市沿岸部の被災状況把握のため家庭訪問を実施する。津波被害で子ども

を亡くした保護者への支援等。（南相馬市内では、原子力災害のため屋内退避

指示が出されていたため、影響の少ない相馬市へ支援活動を実施。） 

4月1日 精神科臨時外来対応のなかで情緒不安定な子どもや親を亡くした高校生等の

対応を実施する。 

5月11日 南相馬市と共に自閉症等の子ども（数名のみ）や精神疾患患者の家庭訪問を

実施。 

      （南相馬市において初めて保健師のボランティア（民間団体）が支援に入り同

行訪問をする。） 

6月21日 南相馬市における乳幼児健診再開のため、保健福祉事務所から保健師のマン

パワー支援を開始する。 

受診者数は、従前の２割から３割である。以後９月末まで支援を実施する。（相

馬市、新地町通常どおり4月から実施） 

  7～8月  小児慢性特定疾患児の更新申請期間対応 

      子どもたちの病状や避難状況把握のためアンケートを実施。   

10月以降 新地町や相馬市の乳幼児健診への保健師支援を実施。 

      また、京都府から派遣された臨床心理士が乳幼児健診の事後指導に関わり、要

フォローケースの個別相談を開始する。 

平成24年   

    4月 被災乳幼児と子どもの心のケア事業により市町村事業等に臨床心理士や保育

士等専門職派遣を開始する。 

    6月 被災妊産婦健康支援事業により家庭訪問事業（県が助産師会委託による）を

開始する。 
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平成25年 

1～2月 子どもの運動遊び教室を開催する。双葉郡や飯舘村から相馬郡に避難中の親

子を対象に実施。 

2～3月 浪江町や南相馬市から相馬郡内に避難して借り上げ住宅等に居住する子ども

の事後管理ミーティングに増進課チームと参加する。また、事後フォローに

不安のある母子確認のため家庭訪問を実施する。 

 

活動内容 

１ 市町村の母子保健事業への支援 

市町村のスタッフが避難先住民への対応のため派遣されたことにより、スタッフ不足

に陥り、業務に支障を来している状況に対し、保健福祉事務所の保健師を派遣した。ま

た、原子力災害の影響や避難等によって不安を抱えたケースへの心理相談会や発達診断

等への専門職派遣による支援を実施した。 

 

２ 小児慢性特定疾患児の更新申請とアンケートの対応 

長期療養児の多くの子ども達が避難生活を余儀なくされたことから、避難先や病状・

生活状況の把握、更新申請の意思等を確認するため、面接、電話及び郵送によりアンケー

ト調査を実施した。 

 

３ 被災乳幼児と家族の心のケア事業 

 (1) 子どもの運動あそび教室 

日常生活における運動習慣化の普及とストレスの改善を図ることを目的に開催し

た。双葉郡から相馬地域に避難している親子を主な対象とし、3 回実施した。 

時間 9:45～12:00 

場所 南相馬市 テクノアカデミー浜 

 (2) 子どもの心のケア事業実施状況  

乳幼児とその家族に対し、市町村と連携・協働し、既存の事業を活用しながら臨床

心理士や保育士等の専門職を派遣し効果的な心のケアを行うことで、心の健康づくり

を支援した。 

 

４ 被災妊産婦・乳幼児支援事業 

県助産師会への委託事業により産前産後の母子に対して、家庭訪問を行うことによ

り、心と身体の健康と赤ちゃん育児支援を行った。 
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子どもの運動遊び教室 

(平成 25 年 2 月 テクノアカデミー浜) 

 

子どもの運動遊び教室 

思いっきり身体を動かして楽しい！！ 

（平成 25 年 2 月 テクノアカデミー浜) 

 

活動実績 

１ 市町村における母子保健事業への支援 

  市町村のスタッフ不足による保健師の派遣及び震災や避難等によって不安を抱える

ケースへの心理相談会や発達診断等の支援を実施した。 

 

支援回数（平成23年度） 

相馬市・南相馬市・新地町（発達相談を含む）合計 保健師派遣による支援：18回 

京都府臨床心理士による支援：36回 

 

２ 小児慢性特定疾患児への支援 

更新対象者153名に対し更新申請の意思確認等電話による個別相談を実施した。（平

成23年度）内131名からアンケートの回答を得て、避難や生活の状況等の把握をした。 

 

図１ 市町村別(回答者）        図２ 生活状況（入院・在宅別） 

 

 

図１は、更新申請者 131 名の避難の状況であるが、自宅で在宅生活を送っている方が

多いのは、相馬市と新地町である。南相馬市は３区（原町区、鹿島区、小高区）に分か

れているが、65％近くの方々が避難している。双葉郡の方々は、当然全員が避難生活を

余儀なくされている。 

  また、図２を見ると、入院と在宅では当然ながら「落ち着いている」と「不安であ

る」の割合がそれぞれ逆転している。  
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３ 被災乳幼児と家族の心のケア事業 

 (1) 子どもの運動あそび教室 

 

実施日 参加者 内    容 

平成 25 年 

1 月 19 日(土） 

子供  16 名 

保護者  9 名 

託児   1 名 

・保育士による手遊び 

・３Ｂ体操協会スタッフによる親子運動あそび 

・臨床心理士による講話「子どもにとっての運動と遊び」 

平成 25 年 

1 月 26 日(土) 

子供  17 名 

保護者 12 名 

託児   3 名 

・保育士による手遊び 

・３Ｂ体操協会スタッフによる親子運動あそび 

・児童家庭課保健師による講話「子どもにとっての運動

とは」 

平成 25 年 

2 月 9 日(土） 

子供  16 名 

保護者 13 名 

託児   3 名 

・保育士による手遊び 

・３Ｂ体操協会スタッフによる親子運動あそび 

 

(2) 子どもの心のケア事業実施状況 

  【平成 24 年度】                  （平成 25 年 3 月 31 日現在） 

市町村 

健
診 

親
子
遊
び 

そ
の
他 

派
遣
回
数 

派
遣
人
数 

 

派遣専門職種 

相馬市 

（保健センター） 

○   24 45 臨床心理士 

南相馬市 ○  ○ 41 55 臨床心理士 

川内村 

（保育所） 

  ○ 11 11 心理士、スポーツインストラク

ター 

大熊町  ○  6 6 臨床心理士 

葛尾村   ○ 2 3 保育士、ベビーマッサージ講師 

新地町 ○   23 23 臨床心理士 

新地町 

（児童館） 

 ○  2 2 ヨガインストラクター等 

飯舘村   ○ 7 14 県北保健福祉事務所に参加 

相双保健 

福祉事所 

  ○ 2  4 臨床心理士、リトミック講師等 

計 118 163  
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４ 被災妊産婦・乳幼児支援事業 

平成 24 年度＜母子訪問＞      （平成 25 年 3 月 31 日現在） 

市町村 該当者数 

避 難 前 住

所地 

避 難 先 訪 問 件 数

（相馬郡に住んで

いる又は避難して

いる方） 

いわき訪問件数 

（双葉郡等から避

難している方） 

  実数 延数 実数 延数 

相馬市 38 50 106   

南相馬市 24 15 35 2 2 

広野町 2   2 2 

楢葉町 2   2 2 

富岡町 6   6 6 

川内村 1   1 1 

大熊町 14   12 15 

双葉町 6   5 6 

浪江町 6   6 6 

葛尾村 0     

新地町 8 14 30   

飯舘村 0     

いわき市 1 36 40   

郡山市 1     

須賀川市 2     

県外 6 2 4   

合計 117 117 215 36 40 

 

課題 

１ 子どもたちが心身ともに健やかに成長するために安心して遊びの教室に参加できるよ

う市町村とともに事業を継続支援する。 

２ 管内では、母子事業をそれぞれの市町村の状況に応じて実施しているが、震災後は専

門職が特に不足しており、今後も専門職の派遣が必要である。子どもや保護者を対象と

した心のケアを継続して支援していくことが重要である。 

３ 双葉郡等から避難している親子は、同じ町内の者同士子育ての悩みや情報交換をする

場が少ない。今後も支援が求められる。 

 

業務担当者の声 

原子力災害が多くの子どもたちに避難を余儀なくさせて見知らぬ地へ走らせた。一番弱

い立場で物言えぬ子どもたちを思うと本当に辛い。また、避難した後の人影のない地域は、

まさにゴーストタウンのようで、とどまっている人間にとっては、現実に起きていること

として認識するこが容易ではなかったことを思い出す。  

震災直後から何ヶ月もの間マスコミはどこからも入らず、ガソリン給油のタンクロー

リー車さえも自衛隊員がドライバーだった。この地域で一体何が起きているのか日本中に

伝わっていないと思うジレンマとの戦い。  

スタッフ自身たちもまた、子どもを産む世代の若者も多く、混乱と不安の中で、先が見

えない状況でも泣きながら日夜を問わず緊急被ばくスクリーニング活動や避難所訪問を
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黙々とこなしていた。さらには、海岸沿岸部を度重なる余震の中で、胸にラジオを忍ばせ

て安否確認訪問に追われていたことを思い出す。  

一番辛い震災直後に、他県から支援の保健師等が皆無の中で、所内スタッフや市町村ス

タッフと励まし合って業務をこなしてきた。苦楽をともにしたことを生涯忘れ去ることは

できないと思う。  

これからの私たちにできることは、このまま風化させずこの地域に穏やかな日常が戻る

日を迎えるために、皆と尽力したいと思う。  
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６ 避難所等における感染症対策 

 

活動等の経過 

１ 感染症対応 

  平成 23 年 

3月17日 避難者の健康管理（感染症予防活動含む）のため、相馬市内の避難所

（中村第一小学校）に市内在住の保健師の派遣を開始する。 

3月22日 相馬市内の避難所の巡回相談を保健師３名により本格的に開始する。 

3月28日 相馬市、新地町より津波で浸水した家屋の消毒のため、消石灰及び消

毒薬の要望があり、感染・看護室へ連絡調整を実施する。 

3月28日 国立感染症研究所感染症情報センターより感染症等集団発生探知のた

め「避難所等における感染症サーベイランス」の協力依頼がなされる。

（4月19日承諾） 

4月7日  南相馬市内の避難所の保健師による巡回相談（感染症予防活動を含む）

を開始する。 

4月16日 幼児（在宅）の腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ－２６）の発生があり、

疫学調査及び感染予防指導を実施する。 

5月12日 「避難所サーベイランス」システムデータ入力指導のため国立感染症

研究所感染症情報センター職員が市町村へ出向くことになり同行する。 

5月31日 避難所は南相馬市のみとなり、相馬市、新地町は避難所を閉鎖する。 

 

２ 結核患者対応 

   平成 23 年 

3月17日 避難した治療中の結核患者より、医療機関変更の連絡があり通院医療

費の事務手続を実施する。 

3月18日 いわき市内の避難所における肺結核患者の発生に対応する。 

3月23日 避難中の患者が塗抹陽性で宮城県の医療機関へ入院する。 

3月24日 感染症診査協議会委員が県内外に避難したため、相双地区感染症診査

協議会委員の選任を本庁と協議する。 

3月31日 県立医科大学附属病院で入院患者（入院勧告延長）の院内面接を実施

する。 

4月1日  県北地区感染症診査協議会委員が相双地区感染症診査協議会の委員を

兼ねることが決まる。 

4月5日  新規結核患者の医療費を県北地区感染症診査協議会で診査を実施した。 

4月27日 相双地区感染症診査協議会を県北保健福祉事務所会場で実施する。 

5月2日  結核登録患者へ携帯電話による安否確認及び治療中断患者への服薬開

始支援を実施する。 

5月23日 肺結核入院患者の宮城県立循環器・呼吸器病センター（宮城県栗原市）

での院内面接を実施する。 

7月1日  県外医療機関へ入院中の肺結核患者を、防災ヘリコプターで管内の医

療機関へ転院させる。 

9月24日 

～30日 仮設住宅の住民を対象とした、結核予防のための健康教育「結核ミ二

講座」を開催する。 
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活動内容 

１ 感染症対応 

(1) 避難所の感染症対策として、保健師が巡回し、手指消毒やうがいの励行、換気の環境

整備及び生活指導を実施した。 

(2) 相馬市及び新地町へ消石灰及び消毒薬を配布した。また、避難所の簡易トイレの衛生

指導（ウジ対策のための薬剤の紹介）を実施した。 

(3) 国立感染症研究所感染症情報センターから感染症等集団発生探知のための避難所

サーベイランスの協力依頼があり、南相馬市内の３避難所（南相馬市立原町第一小学校、

鹿島保健センター、ひまわりデイサービス）の呼吸器症状の患者の発生状況をパソコン

に入力した。なお、感染症患者の集団発生はなかった。 

２ 結核患者対応 

(1) 県北地区感染症診査協議会委員が相双地区感染症診査協議会の委員を兼ね、県北保健

福祉事務所を会場として、相双地区感染症診査協議会を実施した。 

(2) 相馬地区の仮設住宅の集会場で、市が主催する交流サロンや心のケアチームの相談会

に併せて「結核ミニ講座」を実施した。啓発資材（リーフレット）を用いて、結核検診

の受診や呼吸器症状がある場合の医療機関の早期受診の勧奨を行った。 

 
 

 
 

避難所の状況 

（平成 23 年 3 月 原町第一小） 

避難所の状況 

（平成 23 年 3 月 原町第一小） 

 

活動実績 

１ 感染症対応 

(1) 保健師による巡回相談   

相馬市の避難所 3 月 17 日～25 日間 29 カ所 

    南相馬市の避難所 4 月 7 日～26 日間 37 カ所 

(2) 消石灰及び消毒薬の配布  

相馬市 7 カ所 消石灰（20 ㎏）500 袋  

           １カ所 消毒薬（500ｍｌ）630 本 

   新地町        消石灰（20 ㎏）30 袋 

消毒薬（500ｍｌ）200 本 

(3) 避難所サーベイランス   

南相馬市内の３避難所（南相馬市立原町第一小学校、鹿島保健センター、ひまわり

デイサービス）から４件の患者報告があった。なお、集団発生は無し。 
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２ 結核患者対応 

結核ミニ講座の実施 

南相馬市 7 カ所 157 人 

相馬市  3 カ所  28 人 

新地町  1 カ所  28 人 

飯舘村  1 カ所  20 人 

                   

課題 

１ 感染症対応 

津波被害後の感染予防のため、消毒薬等の手配を行ったが、当所としては放射線スク

リーニング業務のため、具体的な被害状況の確認ができなかった。被災者の感染予防に

対応するため、日頃から市町との連携が重要であると考える。 

２ 結核患者対応 

(1) 保健所の結核医療の要である感染症診査協議会が原子力災害に伴い、委員が県内外

に避難して、当所で開催できなくなった。急遽、県北保健所の委員を任命することで

開催したが、県として災害時は最寄りの感染症協議会で診査できるようにすることが

必要と考える。 

(2) 結核の医療や患者支援は、原発事故による放射線スクリーニング業務等に忙殺され、

取り掛かることが困難であった。住民の避難や患者の避難のため、震災後３週間程度

は結核患者の安否確認や受診状況の把握が困難となり医療機関や家族からの連絡待

ちの状態であった。 

しかし、登録患者の携帯電話番号を把握していたため、保健所から積極的な安否確

認や服薬指導も行うことができ治療中断者が一人もいなかったことは良かったと考え

る。 

 

業務担当者の声 

１  相馬市及び新地町は県内外からの保健師の派遣を受けることができたが、南相馬市は

屋内退避区域に設定されたため、派遣を受けることができなかった。当所の保健師によ

る巡回相談も４月からの開始となり、市への支援が遅くなったことが残念である。 

２  震災９日目より結核患者が発生し医療費の公費負担申請の手続きのため、感染症診査

協議会の開催が必要となったが、当所は屋内退避区域に所在するため郵便宅配等の配送

が機能停止となり、診査会の必要書類（エックス線フィルム）を 20 ㎞先の郵便局まで

受け取りに行くなど準備に時間を要した。 

３  結核登録患者情報システムにより、患者や家族が避難先の各地域で支援を受ることが

でき、当所でもそれらの情報提供を受けることができたのは幸いであった。 
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７ 避難所等において使用する医薬品等の供給支援 

 

活動等の経過 

１ 避難所等において使用する医薬品等の管理 

平成23年 

3月27日 日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会から医薬品等が配分され、相

馬市保健センター内に配置した。同日より、日本薬剤師会から派遣された薬

剤師に医薬品の管理を依頼した。 

  6月30日 相馬市保健センターから全ての医薬品等を撤収し、当所に移動した。 

10月14日  当所に保管していた医薬品は卸売販売業者を通じて搬出され、県内の薬局等

により有効に活用された。 

 

２ 医薬品の配送 

平成23年 

3月15日 南相馬市が屋内退避区域となり、卸売販売業者が医薬品を医療機関等に配送

できなくなったため、当所が緊急手段として医薬品等を医療機関等に配送し

た。 

 

３ 安定ヨウ素剤 

 平成23年 

  3月11日 地震発生後、安定ヨウ素剤の保管状況について本庁から確認の電話があった。 

       併せて、双葉町内の公民館等５ヶ所に避難している住民に対し、安定ヨウ素

剤服用の準備を進めるよう指示があった。 

       双葉郡内の病院に待機中の薬剤師に連絡を取り、安定ヨウ素剤の調整を依頼

し、調整方法をファクスしようと試みたが、通信手段が絶たれていたため、

不可能であった。 

   3月12日 １号機で水素爆発 

  3月13日 自衛隊により、当所に安定ヨウ素剤が搬送された。 

  3月14日 ３号機で水素爆発 

       スクリーニングのための技術支援に来所していたREMATの医師から安定ヨウ

素剤の準備を勧められた。 

             同日夜、近隣の薬局に安定ヨウ素剤の調整が必要な場合の協力を依頼した。 

  3月15日 ４号機で水素爆発 

地域医療課から南相馬市分の安定ヨウ素剤が届いた。 

  3月17日 近隣薬局の避難に伴い、電子天秤ほか安定ヨウ素剤の調整に必要な物品を一

時的に借り受けた。 

  3月23日 緊急持ち出し品のリストを作成し、その中に安定ヨウ素剤を含めた。 

       その後、近隣薬局の業務再開に伴い、借り受けた物品を返却した。 

 

４ 人工透析 

 平成23年 

  3月14日 市内の医療機関で定期的に人工透析をしている患者及びその家族が次回の

血液透析に不安を抱き、相談のため来所した。 

       同日、１医療機関に対し、翌日の血液透析の実施を依頼するために出向いた。 

 



第３章 震災への対応 
 

- 77 - 

 

活動内容 

１ 避難所等において使用する医薬品等の管理 

相馬市保健センター内に配置した医薬品等を管理するとともに、新地町に設置された

仮診療所に、配分された医薬品のリストを提供し、仮診療所で必要とする薬剤を供給し

た。 

２ 医薬品の配送 

卸売販売業者が医療機関で使用する透析用医薬品等を配送できなくなり、また、医療

機関の近隣の薬局が閉店したことにより、平成23年3月15日、17時40分から20時40分の

間、生活衛生部職員４名が公用車２台（ワンボックスカー及び軽自動車）で南相馬市及

び相馬市の医療機関等に医薬品を配送した。 

３ 安定ヨウ素剤 

震災直後、当所に安定ヨウ素剤は保管されていなかった。各所から安定ヨウ素剤が

次々と運び込まれたが、実際に供給されることはなかった。 

４ 人工透析 

人工透析患者は安定的・継続的な治療が必要であるが、原町区内は屋内退避区域、緊

急時避難準備区域に指定され、医療機関の医師が出勤できない、透析に必要な医薬品や

機器が不足するなどの状況で、しばらくの間、当地域における人工透析は困難となり、

県内外の地域の病院等において実施された。 

 

  

配分された医薬品の状況 

（平成 23 年 3 月 相馬市保健センター） 

配分された医薬品の状況 

（平成 23 年 6 月 当所会議室） 

 

 

 

 

１ 避難所等において使用する医薬品等の管理 

平成23年3月27日から同年6月30日まで、関東甲信越を中心に５都県薬剤師会から延べ

52名の薬剤師に応援をいただいた。 

避難所等に供給した主な医薬品は、降圧薬、鎮咳薬、含嗽剤、消毒薬である。 

２ 医薬品の配送 

 医薬品約60箱を３病院、１介護老人保健施設、１薬局の計５施設に配送した。 

３ 安定ヨウ素剤 

 地域医療課から安定ヨウ素剤が搬送され、当所内での保管管理を行ったが、その後、

調整等を実施することはなかった。 

活動実績 
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４ 人工透析 

  通常から人工透析を実施している病院に対し、翌日の実施を依頼したものの、その後

の度重なる水素爆発等より、発災以降しばらくの間、人工透析は行われなかった。 

 

課題 

１ 避難所等において使用する医薬品等の管理 

当所の所在地が原子力災害後、屋内退避区域（後の緊急時避難準備区域）となった 

ことから、配分された医薬品を自ら管理することができなかった。 

また、各市町に派遣されていた医療チームの多くは、医薬品を持参していたこと、さ

らに相馬市以北は、福島市内の各卸売販売業者から医薬品が供給されていたことから、

医療チームの診療に際して、医薬品不足に至らない安心感は伝えられたものの、配分さ

れた医薬品の多くは、その時点では活用されなかった。 

２ 医薬品の配送 

政府の屋内退避指示による南相馬市内の卸売販売業者の撤退もあり、医薬品の配送シス

テムが崩れた。 

速やかに、自衛隊による医薬品の配送システムが運用されたことから、特例的に当所が

配送したのは１回のみであったが、医薬品の保管管理や災害時医薬品等備蓄供給事業 

の視点からも、卸売販売業者による配送が最善であることは言うまでもない。 

３ 安定ヨウ素剤 

  ヨウ化カリウム丸の服用が難しい乳幼児等には、ヨウ化カリウム液の調製が求められ

るが、原子力防災訓練の参加メンバーとなっていなかった病院薬剤師は、調整方法を承

知していなかったため、通信手段が閉ざされた中での伝達は、困難を極めた。また、当

所は、安定ヨウ素剤を保管管理していなかったため、調製に必要な機器が備えられてい

なかった。 

  ヨウ化カリウム液の調製も含めた体制づくりや、例えば必要量がワンプッシュで混合

できるようなトリプルバッグのヨウ化カリウム液の乳幼児用製剤の工夫はもちろん、早

期により安全な場所へ避難できる方法の検討が必要である。 

４ 人工透析 

  命をつなぐ人工透析が、非常時においても定期的、継続的に実施できる体制が重要で

ある。 

 

業務担当者の声 

 大規模災害発生時には、情報、通信や交通の混乱が予想されているのは当然であるが、

今回は原子力災害が加わったことから、それらがより困難なものとなった。 

 遮断された通信網や地震の影響による道路の寸断は、時間の経過とともに緩やかに好転

したものの、屋内退避区域、緊急時避難準備区域と様々な制限が加わり、供給された医薬

品の保管や卸売販売業者による医薬品の供給に大きな影響を及ぼした。 

 医薬品は疾病の治療を目的とした医療に必要不可欠なものであり、災害時の医療を滞ら

せないためにも、医療機関等への医薬品の供給は重要である。 

また、近年の医薬分業の進展により、かかりつけ薬局をもつ患者が増加しているが、そ

の薬局が医薬品の不足等を理由に店舗を閉めてしまった場合、調剤の受け皿を失ってしま

うことになる。 

これらを解消するため、保健所は日頃から医療機関、薬局等との連携を十分に深めてお

く必要があると実感した。 
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８ 避難所等における食品衛生指導 

 

活動等の経過 

平成 23 年 

3月23日 各避難所へ災害時の食品の取扱いに関するチラシを配布した。 

6月21日 南相馬市内の避難所を巡回し手洗い、食品の調理・保管等の衛生指導を実施。

食中毒予防のチラシを配布した。 

9月27日 南相馬市長より南相馬市避難所食事提供委託業者への食品衛生管理指導の依

頼を受ける。 

10月3日 南相馬市避難所食事提供委託業者の監視指導を実施。 

調理室内の衛生管理、調理済み食品の温度管理、検食実施等を指導した。 

 

活動内容 

１ チラシによる啓発  

当所保健師が避難所を巡回するのに合わせ、避難されている方、避難所を運営されて

いる方に対し、災害時の食品の取扱い（食品の受け入れ、食品の保管、食品の配布、食

べるとき、残った食品について等）及び食中毒予防のチラシを配布し、食品の衛生的な

管理や食中毒予防の啓発を実施した。 

 

２ 避難所の巡回・指導 

食中毒を予防するため、南相馬市内に開設された５避難所を巡回し、食品の取扱いや

調理従事者の健康管理、手洗い消毒の励行及び使用水等の管理を指導した。 

 

３  避難所食事提供委託業者への食品衛生管理指導 

南相馬市長からの依頼を受け、南相馬市内の避難所に食事を提供する委託業者の監

視・指導を実施した。また、食中毒を予防するための食品の取扱いや調理従事者の健康

管理、手洗い消毒の励行、使用水等の管理及び検食を指導した。 

 

 

避難所の状況 

（平成 23 年 4 月 南相馬市） 
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活動実績 

 

巡回施設 １避難所 

①鹿島保健センター     避難者 31 名 

②デイサービス「ひまわり」 避難者 28 名 

③石神第一小学校      避難者 85 名 

④原町第一小学校      避難者 107 名 

⑤原町第二中学校      避難者 149 名 

 

      ２避難所に食事を提供する委託業者 

① 相馬市内ビジネスホテル 提供食数 25 食×2 回（朝、夕） 

 

課題 

 当所は原子力発電所の事故以降、被災者のスクリーニング実施場所となり、職員が 24

時間体制で対応するための人員の確保が困難であった。また、管内の広い地域が警戒区域

となり住民の多くが管外へと避難することとなった。管内に残った住民についても屋外で

の活動が制限されるなどの対策がとられた。こうした状況の中、避難所を巡回し食品衛生

監視・指導を行うのは非常に困難であった。 

 今後はこのような広域・長期間にわたる避難を伴う災害を想定した、食品衛生管理のマ

ニュアルが必要と思われる。また、専門知識を持った職員の速やかな配置も必要と思われ

る。 

 

業務担当者の声 

 当所管内の広い地域が「被災地」となり、多くの人々が避難所や自宅での避難生活を余

儀なくされていたなか、交通網の寸断に加え、原発事故による放射性物質の汚染を懸念す

るなどの理由で物流が遮断されており、食料については深刻な供給不足であった。このた

め消費期限を超過した食品や、加熱調理後、長時間経た食品を喫食するしかなかった。 

 このような状況であっても食中毒が発生しなかったのは不幸中の幸いである。この事故

が気温の高い夏季に起きていたら大変なことになっていたと思う。物流が途絶えた場合に

備えて食料および飲料水の確保が重要と思われる。 
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９ 生活保護受給者への支援 

 

活動等の経過 

平成23年 

3月11日 地震発生、この日出張していた者が２名いた。 

3月17日 被災者の生活保護の取扱いに係る通知が厚生労働省から発出された。 

3月22日 ４月分生活保護費の支給方法について対応方針を定めた。 

3月27日 県の財務会計システムがダウンしていたため、４月分生活保護費の支出負担

行為調書・支出命令書を手処理で作成した。 

3月29日 被災者の生活保護の取扱いに係る２回目の通知が厚生労働省から発出された。 

3月30日 ４月分生活保護費の支出負担行為調書・支出命令書（資金前渡分）を出納室

に持ち込んだ。 

3月31日 ４月分生活保護費の支出負担行為調書・支出命令書（口座振込分）を出納室

に持ち込んだ。 

4月 6日 口座振込できない被保護世帯に生活保護費を支給するため、県内各地の避難

所訪問を開始した。 

4月21日 二次避難所（ホテル・旅館）における基準生活費の額を決めた。 

5月 2日 義援金、原子力損害賠償金の生活保護上の取扱いに係る通知が厚生労働省か

ら発出された。 

6月20日 義援金、原子力損害賠償金の生活保護上の取扱いに係る県の運用方針を示す

通知が発出された。 

7月 5日 最後まで安否確認のできなかった被保護者の所在が確認された。 

7月上旬 仮設住宅や借上げ住宅に入居した被保護世帯から順次訪問して、義援金等収

入申告書・自立更生計画書の提出を求めた。（～現在） 

 

活動内容 

１ 地震発生当日 

  この日出張していた者が２名いた。大熊町に出張した嘱託職員は 19 時過ぎに無事を確

認したが、広野町に出張したケースワーカーとは地震発生直後に連絡が取れたものの、

その後連絡が取れなくなった。幸い無事に帰ってくることができたのだが、通常は 1 時

間 15 分程度のところを 10 時間近く要し深夜の帰庁となった。 

 

２ 被保護者の安否確認 

(1) 震災前の被保護世帯数 

 平成 23 年 3 月 1 日現在の当事務所の管轄内（双葉郡、相馬郡の 10 町村）における

被保護世帯数は 452 世帯 579 人だった。 

(2) 発災直後 

    本来であれば被保護者の安否確認を最優先で行うべきなのだが、発災直後は電話が

通じない上に、住民だけでなく町村役場も避難を強いられた状況ではなす術がなかっ

た。その上、緊急被ばくスクリーニング業務の対応にケースワーカー、査察指導員も

総出で従事しなければならなかった。 

(3) 電話復旧後 

 発災から 6 日目だったろうか、ようやく電話が復旧した。そうすると、電話が引切

り無しにかかってくるようになった。中には、避難所生活の過酷さや将来の不安を長

時間訴える電話もあった。電話の復旧とともに、被保護者の安否確認は徐々に進んで
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いったが、4 月になっても全ての被保護者の所在を確認することができなかった。最

後まで安否確認のできなかった者の所在が判明したのは 7 月 5 日だった。 

 なお、津波による犠牲者が３名いたほか、入院患者等が避難先で死亡する、いわゆ

る震災関連死と思われるケースが相当な数に及んだ。 

 

３ 生活保護費の支給 

(1) 4 月分生活保護費を支給するための対応 

 震災前は町村役場での窓口支給が過半であり、しかも連絡の取れない者が多数いる

という状況で、どのように生活保護費を支給するのかという大きな課題があった。 

そこで、口座振込にするため手持資料の中から預貯金に関する情報の洗い出しを行

うとともに、あらゆる手段を使って被保護者の所在確認を行い、連絡の取れた者には

通帳やカードを持ち出したかなどを聞き取ることにした。 

しかし、短期間のうちに全員と連絡が取れるはずもなく、また、口座番号がわから

ない者、元々通帳を所持していない者もいた。そのため、口座振込にすることができ

ない者には、やむを得ず現金支給（資金前渡経理者への資金前渡）することとし、県

内各地の避難所まで生活保護費を届けることとした。これは、避難生活が続く中で、

金銭的に逼迫していく状況が容易に想像できるのに、それを看過するわけにはいかな

いとの判断からだった。もちろん、生活保護費を届ける場合は、事故防止の観点から

複数の職員であたることとした。4 月は 4 日間 9 班体制で行動し、74 件の支給実績と

なった。 

なお、所在を確認できなかった 5 世帯 6 名（1 世帯 2 名は後に死亡が確認された）

には４月中に生活保護費を支給することができなかった。 

(2) 財務会計処理 

 県の財務会計システムがダウンしていたことから、3 月 18 日付けの出納局長通知に

従って、支出負担行為調書・支出命令書を手処理で作成した。1 債権者につき 1 調書

作成しなければならなかったため、調書の作成件数は 209 件となった。なお、口座番

号相違等による支払不能が２件発生したが、速やかに是正措置をとった。 

(3) ５月以降の生活保護費の支給 

 被保護者の避難先が判明していくにつれ、現金での支給件数は徐々に減少していっ

たが、事情があって口座振込にできない者もおり、現金支給は 9 月まで続いた。 

 

４ 二次避難所における生活保護費の算定 

(1) 旅館やホテルでの被災者の一時受け入れに伴う検討 

 4 月以降、旅館やホテルを二次避難所とする被災者の一時受け入れが始まった。旅

館やホテルでは、公費で三食が提供され宿泊に伴う費用も無料だったことから、3 月

29日付けの厚生労働省保護課長通知を踏まえて、生活扶助の基準となる生活費の額（基

準生活費）を検討することとした。 

(2) 基準生活費の算定 

    旅館・ホテル等での基準生活費については県本庁とも協議したが、最終的な判断は

当事務所に委ねられた。 

検討した結果、生活保護法による保護の基準で定められている個人単位の費用は飲

食費相当分を除いた 25％の額で算定し、世帯共通的な経費は 80％の額で算定すること

にした。郡部の 60 歳代の単身者の例では、33,923 円が二次避難所での基準生活費と

なった。 

 

 

 

 



第３章 震災への対応 
 

- 83 - 

 

５ 義援金や原子力損害賠償金の取り扱い 

(1) 厚生労働省保護課長通知の発出 

4 月下旬以降、被災者に対して義援金や原子力損害賠償金が支給されるようになっ

た。義援金等の生活保護上の取り扱いについては、第 177 回国会厚生労働委員会にお

いて日本共産党の赤嶺委員の質問に対して当時の細川大臣が答弁しており、その後、5

月 2 日付けで厚生労働省保護課長通知が発出された。その通知では「当該被保護世帯

の自立更生のために当てられる額を収入として認定しないこととし、その超える額を

収入として認定すること」とされた。 

 (2) 義援金等収入申告書及び自立更生計画書の様式作成 

 当事務所においては被保護者の負担軽減を図るため、収入申告書と自立更生計画書

とを１枚にし、また、仮設住宅等での生活基盤整備のため必要になると思われる品目

等を例示し、併せて目安となる価格をあらかじめ記載した「義援金等収入申告書・自

立更生計画書」を作成した。そして、震災前は居宅で生活保護を受けていた 267 世帯

に対して 5 月 18 日付けでこの書式を送付した。 

(3) マスコミの注目 

やがて、義援金等を収入として認定することによって、生活保護が廃止となる事例

が被災地で相次いでいる、との報道がなされるようになった。 

 当時は「善意のお金を税金の代わりに使う（義援金を収入として認定し、その分生

活保護費を減額する）とは何事か」という風潮で、マスコミの関心も高く、5 月下旬

から電話での取材攻勢が始まり、6 月には当事務所まで取材に訪れた報道機関もあっ

た。  

 (4) 福島県の運用方針と当事務所の対応方針 

 当事務所では県の運用方針が示されるのを待って認定作業を進めることとしていた

が、その間、県弁護士会が義援金等の収入認定について適正な取扱いを求める会長声

明を発表するなどの動きがあった。 

6 月 20 日になって、福島県の運用を定めた県社会福祉課長通知が発出された。また、

6 月 21 日に開催された県生活保護運営研究会において、自立更生計画を踏まえた保護

の要否判定とケース移管についての説明がなされた。 

 これを受けて当事務所では、仮設住宅や借上住宅に入居した者から順次訪問し、懇

切丁寧な説明を行った上で、自立更生計画を作成したケースから生活保護の要否判定

を行い、保護「要」であれば管轄の福祉事務所にケース移管をすることとした。これ

は、避難所生活では自立更生計画を立てることが難しいと思われたことと、引き続き

生活保護が必要となるか否かの判断は当事務所が責任を持って行わなければならない

と考えたからである。 

 また、町村も義援金等の生活保護上の取扱いについて関心を示していたことから、

県の運用方針と当事務所の対応方針を説明するため、町村役場を訪問することとした。 

 

６ 義援金等収入申告書・自立更生計画書の作成支援 

(1) 被保護世帯への説明用資料の作成 

被保護世帯の自立更生のためにあてられる経費については収入として認定しないた

め、被保護世帯が自立更生計画書を作成するにあたり、十分な説明と丁寧な聞き取り

を行い、その上で保護の要否判定を行う必要がある。そのためには、ケースワーカー

によって説明等に差異が生じないようにしなければならない。そこで、収入申告や自

立更生経費の制度上の説明、生活保護の要否判定見込み、保護廃止となった場合の国

民健康保険加入手続き等の説明、引き続き保護が必要となる場合の管轄福祉事務所で

の手続き等を網羅した説明用のフローチャートを作成し、それを用いて丁寧な説明に

努めた。 
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また、各町村の義援金の支給状況をあらかじめ調査しておき、収入申告の際の確認

用資料として活用した。 

(2) 仮設住宅等への訪問開始 

 7 月上旬から仮設住宅や借上住宅に入居した者から順次訪問することにしたが、当

事務所からは近いところで片道１時間 30 分、会津地方になると 3 時間以上もかかるた

め、自ずと訪問件数は限られてしまう。そのため、1 泊 2 日や 2 泊 3 日の行程を組み

移動時間をできるだけ少なくした。それでも、１人のケースワーカーが一か月に対応

できるのは 10 件程度だった。また、中には二度三度と訪問を繰り返さなければならな

いケースもあった。 

 (3) 意思能力が十分でない被保護者への支援 

 平成 23 年度後半から平成 24 年度にかけては、精神疾患による入院患者、介護施設

入所者等意思能力が十分でない被保護者への支援にシフトしていった。こうしたケー

スには、本人のみならず親族や医療機関等の担当者にも制度の説明を行うとともに、

収入の確認と自立更生経費の聞き取りを行った。 

 ケースの中には避難先まで訪問せずに親族との電話連絡や書類のやり取りで対応で

きたものもあったが、県外の医療機関等に避難しているケースでは、義援金や原子力

損害賠償金に関する情報が十分でないため、生活保護が廃止となることに不安を抱く

ケースがあったこと、また、制度の説明や廃止となった後の国保加入手続き等の説明

はできるだけ対面で丁寧に行う必要があることから、原則、避難先まで出向くことと

した。 

 (4) 義援金等収入申告書・自立更生計画書を提出しない被保護者への対応 

 義援金等収入申告書・自立更生計画書を提出することに特段の支障がないにもかか

わらず、意図的にそれを提出しない被保護者がいた。 

当事務所としては、何度も提出を促す指導をするとともに疑問な点があれば担当者

が訪問して説明することを伝えたが、これに応じることはなかった。そのため、生活

保護法の規定に基づき文書指示を行うとともに、町村及び東京電力株式会社への文書

照会を実施して、義援金及び原子力損害賠償金の受領額を職権で調査した。 

結局、文書指示にも従わず義援金等収入申告書・自立更生計画書を提出しなかった

ため、調査により判明した義援金及び原子力損害賠償金の受領額を収入認定した上で

生活保護の要否判定を行った。 

(5) 救護施設入所者への支援 

管内の救護施設浪江ひまわり荘は、障がい等により日常生活を営むことが困難な人

が入所する定員 100 名の施設であり、発災当時、当所では 35 名の被保護者を入所委託

していた。 

救護施設入所者に係る義援金等の生活保護上の取扱いについては、他の被保護世帯

に係るものとは別に平成 23 年 7 月 28 日付けで県社会福祉課長通知が発出された。 

当事務所の具体的な動きは 11 月になってからだったが、その理由としては、マンパ

ワー不足だったことと、施設が西郷村に避難していることもあって施設との調整等、

保護の要否判定に至るまでの事務処理に思いのほか労力を要したことがあげられる。 

浪江ひまわり荘入所者の自立更生計画書についても西郷村の避難先まで足を運んで

その作成支援にあたった。入所者の中には、自立更生にあてられる経費によって老齢

基礎年金の受給権を取得した者もいた。 

 

７ 現状 

平成 26 年 3 月 1 日現在の当事務所の管轄内（双葉郡、相馬郡の 10 町村）における

被保護世帯数は 50 世帯 56 人（うち保護停止中が 24 世帯 24 人）となっている。震災

前の平成 23 年 3 月 1 日現在のそれと比較すると、世帯数が 402 世帯の減、人員が 523

人の減と大幅に減少している。 
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活動実績 

１ 23 年 4 月分生活保護費の支給状況 

(1) 支払方法別 

支払方法 世帯数 摘要 

被保護者の口座に振込  210  

病院長等の口座に振込   37  

救護施設の口座に振込   40  

役場窓口支給   35 新地町、飯舘村 

資金前渡経理者に資金前渡  74 避難所で現金支給 

合計 396  

※ 世帯員毎に支給した事例、医療扶助のみで生活保護費が支給されなかった世帯がある。 

 

(2) 避難所等での支給実績 

月 日 
担当 

人員 
避 難 所 等 の 所 在 地 

訪 問 

箇所数 

支 給 

件 数 

4 月 6 日 

3 名 二本松市、川俣町  9 16 

2 名 いわき市、川内村（被保護者宅）  4 5 

3 名 田村市、石川町、三春町  4 7 

4 月 7 日 

2 名 二本松市、大玉村  5 7 

3 名 郡山市  4 13 

2 名 福島市、浅川町、小野町  3  3 

4 月 8 日 

2 名 
喜多方市、会津坂下町、柳津町、

三島町、下郷町 
 5  6 

2 名 
会津若松市、猪苗代町、北塩原

村、会津美里町 
 6 12 

4 月 19 日 2 名 郡山市、田村市、会津若松市  5  5 

合      計 45 74 

 

２ 義援金等収入申告書・自立更生計画書を徴取するための管外への訪問件数（延べ件数） 

訪問時期 
県北 

地方 

県中 

地方 

県南 

地方 

会津 

地方 

いわき

地方 
県外 計 

23 年 7 月 14 26 3 21 13  77 

23 年 8 月 32 15 1 8 4  60 

23 年 9 月 20 11 2 6 10 3 52 

23 年 10 月 11 6 3 7 6  33 

23 年 11 月 9 8 2 4 5 2 30 

23 年 12 月 9 2  4  6 21 

24 年 1 月 2 3 1  3 11 20 

24 年 2 月 3 9  4 3 7 26 

(23 年度計) 100 80 12 54 44 29 319 

24 年度 12 10 9 9 6 21 67 

25 年度 1  1   3 5 

合  計 113 90 22 63 50 53 391 

※ 救護施設入所者については施設訪問件数を計上している。 
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課題 

１ 発災直前の生活保護申請 

平成 23 年 3 月 11 日現在で未処理事案は 6 件あった。このうち、4 件は発災時までに

判明していた調査結果に基づき生活保護の要否判定を行った。 

問題は、残りの２件である。預貯金等の資産調査はおろか、発災以降申請者との連

絡が取れなかったため、生活に困窮しているのか否かの判断ができないまま、処理期

限の 30 日が経過してしまった。そのため、やむを得ず申請却下とした。避難先が判明

していれば、何らかのアクションを起こすことができたと思われるのだが、何もでき

なかったことが非常に心残りとなっている。 

 

業務担当者の声 

当事務所の生活保護管轄区域内に居住する住民約 86,000 人のうち約 78,000 人が管外

への避難を強いられ、今もその状況が続いているという異常事態である。長期間にわた

る住民避難の例としては三宅島の全島避難があったが、それとは規模が異なるため、参

考となる前例がない上に、震災の前と後とでは、業務の内容がまるっきり変わってしまっ

た。ノウハウの蓄積のない初めての事ばかりで、その状況をいかに打開していくのか頭

を悩ませる日々が続いた。今思えば、ベターでない選択をしたこともあった。また、発

災直後から全国各地に避難した被保護者がおり、当事務所自体も混乱していたことから、

各地の福祉事務所には迷惑をかけたことが多々あったと思う。しかし、我々も被災者で

あり、しかも、震災対応業務と並行して生活保護業務を遂行しなければならない状況に

置かれ、肉体的にも精神的にもきつい中で、できる限りのことはやってきたつもりであ

る。 

当時を振り返ると、震災前には考えられなかったような距離を移動することとなり、

県外避難者宅を訪問したときには玄関の戸を開けてもらえず外から声を掛け続けたこと

もあった。また、いくら丁寧な説明をしても、罵声を浴びせられたこともあった。査察

指導員とケースワーカーには本当に苦労をかけてしまった。 

当時の苦労を読み取っていただくにはあまりにも拙い文章であるが、我々以外の方々

があのような苦労を味わうことのないよう切に願うものである。 
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１０ 放射能汚染に係る水、食品等の安全性の確保 

(1) 水の安全性の確保 

 

活動等の経過 

平成 23 年 

 3月11日 東日本大震災発生 

 3月12日 東京電力(株)福島第一原子力発電所で水素爆発が発生。 

       以後、放射性物質への不安から、水道水や個人井戸などの飲用相談が多数寄

せられる。 

3月17日  国が東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、早急に県全体の状況

を把握するために県内７箇所の水道事業における水道水について放射性物

質モニタリング検査を実施した。（３日間行われ、当管内は１事業体におい

て実施された。） 

 3月20日  飯舘村簡易水道の水道水から放射性ヨウ素が飲料水の摂取制限指標

（300Bq/kg以下）を超えて検出され、21日に摂取制限が行われた。 

（同年5月9日に放射性ヨウ素が検出されないことが確認され、翌5月10日に制

限解除された。） 

3月21日  国が水道水の安全性を確認するため、屋内退避区域及びその周辺区域の各水

道事業等における水道水について放射性物質モニタリング検査を実施した。 

        （当管内は７事業体において実施された。） 

         なお、3月27日より定期的に実施されることとなった。 

 3月22日  南相馬市水道事業の水道水から放射性ヨウ素が乳幼児の摂取制限指標

（100Bq/kg以下）を超えて検出され、摂取制限が行われた。（同年3月29日に

放射性ヨウ素が37.1Bq/kgに低下したことが確認され、翌3月30日に制限解除

された。）これ以降、管内で水道水の摂取制限は行われていない。 

 10月3日  水道水の安全性確保に万全を期すために「福島県飲料水の放射性物質モニタ

リング検査実施計画」が施行され、各水道事業の他、給水施設や飲用井戸等

にも検査が拡大された。モニタリング検査は現在も継続して行われている。 

 

 

活動内容 

１ 飲料水モニタリング 

  東京電力(株)福島第一原子力発電所における事故が発生し、飲料水の放射性物質汚染

についての不安を解消することが重要であることから、平成 23 年 3 月 17 日から３日間

に国による飲料水モニタリング検査が行われ、当所管内からは１事業体の水が選定され

た。 

その後、検査体制の整備に伴い検査対象が順次拡大され、平成 23 年 10 月 3 日からは

「福島県飲料水の放射性物質モニタリング検査実施計画」に基づき、検査対象を水道事

業の他、専用水道、給水施設、個人井戸にまで拡大され実施している。なお、検体の回

収にあたり、適宜、当所でも取りまとめを実施している。 

検査頻度としては、公営水道事業は１～３回/週、個人飲用井戸は原則水源毎に１回

実施することとしている。 
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２ 水の飲用相談 

   上記、事故直後、水道水から放射性ヨウ素及びセシウムが検出されたことで、水道

水及び自家用井戸水を使用している者からの飲用相談が多数寄せられた。 

   相談内容としては、水道水を飲用することの適否や井戸水の放射性物質汚染への不

安、加えて水質検査の実施についての問い合わせが主なものであった。 

   水道水の飲用相談については、定期的に放射性物質モニタリング検査が行われ検査

結果が公表されていることから、放射性物質原子力安全委員会が定めた「飲料水摂取

制限に関する指標」を超過していなければ飲用できることを説明した。 

自家用井戸の相談については、既に水道事業等で井戸水の放射性物質検査を実施し、

検出されていないことを確認していたことから、これらデータを提示するとともに、

井戸の設置状況を確認し、外部から土砂等が井戸に侵入するおそれがある場合はその

対応について助言を行った。 

また、水質検査についての相談は、行政機関である保健所に検査を依頼する相談が

多く、保健所では検査していないことから放射性物質の水質検査が実施できる検査機

関を紹介した。 

 

活動実績 

１ 飲料水の放射生物質モニタリング検査延べ検体数 

 H23.3.21～H24.3.31 H24.4.1～H25.3.31 

水道水 2,349 2,407 

井戸水 417 478 

 

２ 飲用水の安全性や検査についての相談件数 

 H23.3.19～H24.3.31 H24.4.1～H25.3.31 

水道水 34 0 

井戸水 312 29 

   

課題 

水道水を利用している者から飲用の適否についての相談があった際に、水質検査によ

り放射性物質は指標値を超過していないことを説明しても信用していただけず、水道水

が安全であることを受け入れてもらえない状況が続いた。また、行政機関である保健所

に水質検査を実施するよう強く要望を訴えるケースが多く、検査設備がなく実施できな

いことを伝え、民間の水質検査を紹介したところ不満が多数寄せられた。 

震災直後は放射能汚染についての様々な情報が錯綜し、正確な情報を求めるため行政

側を頼ったが、水質検査を実施できないなど提供できるサービスや情報には限りがあり、

相談対応に苦慮することとなった。 

相談者が求める情報は様々であることに加え、情報の受け取り方も人それぞれで異な

るため、相談者が求める内容に応じた情報を正確に提供することが重要であると考える。 
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業務担当者の声 

 震災後原発で爆発がおこるたび、十分な知識もなく、情報もマスコミ報道以外全く与

えられなかったため、「死ぬかもしれない」という感覚の中、必死に住民を避難させる

ためのスクリーニング対応業務に従事していた。夜間にまで及ぶ屋外での業務の中、今

後悪い状況になることしか予想できない原発の状況におびえ精神的には限界に近く、ぎ

りぎりのところで仲間に支えられて何とか自分を保っている状況だった。 

 本来、環境衛生業務として対応するはずだった水道施設の被害状況調査についても、

事業者との連絡手段は何一つ使えず、平常時の訓練が大災害時ではこれほどまでに役に

立たないものなのかと落胆した。連絡がつながらないまま、原発の状況が最悪となり、

原発 30 ㎞圏内の事務所での業務は殺到する避難住民のスクリーニング対応や放射性物

質に関する相談対応が中心となり、被害状況把握を直接行うことができないまま、本庁

に直接被害状況を確認してもらうよう依頼するしかなかったことが今でも心残りであ

る。 

また、放射性物質への不安から井戸水や水道水に関する問い合わせが相次いだが、公

表された検査結果の「N.D.（検出限界値）」についての理解が得られず、少しは放射性

物質が存在するのではないか？と不安視され、安全性を理解してもらうのが難しかった。 

いくら検査結果を公表して安全性を示しても、受け取る側の不安を一掃できなければ

安全性は受け入れられず、結果として水道水を飲んでもらえない状況が長く続いてし

まったことが残念である。  
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(2) 食品の安全性の確保 

 

活動等の経過 

平成23年 

3月12日 東京電力福島第一原子力発電所事故が発生。 

3月13日 食品に関する相談・質問等への対応を開始する。 

10月7日 「加工食品等の放射性物質検査実施要領」が通知される。 

（23健第4046号保健福祉部長通知） 

11月28日 管内の加工食品の放射性物質モニタリング検査の検体採取を開始する。 

平成25年 

 12月   現在も継続して実施中。 

 

活動内容 

１ 検査機関等への情報提供 

２ 摂取及び出荷制限等の情報提供 

 ３ 加工食品等の放射性物質のモニタリング検査 

 

活動実績 

 １ 平成 23 年 3 月 11 日以降、電話、来庁者の食品関係の相談に対応 

 ２ 加工食品等の放射性物質のモニタリング検査 

    平成 23 年度： 22 検体  

平成 24 年度：247 検体  

平成 25 年度：170 検体（10 月 31 日現在） 

 

課題 

東日本大震災直後は放射性物質の検査体制が整備されておらず、飲食に係る相談に対し

て明確な回答ができなかった。その後、検査体制が整備されたが、多種多様な食品や飲料

水の検査を実施するためには検出器や測定者が不足しており、発災時には関係市町村や民

間の検査機関等と役割分担をしながら検査を実施する必要がある。 

 国内には多くの原子力発電所があり、事故による放射能汚染は広域かつ長期間にわたる

ことから、国全体で対応する体制を整備しなければならない。また、食品や飲料水の放射

能汚染防止や農地の除染方法を確立し、原子力事故発生時には生産者等へ速やかに周知す

ることが必要と思われる。  

 

業務担当者の声 

誰もが食品や飲料水が放射能に汚染されるとは想像すらしていなかった中で原子力災

害に直面し、多くの人が内部被ばくの不安を抱き、発災直後から当所に問い合わせが多数

寄せられたが、どの程度の喫食量及び期間で健康被害があるのか明確にされない状況で住

民からの相談に対応するのは困難であった。 

検査により基準値を超える食品が流通していない現在でも、いまだに内部被ばくの不安

感は解消されていないため、今後も引き続きモニタリング検査を継続するとともに、放射

性物質に関する情報の伝達等により、住民に対し食の安全・安心を提供していきたい。  
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１１ 被災ペットの保護活動 

 

活動等の経過 

平成 23 年 

 3月11日 東日本大震災発生  

相双地区犬ねこ保護センターが流失 

 3月12日 屋内退避区域内外の犬の保護活動を開始 

 3月24日 避難に伴う犬・猫の飼育用物資及び餌の配布等の支援活動を実施 

 3月25日 保護犬の県北地区保護センターへの移送を開始 

 4月15日 福島県動物救護本部を設置 

 4月22日 福島第一原子力発電所から半径20Km圏内の警戒区域の設定 

 4月25日 福島市内に被災ペット仮設収容施設（福島第１）を設置 

 4月28日 警戒区域内における放置犬等の実態調査を実施（～5月2日） 

 5月26日 一時立入り(１巡)に伴う被災ペットの保護を開始（～8月26日） 

 8月27日 被災者からの目撃情報および依頼に基づく保護活動を開始(～現在に至る) 

 9月10日 一時立入（２巡）に伴う被災ペットのスクリーニングを開始（～11月20日） 

10月24日 警戒区域内被災ペットの一斉保護を開始（～11月18日） 

 

平成24年 

 1月29日 一時立入（３巡）に伴う被災ペットのスクリーニングを実施（～4月15日） 

  3月1日  警戒区域内被災ペットの一斉保護実施（～3月19日） 

  5月19日 一時立入（４巡）に伴う被災ペットのスクリーニングを実施（～7月8日） 

 8月25日 一時立入（５巡）に伴う被災ペットのスクリーニングを実施（～10月15日） 

   9月7日 警戒区域内被災ペットの一斉保護を実施（～10月2日） 

11月3日 一時立入（６巡）に伴う被災ペットのスクリーニングを実施（～12月15日） 

12月3日 警戒区域内被災ペットの一斉保護を実施（～12月21日） 

※ 8月27日に開始した被災者からの目撃情報及び依頼に基づく保護活動を継続して実施

中 

 

活動内容 

１ 避難に伴う犬・猫の飼育用物資及び餌の配布等の支援活動 

犬及び猫を飼養している被災者に対し餌の配布やケージの貸出を行うとともに、一時

避難所を訪問し、犬及び猫と同行する避難者に対し適正飼養の助言等を行った。 

２ 一時立入りに伴う被災ペットの保護およびスクリーニング 

  一時立入り（１巡２巡）では被災者はペットの持ち出しを禁止されていたため、被災

者に同行し、被災ペットの保護を行った。また、警戒区域外へ被災ペットを持ち出す際

の放射性物質スクリーニングを実施した。被災者が自ら飼養できない被災ペットについ

ては専用の保護施設へ搬送及び収容し、個体の管理（清掃・給餌・給水・運動等）を実

施した。また、飼い主への返還等の事務手続きを行った。 

３ 警戒区域内における被災ペットの保護活動 

 警戒区域内において放置された犬等の状況の確認作業や、住民からの依頼および目撃

情報基づく保護活動を行った。定期的に区域内を巡回し、被災ペットや形跡を発見した

場合には、その記録及び保護を実施した。場合によっては給餌を行った。 

 南相馬市内の動物病院においても、被災ペットの収容・治療などの協力を得た。 
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被災動物保護のための巡回 

（平成 23 年 10 月 双葉町） 

被災動物の保護 

（平成 23 年 5 月 富岡町） 

 

活動実績 

 

期間 活動内容 保護実績 動員数（延べ数）等 

H23/4/28 

～5/2 

福島県独自の保護活動  犬 27 頭  

 猫 ２頭 

福島県職員 387 名 

他自治体職員 72 名 

◎協力自治体 

東京都 兵庫県 栃木県 長野県 

名古屋市 神奈川県 川崎市 群

馬県 静岡県 山梨県 茨城県 

      （派遣着手順） 

H23/5/10   

～8/26 

住民の一時帰宅（１巡

目）と連動した保護活

動 

犬 300 頭 

猫 191 頭 

H23/8/31 

～10/23 

一時帰宅一巡目以降も

継続して保護活動を実

施するための先行調査 

犬 16 頭 

猫 15 頭 

福島県職員 81 名 

市町村職員 6 名 

H23/10/24 

～11/18 

一斉保護活動実施 犬 42 頭 

猫 20 頭 

福島県職員 85 名 

他自治体職員 129 名 

H23/11/19 

～

H24/8/27 

定期立入りによる保護

活動 

 犬 37 頭 

 猫 4 頭 

相双保健所による定期立入り 

H24/3/1 

～3/19 

集中保護活動実施  犬 13 頭 

 猫 93 頭 

◎協力自治体 

栃木県 滋賀県 愛媛県 川崎市 

東京都 静岡県 京都府 鳥取県 

青森県 横浜市 神奈川県 徳島

県      （派遣着手順） 

H24/9/7 

～10/2 

一斉保護活動実施 犬 1 頭  

猫 131 頭 

一般財団法人自然環境研究セン

ター職員 

福島県職員（後方支援） 
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課題 

 今回の東日本大震災では、福島県の沿岸部を管轄する当所管内の多くの市町村が津波に

よる被害を受け、その後の原子力発電所の事故のため双葉郡管内のほとんどの住民が他の

地域へ避難するという未曽有の事態を招いた。この事態は、震災発生後３年を経過した現

在も続いており、双葉管内の広い地域で立入りが禁止、あるいは制限されている。 

 こうした状況のなか、被災者の救護・支援を最優先に行ってきたのは当然のことだが、

被災ペットの保護については制度上の整理や人員の確保のために時間がかかり、初動が遅

れた。 

県では「災害時における動物（ペット）の救護対策マニュアル」を設定していたが、今

回のように広域にわたり町村全体で人の立入りが禁止、あるいは制限されるような事態は

想定されていなかった。 

 保護活動が開始された後も保護施設や人員の確保に困難を極めた。相双地区犬ねこ保護

センターが流失し、保護した犬・ねこを他の保健福祉事務所が管理する保護センターや飯

野に開設されたシェルターに搬送・収容するなど多くの時間と人員を費やす必要があった。   

この状況は平成 26 年 2 月現在も続いている。また、民間の保護団体との連携が取れず、

保護された被災ペットの情報が分散したままとなったことも大きな混乱を招いた。 

 これらのことから、関連機関や民間等の連携を密にするとともに、施設設備、人員、予

算措置等の速やかな支援が必要であると思われる。 

 また、避難指示区域内での保護活動は、従事者の健康面から長時間の作業や、連続して

の立入りは極力避けているが、被災ペットの保護には捕獲箱を使用することから、目撃情

報や保護依頼を受ければ数週間に渡り活動を継続することとなる。さらに、住民が不在な

ことから被災ペットの連続した情報が得られないなど、通常区域での作業に比べ困難とな

るため、作業にも時間を要することとなり、作業従事者の放射線被ばくに対する精神的苦

痛を伴うこととなる。道路状況についても震災時から修復されていない箇所が多く存在し

ており危険を伴う。このことから、従事者の熟練や経験が必要とされるケースが多々あり、

動物保護・管理対策に係る職員すべてが日々の業務の中で健康面の確保や、技術の習得、

情報の伝達など意識的に作業を続けていくことが必要と思われた。 

  

業務担当者の声 

１ 今回の保護活動において他自治体からの応援をもらい、レベルの差を感じた。それは、

技術であり、装備・車両であり、「以前の阪神大震災でお世話になったお返し」という

モチベーションでもあった。当時痛感したのは通常時に必要がなくても災害時に必要な

ものがとても多かった。そういった物をきちんと洗い出し、配備しなければ従事者への

負担だけが増えてしまう。 

２ 一部の職員だけが対応できる体制でなく、必ず複数が対応できるように動物愛護業務

に関わる全職員の技術の向上と継承が急務であり、深刻な人員不足である以上、日々の

業務の中で念頭に置き、必需品等は計画的に配備し、次なる災害に備えて自己完結とい

う応援体制を構築することが、被災県として必要だと思う。 

３ ペットを飼養していた被災者が、やむを得ずペットを手放すというケースが多くみら

れた。震災により家や財産を失い、その上に家族同様に暮らしていたペットまでも手放

すこととなった被災者の気持ちを考えると心が痛む。今後は被災者がペットと暮らせる

仮設住宅の建設など、被災者を物質面で救護するだけでなく精神面でも救護できる制度

を考えることが必要と思われた。 
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１２ 環境衛生関係業務への対応 

 

活動等の経過 

 平成23年 

3月11日  東日本大震災発生  

      大津波が沿岸部に壊滅的な被害を及ぼす 

3月15日 

～3月25日 南相馬市民が県外避難開始  

      市がバスで市内の避難所から市外に避難を誘導  

      その他、私有車等により住民の大半が避難 

3月16日  沿岸部の市町村から、津波被害者の遺体処理（数百体）等に関する問い

合わせが相次ぐ 

5月上旬～ 営業施設等の被害状況調査を開始 

6月頃～   作業員宿舎や旅館業施設に関する相談が増え始める（現在も継続中） 

 

平成24年 

夏頃～    警戒区域内の住居内等にかかるネズミ等の獣畜被害の相談が増え始め

る（現在も継続中） 

 

活動内容 

１ 営業施設等の環境衛生業務に関する相談対応 

  原発事故による混乱後、一時、通常の営業施設関係の相談はぱったりと途絶えたが、

時が経つにつれ相双地域独特の事例に関する相談が数多く寄せられるようになった。 

当所管内には災害復旧関係や除染関係の作業員等全国から数多くの人が流入し、さら

に警戒区域内の住宅に住むことができなくなった住民が、隣接する相双管内の残された

市町村にも集中したため、もともとアパートや旅館業施設等が多くなかった相双地域で

は宿泊施設等の不足が一気に加速した。管内の多くの宿泊施設が警戒区域内で利用出来

ない状況であったこともあり、宿舎や旅館業施設設置の相談が激増し、その対応に多く

の時間を費やすことになった。 

  また、沿岸部の墓地や営業施設等に関しては、津波被害で流出したり地盤沈下のため

海中に水没してしまった施設等の再建に関する問い合わせ、警戒区域に指定された地域

住民からは、家屋内のネズミ等の被害に関する相談等が多く寄せられた。 

  その他、震災直後は原発事故により相双地域にはガソリンを始めとする物資が一時全

く入らなくなった。遺体を冷やすドライアイスも火葬のための燃料も手に入らず、火葬

もままならない状況の中で、増え続ける遺体の処理等に困った市町村からの問い合わせ

が相次いだ。 

   

２ 津波被害を受けた環境衛生関係施設の被害状況調査 

相双地域では震災後発生した大津波により多くの営業施設が被害を受けた。避難指示

区域以外の沿岸部にも多数の営業施設があったため、震災後の営業施設等の被害状況調

査を実施した。 

また、旧警戒区域への立入が可能となるのに併せて、旧警戒区域内の営業施設の状況

調査を実施した。 
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津波被害を受けた県有施設の状況 

福島県海浜自然の家：旅館業施設 

（平成 23 年６月 相馬市） 

津波被害を受けた沿岸の墓地の状況① 

 

（平成 23 年 6 月 相馬市） 

 

 
 

津波被害を受けた沿岸の墓地の状況② 

墓石が流失し、納骨部に土砂が堆積していた。 

（平成 23 年 6 月 相馬市） 

津波被害を受けた旅館業施設の跡地付近 

 

（平成 23 年 5 月 新地町） 

  

活動実績 

１ 相談対応事例 

(1) 火葬が出来ない遺体の土葬 

  南相馬市から、200 体を超える津波犠牲者の遺体の土葬について、墓地以外での土

葬の許可と予定地使用の調整の依頼があった。 

南相馬市では原発事故の影響で火葬燃料もドライアイスも入手困難となり、原発の

状況がいつどうなるか解らない中で、遺体の取扱いを早急に決断する必要があり、土

葬が検討されていた。しかし、予定地が墓地でない県有地であったため、土葬に関す

る検討と関係部署への確認が必要となった。このことについて本庁に連絡したところ、

「他の自治体での火葬を調整する。土葬は最悪の場合のみ。」とされ、原発の爆発等が

続く中、時間の猶予が全く無い相双地域の市町村の状況はなかなか理解されなかった。 

最終的に土葬は可とされたが、南相馬市で火葬場をフル稼働させて対応した結果、 

土葬しないで済んだと聞いている。 

(2) 他地域の火葬場での火葬処理 

   特に沿岸部では津波犠牲者の遺体が多く、火葬場の能力が間に合わないことから、

市町村から他の火葬場での火葬の調整依頼があり、本庁に、県内他地域や他県での受

け入れについての調整を依頼した。 
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(3) 霊柩車以外での遺体の搬送 

  原発事故で住民が避難する中、葬祭業者も避難してしまい遺体搬送のための霊柩車

の手配が出来ないため、自家用車で遺体を搬送したいという問い合わせがあった。 

  本庁と協議した結果、車両の目隠し等輸送手段について配慮した上で搬送すること 

等の対応となった。 

(4) 津波で流失した墓地の再建 

 沿岸部にあった個人名義の墓地（集落共同墓地）については、津波による墓石や遺

骨の流出、地盤沈下による水没等の被害を受けたが、震災後の特例等の対象にはなら

ず、現行法上、新たな許可によりそのまま移転することが不可能であったため、個別

に宗教法人墓地や、市町村が設置した被災墓地分の公営墓地に改葬するなど、避難に

より集落住民が離散し連絡が取れなくなる前に、共同墓地のまま速やかに移転したい

という要望に応えることができなかった。 

 また、旧警戒区域内においても同様の集落共同墓地が複数あり、今後も継続する問

題となっている。 

(5) 津波被害を受けた営業施設の再建 

 施設の 1 階部分だけ被害を受けた旅館業施設の再開に関する相談が震災後 1 年ぐら 

い経ってから除々に増えてきた。 

 旅館業施設の客室等主要な構造設備は 2 階以上に配置されていることが多く、相談 

があったものは、全て変更届の範囲で改修が行われており、複数の施設が 

営業を再開している。 

  旅館業施設再開の相談は現在も続いているが、一方で施設が解体撤去され更地とな 

っている施設も増えてきている。 

(6) 旧警戒区域内で発生するネズミ等の被害 

旧警戒区域内のネズミ被害は深刻であり、当所に震災後１年が経過した頃から、原

発事故により無人となった住居内にネズミ等の獣畜が入り込み、家屋の損壊、食害や

糞尿等により不快な状況であることは勿論、感染症等の心配もあり、中には遠方に避

難し自宅になかなか立ち入れない住民から、毒餌駆除したネズミの多数の死骸が腐乱

し強烈な臭気を放つようになった等の相談が寄せられた。 

   ハクビシン等野生動物に自宅が荒らされているとの相談には、野生動物の担当部署

を紹介する等の対応を行った。 

   突然の避難を余儀なくされたため、住居内部に残された食品やゴミ等の撤去や処分

ができず、震災により損壊し動物が侵入しやすくなっており、この根本的な問題が解

決されないままでは、個人での駆除では成果は期待できず、困っていた住民は多いも

のと思われるが、被害を受けても行政に相談せずに諦めてしまったためか、実際の相

談件数が大幅に増えることはなく、実情に反して被害が多いものとしては把握されず、

特別な対応は検討されなかった。 

  震災後２年を経て、県の事業として、一部の地域においてネズミの生息調査や試験

的駆除が行われ、現在も続いているネズミ被害への対応策の一助として「避難指示区

域におけるネズミ対応マニュアル」が作成された。 

(7) 作業員宿舎等の建設 

  旧警戒区域内住民が相双管内の付近の市町村に避難したり、災害復旧関係や除染関 

係の作業員等の全国から相双地域に押し寄せたりしたことで、宿泊施設や賃貸住宅等

が著しく不足し、作業員宿舎の建設や旅館業施設設置に関する相談が非常に多くなっ

た。 

 作業員宿舎の多くは、労働基準監督署に寄宿舎の届出をして建設工事付属の寄宿舎 

等として建設使用されたため、旅館業の許可は不要なことが多かった。 

それ以外の宿泊需要を見込んだ旅館業施設は、新規開設の相談が多く、現在も対応

が続いている。 
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２ 被害状況調査 

  所内のスクリーニング業務が電気事業連合会主体の態勢となってから、ようやく従来

の環境衛生関係業務に取り組めるようになり、管内営業施設の被害状況調査を行った。

の 

  津波であたり一面何もかも流されてしまった場所が多くあり、携帯電話の GPS 機能を

使わないと、今いる位置の特定すら出来ないような場所がある中、津波浸水地域を中心

とした現地調査を行い、再建に向けてた相談への対応の参考となるよう状況の把握に努

めた。 

  同じ津波浸水地域であっても、場所によっては山陰である等の理由から津波の威力が

弱かった場所もあり、１階部分の改修で再建できた旅館業施設も複数あった。 

しかし、再建にこぎつけるまでの労力は計り知れないと思われるほど、震災後しばら

くの間、津波被害地の風景は惨憺たるものだった。大量の土砂や瓦礫が建屋の中に入り

込み、再建不能のまま解体撤去された施設も多くあった。 

津波被害をまぬがれた宿泊施設については、多くの作業員等復旧工事関係者等に長期

間押さえられている状況で、一般の宿泊需要には全く応えられないという施設がほとん

どであった。津波被害で観光名所が壊滅的なダメージを受けたことに加え、原発事故の

影響で、観光客がまったく入らなくなり、観光旅館の営業形態が著しく変わってしまっ

たことを現地で知った。 

 

課題 

１ 遺体の処理 

海岸部に多くの市町村を抱える相双地域では、大規模な地震が発生した際は津波被害

が隣り合わせである。 

 今回のように津波被害の遺体が多数発生し、火葬が間に合わなくなる状況が今後もお

こる可能性があるため、火葬が間に合わなくなった場合の土葬場所について検討してお

くことが必要と思われた。市町村から墓地以外の土地に土葬を求める要望があったもの

の、墓地以外への土葬の許可の検討や土地所有者との調整がなかなかうまく進まず回答

が遅れた経緯があった。 

また、県内他地域及び他県での火葬の受け入れ体勢や同時に多数の遺体を搬送する手

段、火葬場運転のための燃料確保の手段についても、災害時に備えてあらかじめ決定し

ておくことが必要と感じた。 

 今回の震災では、物資があっても、放射線被ばくをおそれてそれを南相馬市に届ける

人が無く、必要な物資が一時一切入らなくなってしまった。火葬場の燃料についても、

火葬場の指定管理者が自らからタンクローリーを運転して燃料を調達して対応してい

たことを後から知った。 

 自ら調達する手段を含め、物資調達等の手段を検討しておくことが必要であると思わ

れた。 

２ 旧警戒区域内等におけるネズミ被害 

  住民から住宅内のネズミ被害に対して対応を求める相談が震災発生 1 年後ぐらいから

増えはじめたが、その時期に実際の駆除に係る対応が県主導で行われることはなかった。 

  推測される被害は旧警戒区域全域に及ぶものと考えられたが、旧警戒区域内の住民の

中には保健所や市町村に相談しないで諦めてしまっている人も多かったようで、「被害

が多い状況」として把握してもらうまで至らず、平常時のような相談対応業務以外、住

民が求めるような現場での対応をとることが出来なかった。 

  現場での対応は市町村に任された結果となったが、震災のような非常時には市町村職

員は最前線で住民対応に追われてしまい、通常業務でも対応していないネズミ対策まで

行うことは、現実として難しいと思われる。 
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ネズミによる病気等を心配する声も多く、県に対応を求める要望もあったことから、

感染症予防等の観点から、県主導で何か相談対応以外の実務を検討することが必要と思

われる。 

 

業務担当者の声 

 東日本大震災で大地震・大津波・原子力災害が次々と起き、想定を超えた震災対応業務

が課せられたため、本来の環境衛生業務が全く行えなくなり、またガソリン等の物資が入

手できず、中通り地方等から遠距離通勤していた職員は帰宅困難者となり、混乱する所内

に何日も寝泊まりして深夜にまで災害対応に当たるなど、発災後長期間にわたり原子力災

害対応のスクリーニング業務に追われることとなった。 

被ばくの恐怖を抱える中、一旦自宅へ戻って自宅付近の公所に勤務するという選択肢も

あったのに、若い職員をはじめ多くの職員が現地を離れずに相双の地に残ってくれたこと

は、本当にありがたかった。 

今回もそうだったが、災害時は 24 時間体制の職員配備が十分想定され、同じように帰

宅困難となる職員も発生することが想定されることから、今後、各事務所における仮眠室

やシャワー設備等の整備、非常食等の備蓄等の検討が必要であると思われた。 

また、職員の緊急招集体制は、相双地域のように中通りからの遠距離通勤者を多数抱え

る事務所は職員数が十分確保出来ないことも考えられ、他地域の職員の応援等早い段階か

ら災害対策の拠点として適切に機能できるような人員の確保等も検討しておく必要があ

ると思われた。 

なお、災害対応は、現地の状況は現地でなければ解らないことも多く、迅速な対応を行

うためにもっと現地事務所の意見が取り上げられやすい体制が必要ではないかと思われ

た。当時、遠く離れた県庁職員にいくら現地の状況を伝えてもこちらの状況が理解されて

いないと感じることが多かった。この感覚の差のために、こちらで求める対応が「必要」

と理解されず､現地で求められることに対応出来ずに残念に感じる事例もあった。 

旧警戒区域の市町村を数多くかかえる相双地域は、まだまだ復興に踏み出したばかりで

あり、これからも前例のない事例が発生する可能性が残されているが、被災地に寄り添っ

た対応ができるようにこちらの状況を発信し続けて行きたいと思う。 

今回の震災の体験が、将来起こるかもしれない自然災害時の対応に少しでも役立つこと

を願うばかりである。 
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１３ いわき地域への避難者の健康支援活動 

 

活動等の経過 

平成23年 

9月 相双保健福祉事務所保健師2名をいわき地方振興局へ派遣 

双葉郡町村の仮設住宅入居者の健康調査を開始 

情報収集のため「相談支援専門職チーム会議」に参加（～現在） 

10月 横浜市支援チーム活動開始（～12月） 

仮設住宅における「健康教室」を開催 

「発達相談会」への協力（～現在） 

11月 派遣保健師2名をいわき地方振興局との兼務職員として常駐に変更 

新潟市支援チーム活動開始（～12月） 

絆づくり応援事業活動開始（～現在） 

市町村等による「健康教室」等の開催を支援（～現在） 

12月 職員4名体制となる 

原発避難者特例法に関する、いわき市・南相馬市・双葉郡８町村及び県との事務

の調整を開始（～平成24年9月） 

平成24年 

1月 相双保健福祉事務所いわき市駐在に組織変更 

原発避難者特例法施行 

2月 借上住宅入居者の健康調査を開始 

岡山県支援チーム活動開始（～3月） 

被災者健康支援サポート事業活動開始（～現在） 

こころのケアセンター現場研修受け入れ 

3月  市町村保健事業担当者会議を開催 

仮設住宅入居者の健康調査終了（避難元市町村に引継） 

4月  職員8名体制となる（自治法派遣保健師3名含む） 

「ふくしま心のケアセンター」いわき方部センターとの連携による心のケア活動

を開始 

5月 県立大野病院の看護師7名が健康支援活動に参加（～現在） 

6月 相双保健福祉事務所いわき出張所に組織変更 

7月 職員10名体制となる 

原発避難者特例法に関する、いわき市・南相馬市・双葉郡8町村及び県の特例事務

決定 

高齢福祉（仮設施設整備等）に関する、いわき市等との調整開始(～25年2月） 

ゆいまーるふたば地域連携会議参加（～現在） 

相双地域障害児者支援関係者会議参加（～現在） 

9月 借上住宅等居住者を対象とした交流サロンを小名浜地区で開催 

10月 「相双地域あそびの教室」を開催（～現在） 

Ａ町生活支援相談員へのグループミーティングの実施（～現在） 

12月 Ｂ町社協職員及び民生委員への助言指導（～現在） 

 

 

 



第３章 震災への対応 

 

- 100 - 

 

 

 

 

 

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

2
名

2
名

2
名

4
名

4
名

4
名

4
名

8
名

8
名

8
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
0
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

1
1
名

11
名

横
浜

市
3
名

×
7
チ

ー
ム

　
職

員
中

、
（
埼

玉
県

1
名

）
職

員
中

、
自

治
法

（
埼

玉
県

1
名

）

新
潟

市
2
名

×
6
チ

ー
ム

　
自

治
法

派
遣

（
京

都
府

延
べ

4
名

）
派

遣
職

員
数

（
京

都
府

1
名

）

岡
山

県
3
名

×
4
チ

ー
ム

　
職

員
数

（
福

岡
県

1
名

）

日
赤

、
大

学
等

　
き

ぼ
う

と
き

ず
な

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

　
8
.0

人
月

臨
時

職
員

 0
.6

人
月

臨
時

職
員

1
1
.0

人
月

臨
時

職
員

4
6
.2

人
月

絆
づ

く
り

応
援

事
業

2
5
.4

人
月

絆
づ

く
り

応
援

事
業

4
3
.2

人
月

絆
づ

く
り

応
援

事
業

 7
.0

人
月

被
災

者
健

康
支

援
サ

ポ
ー

ト
事

業
 6

.0
人

月
被

災
者

健
康

支
援

サ
ポ

ー
ト

事
業

4
8
.0

人
月

被
災

者
健

康
支

援
サ

ポ
ー

ト
事

業
3
2
.6

人
月

福
島

県
立

大
野

病
院

7
7
.0

人
月

福
島

県
立

大
野

病
院

8
4
.0

人
月

市
町

村
保

健
事

業
担

当
者

会
議

市
町

村
保

健
事

業
担

当
者

会
議

心
の

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

研
修

受
入

 ゆ
い

ま
ー

る
ふ

た
ば

地
域

連
携

会
議

参
加

〔
障

が
い

児
療

育
支

援
〕
 地

域
連

携
会

議
参

加

 相
双

地
域

障
が

い
児

者
支

援
関

係
者

会
議

参
加

相
双

地
域

障
が

い
児

者
支

援
関

係
者

会
議

実
施

高
齢

・
障

が
い

福
祉

施
設

等
実

態
調

査

「
健

康
教

室
」
主

催

「
健

康
教

室
」
等

の
開

催
支

援

「
相

双
地

域
子

ど
も

あ
そ

び
の

教
室

」
の

開
催

精
神

保
健

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

研
修

会
の

開
催

仮
設

施
設

の
感

染
症

予
防

支
援

Ａ
町

絆
づ

く
り

支
援

員
グ

ル
ー

プ
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

実
施

Ｂ
町

社
協

職
員

及
び

民
生

委
員

へ
の

助
言

指
導

Ｃ
町

生
活

支
援

相
談

員
へ

の
グ

ル
ー

プ
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

実
施

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

（
熱

中
症

予
防

）
（
感

染
症

予
防

）

相
双

地
域

交
流

サ
ロ

ン
・
常

磐
サ

ロ
ン

（
支

援
）

年
度

健
康

支
援

関
係

平
成

2
5
年

度

出
張

所

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度

在
振

興
局

兼
務

市
町

村
担

当
制

に
よ

る
支

援
(1

0
月

～
)

市
町

村
と

の
連

絡
調

整

特
例

法
に

係
る

調
整

高
齢

福
祉

関
係

（
仮

設
施

設
等

）
調

整

市 町 村

職
員

派
遣 市

町
村

と
の

連
絡

調
整

市
町

村
と

の
連

絡
調

整

そ
の

他
原

発
避

難
者

出
張

所
駐

　
　

 心
の

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

い
わ

き
方

部
セ

ン
タ

ー
と

連
携

 心
の

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

い
わ

き
方

部
セ

ン
タ

ー
と

連
携

「
発

達
相

談
会

」
へ

の
協

力
「
発

達
相

談
会

」
へ

の
協

力

市 町 村 等 と の 連 携
関

係
機

関

（
熱

中
症

予
防

／
感

染
症

予
防

）

仮
設

住
宅

戸
別

訪
問

９
市

町
村

訪
問

相
談

支
援

専
門

職
チ

ー
ム

会
議

参
加

借
上

住
宅

戸
別

訪
問

借
上

住
宅

戸
別

訪
問

相
談

支
援

専
門

職
チ

ー
ム

会
議

参
加

相
談

支
援

専
門

職
チ

ー
ム

会
議

参
加

「
相

双
地

域
あ

そ
び

の
教

室
」
の

開
催

い
わ

き
市

３
歳

児
健

診
へ

の
協

力

「
発

達
相

談
会

」
へ

の
協

力

相
双

地
域

交
流

サ
ロ

ン
（
主

催
）

組 織 体 制

組
織

体
制

職
員

数

ス
タ

ッ
フ

避 難 者 等 健 康 支 援

避 難 者 支 援

支
援

者
支

援

健
康

調
査

健
康

支
援

健
康

教
育

健
康

相
談

課
題

対
応

「
健

康
教

室
」
等

の
開

催
支

援
「
健

康
教

室
」
等

の
開

催
支

援

い
わ

き
市

と
の

連
絡

調
整

い
わ

き
地

域
へ

の
避

難
者

の
健

康
支

援
活

動
 

 
 



第３章 震災への対応 
 

- 101 - 

 

震災後、相双地域等からいわき地域へ多くの住民が避難した。平成 23 年 4 月には双葉

郡町村の仮設住宅の建設が始まり、同年 5 月からは、「福島県借上げ住宅実施要綱」及び「福

島県借上げ住宅の特例措置」による借上住宅への入居が開始され、相双地域等からいわき

地域への避難者数は、平成 23 年 7 月には約 14,000 人、11 月には約 18,000 人、12 月には

約 22,000 人と急増が続いていた。 

中核市であるいわき市には県保健福祉事務所の設置や県保健師の配置はなく、避難者へ

の健康支援は当初いわき市保健所を中心に行われた。しかし、平成 23 年 4 月 11 日及び 12

日に震度 6 弱を観測した余震により拡大した市内の甚大な被害に対応するため、いわき市

保健所を中心とした支援の継続は困難となった。 

一方、双葉郡町村の役場機能は県内外に分散し、当面は避難元自治体がいわき地域で避

難者の健康支援体制を構築する見通しは立たない状況であった。 

このような状況の中、相双保健福祉事務所では、いわき地域における避難者の健康支援

体制について、関係市町村とどのような支援活動ができるのか検討を重ねた結果、平成 23

年 9 月、相双保健福祉事務所から保健師 2 名を派遣し、いわき地域の双葉郡仮設住宅入居

者の健康調査を開始した。 

 

活動内容 

１ 市町村等との連携 

(1) 避難元市町村及びいわき市との連携・支援及び連絡調整 

いわき地域の仮設住宅及び借上住宅等で生活する相双地域等からの避難者に対する

健康支援活動が効果的に実施できるよう、避難元市町村及びいわき市との連絡会議や

担当者会議等を開催し、情報交換や課題の整理、対応策に関する協議、連絡調整等を

行っている。 

平成 24 年 1 月に施行された原発避難者特例法に基づくサービスの実施に向けて、い

わき地方振興局とともに、いわき市、南相馬市、双葉郡 8 町村及び県の特例事務の調

整を行った。 

また、平成 24 年 7 月から、本庁高齢福祉課等とともに、双葉郡内高齢者福祉施設の

いわき市内での仮設施設整備の動きや福祉人材不足等の問題に対応するため、いわき

市及び関係町村等との調整に関わっている。平成 25 年 4 月から、いわき市及び県保健

福祉部との定例的な打ち合わせとして、「いわき市に避難している方々への課題対応に

関する打ち合わせ」が開催されており、これに同席している。 

平成 25 年 10 月から当所保健師の市町村担当制を開始し、市町村との連携・支援体

制を強化した。 

(2) 各関係機関との連絡調整等 

いわき出張所では、相双地域からの避難者のうち支援対応が緊急で処遇が困難な

ケースについて、関係機関等との調整を行い、事例検討会を随時実施している。 

また、障がい児（その疑いのある者も含む）や障がい者への対応について、社会福

祉法人希望の杜福祉会やＮＰＯ法人わくわくネットいわきが開催する「ゆいまーる・

ふたば地域連携会議」、いわき市が主催する療育支援地域連絡会議等に出席・参加し、

関係機関との協議・情報交換を行い、連携を図っている。 

(3) 派遣支援チーム等の受入の調整 

他県からの派遣支援チームの受入に向け、いわき地域における避難者の状況などの

支援活動に必要な情報を収集し、平成 23 年 9 月から、派遣元の各自治体と受入に係る

調整を開始。平成 23 年度中は、横浜市・新潟市・岡山県から支援をいただき、仮設住

宅居住者の健康調査と交流会開催等の健康支援活動を実施した。また、平成 24 年 2

月中旬からは、公立大学法人福島県立医科大学看護学部をはじめ、県外の看護大学か

らも協力をいただき、借上住宅の訪問を開始した。 
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なお、各派遣支援チームによる訪問・支援活動の結果については、避難元の市町村

の保健師に報告する機会を設定した。 

 

２ 避難者等健康支援 

(1)  仮設住宅・借上住宅等に係る健康調査及び健康支援の実施 

避難元市町村からの依頼に応じ、いわき地域の仮設住宅及び借上住宅等で生活する

相双地域等からの避難者の健康調査及び健康支援を行っている。 

ア 戸別訪問による健康調査及び健康支援 

戸別訪問は、看護職（保健師・看護師）を中心に、他の専門職（歯科衛生士、管

理栄養士等）を含め、１チーム２名体制で実施している。 

イ 所内カンファレンス及びその後の健康支援 

戸別訪問後は、所内カンファレンスを実施。世帯ごとに支援の要否や継続・終結

を判断している。要支援ケースについては世帯状況や課題を整理し、支援方針及び

支援方法を決定している。また、必要に応じ関係機関と連携し、戸別訪問等を実施

している。ケースの状況に応じ、見守り、声かけ、他機関紹介、継続支援、情報提

供等を行っている。 

所内カンファレンスの結果は記録にまとめ、データ管理するとともに、当該結果

に応じた支援が行われるよう、以降訪問計画等に反映させている。 

また、訪問調査の状況及び所内カンファレンスの結果は、避難元市町村へ結果及

び経過を報告している。 
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(2) 健康教育及び健康相談等の実施 

ア 市町村等主催交流サロン・健康教室等への支援 

市町村やＮＰＯ法人等からの依頼に応じ、平成 23 年 10 月から、交流サロンや健

康教室等へ職員を派遣し、健康相談への対応や健康教育に係る講話を行うなどの支

援を行っている。 

イ 「小名浜交流サロン」の実施 

外出機会の減少などによるＡＤＬ(日常生活動作)低下等が懸念されていた借上住

宅入居者について、平成 24 年 2 月から戸別訪問を開始したところ、「同郷者と話が

したい」との要望が多数寄せられたため、それまで実施されていなかった借上住宅

入居者を対象とする県主催の交流サロンを企画し、平成 24 年 9 月から「小名浜交流

サロン」と題し、ＮＰＯ法人ザ・ピープルの協力のもと開催した。参加者を市町村

別に分け、毎週火曜日に茶話会、健康体操や健康講話などを行い、行政主導ではな

く住民自らの力でサロンを作り上げ継続できるよう、専門職スタッフ及びボラン

ティアで工夫した。 

同サロンは、平成 25 年 4 月から、ＮＰＯ法人ザ・ピープル及び小名浜地区復興支

援ボランティアセンターが主催となり、当所は依頼に応じて支援を行っている。参

加者を市町村別に分けず一緒に行うこととし、サロン名を「相双地域交流サロン」

に変更、また平成 25 年 7 月からは常磐会場を加え、現在に至っている。 

 

  

小名浜交流サロンの状況 

（平成 24 年 9 月 いわき市小名浜） 

常磐地区コミュニティサロンの状況 

（平成 25 年 7 月 いわき市常磐湯本町） 

 

 (3) 新たな課題への対応 

ア 「発達相談会」への協力 

震災及び原発事故により避難した障がい児を地域で支援する体制を構築するため、

県で「被災した障がい児に対する医療支援事業」を実施している。 

この取組として平成 23 年 10 月から毎月１回程度「発達相談会」を実施しており、

震災及び原発事故により被災した障がい児（その疑いのある者も含む）を対象に、県

総合療育センターと連携し、県外からの児童精神科医や小児科医による診察・治療、

及び保育・フォロー体制の検討などを行い、療育支援を実施している。 

イ 「相双地域あそびの教室」の開催 

発達に遅れや心配のある幼児へ適切な療育支援を行うため、「相双地域あそびの教

室」を、平成 24 年度の 9 月から、毎月１回程度実施している。 

同教室では、幼児に対し、遊びを通して発達を促す集団指導及び個別指導を行うほ

か、医師による診察、臨床心理士による発達検査、及び保護者に対する相談・助言・

指導を行っている。 
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ウ いわき市３歳児健診への協力 

避難者に係る乳幼児の健康診査については、原発避難者特例法に基づく特例事務と

していわき市で行政サービスの提供が受けられるが、いわき市への避難者の増加によ

り、乳幼児健康診査対象者が増加し、健診後の事後支援の必要な乳幼児も増加してい

る状況となっている。 

このため、母子保健法に基づく最後の健診であり発達確認が重要な時期となる３歳

児健康診査において、事後支援に係る情報を健診時に把握し、避難元の各市町村とも

連携して適切な支援に結びつけることを目的に、平成 25 年 4 月から、いわき市３歳児

健診へ当所から保健師等の派遣を開始し、現在に至っている。 

エ 精神保健スキルアップ研修会の開催等 

避難生活の長期化に伴い、避難者が個々に抱える問題も深刻化しており、心のケア

は重要な課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、被災者への支援に携わる精神保健福祉関係職員がメンタル

ヘルスや個別支援に必要な知識や技術を習得し、さらなる支援の向上を図るための精

神保健スキルアップ研修会を、平成 25 年 7 月、12 月に開催した。 

このほか、被災者の自殺予防対策として、平成 24 年度及び 25 年度にいわき地区で

各１回、自殺予防ゲートキーパー養成研修会を本所と連携し開催した。 

 

３ 被災者支援に携わる支援者への支援 

仮設住宅等に配置された生活支援相談員は、自身も被災者であることが多く、心身の

負担を抱えている上に、他の避難者の相談を受け止めることがストレスを増し、疲弊す

ることが多いなど、支援者に対するケアや助言等の支援の重要性が増していることから、

ふくしま心のケアセンターいわき方部センターと連携し、支援者に対する支援活動に取

り組んでいる。 

平成 24 年 10 月から、Ａ町生活支援相談員に対し、グループミーティングを開催した。

ミーティングを通じて、悩みごとや困りごとの相談、被災者への見守り業務や相談活動

にあたっての助言・指導、支援者自身のセルフケア、自殺予防に関する研修等を行うな

どの支援を行っている。 

平成 24 年 12 月から、Ｂ町社会福祉協議会との合同で打合せ会議を開催し、民生委員

等に対し、悩みごとや困りごとの相談、見守りや相談活動にあたっての助言・指導等の

支援を行った。 

平成 25 年 4 月からは、Ｃ町生活支援相談員へのグループミーティング等の支援も開始

している。 

 

活動実績 

１ 避難元市町村及びいわき市との連携・支援及び連絡調整 

＜平成 24 年度連絡会開催回数＞ 

 南相馬市：3 広野町：15 楢葉町：10 富岡町：4 川内村：4 大熊町：9 

 双葉町：12 浪江町：6 葛尾村：0 いわき市：4 

 

２ 避難者等健康支援 

(1) 戸別訪問実施件数 

   ・訪問件数：延べ 3,151 世帯・延べ 9,025 人 

・訪問チーム数：延べ 1,046 チーム 

※平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月までの累計 
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(2) 健康教育及びサロン活動の実施 

ア 市町村等が主催するサロン・健康相談会への支援（仮設住宅居住者対象） 

・実施回数：延べ 234 回 

・参加人数：延べ 2,032 人 

・実施内容：健康相談・健康教育・栄養サロン・歯科サロン 

※平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月までの累計 

イ 小名浜交流サロン（平成 25 年 4 月～相双地域交流サロン）の開催（借上住宅居住

者対象） 

   ・開催回数：27 回 

   ・参加人数：延べ 237 人 

   ※平成 24 年 9 月～平成 25 年 3 月までの計 

(3) 新たな課題への対応 

   ア 「発達相談会」への協力 

   イ 「相双地域あそびの教室」の開催 

   ウ いわき市３歳児健診への協力 

   エ 精神保健スキルアップ研修会の開催等 

 

３ 被災者支援に携わる支援者への支援 

(1) Ａ町生活支援相談員に対する支援 

 ・実施回数：計 16 回 

 ・参加人数：延べ 88 名 

※平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月までの計 

(2) Ｂ町社会福祉協議会職員（生活支援相談員）及び民生委員等に対する支援 

・実施回数：計 4 回 

 ・参加人数：延べ 25 名 

※平成 24 年 12 月～平成 25 年 3 月までの計 

 

課題 

１ 県による支援体制の早急な構築（特に震災後の約１年間） 

(1) 職員の配置、必要人員の確保と組織体制の整備 

(2) 活動方針の樹立、業務内容の明確化 

 

２ 避難元市町村及びいわき市との連絡調整（随時） 

(1) 避難元市町村の自治体からの要望の把握 

(2) 受け入れ側のいわき市の自治体としての要望の把握 

 

３ 避難者のニーズの把握と調整（随時） 

(1) 避難者の置かれた状況の把握 

(2) 戸別訪問等を通した避難者からの「直接の声」の聴取 

(3) 施設や他の支援団体等の関係機関との連携・情報交換によるニーズの把握 

 

４ 適時適切な支援策の実施 

 (1) 上記２・３を踏まえた当面の支援策の検討と実施 

 (2) 数年後を見据えた将来にわたる支援策の検討 
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業務担当者の声 

平成 23 年 3 月 11 日の地震・津波に続く原子力発電所事故から 3 年が経過したが、避難

された方にとって、住み慣れた家・地域で生活できない状況には変わりがない。 

生活の場は徐々に落ち着いてきているように見えるが、家や故郷を離れなければならな

かった苦悩や寂しさはそれぞれに抱えて生活している。 

いわき市に保健師が駐在していない町村の健康支援を行うため、平成 23 年 9 月 15 日か

らいわき振興局へ保健師２名が派遣された。他県からの支援の調整を行うことが主な業務

で、横浜市、新潟市、岡山県、日本赤十字看護大学、福島県立医科大学看護学部等からの

協力をいただき、仮設住宅、借上住宅の避難者の健康調査、健康支援を実施し、協力いた

だいた皆様から貴重な御意見を多数いただきながら活動を続けてきた。 

健康調査を実施した双葉郡と南相馬市の住民の方は、いわき市に落ち着くまで避難先を

転々として、疲弊している方がおり、行き先の不安を抱え不眠や生活習慣病の悪化に悩ま

されていた。また、不慣れな土地で主治医を新たに決めたり、通院手段を確保したり生活

の変化になかなか対応できない方もいた。 

いわき地域での活動が２年以上経過し、市町村の状況も避難された住民の方の状況も変

化しており、それぞれの変化に対応していかなければならない。住民の避難先が分散し、

活動拠点がない中での業務は避難元市町村に大きな負担となっている。 

今後のいわき地域での活動は変化する市町村の状況に合わせ、住民の方の心身の健康保

持・増進のために、効率的で継続した支援や、予測される健康課題に対応できるよう予防

的な活動に取り組むことなどが求められている。そのために、いわき地域での課題を整理

し、避難している市町村と連携し、いわき市との調整を進めながら柔軟な活動が必要であ

ると考えている。 
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１４ 震災対応の概要（事務所全体の動き：発生から現在まで） 
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第４章 復興に向けた取組 

１ 福島県相双保健医療福祉推進計画の策定（平成 25 年 10 月） 

 (1) 計画策定の趣旨 

「福島県相双地域保健医療福祉推進計画」は、平成 20 年度を初年度として、相双保

健福祉事務所が、中期的な視点で施策を展開するための基本的な計画として策定し、

計画に基づいて各施策を推進してきた。 

その間、平成 21 年 12 月に、「福島県総合計画『いきいき ふくしま 創造プラン』」が

策定され、さらに、平成 22 年 3 月に本県の保健・医療・福祉施策の方向性を示し各個

別計画の指針となる「福島県保健医療福祉ビジョン」が策定され、これを受けて相双

保健福祉事務所においても、平成 23 年度を初年度とした新たな「福島県相双地域保健

医療福祉計画」の策定の検討を進めていた。 

しかし、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに引き続く大津

波（以下、「東日本大震災」という。）によって、相双地域では多くの人命が犠牲にな

るとともに、地域全体に甚大な被害が発生した。これに加え、東京電力福島第一原子

力発電所事故が発生し、大量の放射性物質が放出されたことから（以下、「原子力災害」

という。）、多くの住民が避難を余儀なくされ、事故発生から 2 年 7 ヶ月が経過するが、

故郷への帰還が進まない、また見通しが立てられない状況に置かれている。 

このようなかつて経験したことのない厳しい状況が継続する中で、復旧・復興を着

実に進めていくため、県では、平成 23 年 8 月に「福島県復興ビジョン」を策定し、平

成 24 年 12 月に「福島県総合計画」の全面的な改定を行った（「ふくしま新生プラン」

の策定）。これを受けて、保健福祉部では、平成 25 年 3 月に子どもたちが親の世代と

なる 30 年ほど先を視野に入れ、今後 8 年間をめどに本県が東日本大震災や原子力災害

を克服し、全国に誇れる水準の保健・医療・福祉により、将来の本県社会が支えられ

ていることを目指す「福島県保健医療福祉復興ビジョン」を策定した。 

相双保健福祉事務所では、このビジョンが示す基本方向を踏まえ、地域における保

健・医療・福祉の現状と課題等を明らかにし、計画的に課題に対応するための施策を

推進するため、「福島県相双地域保健医療福祉推進計画」を改めて策定した。 

 

(2) 基本理念及び目指す将来の姿 

 福島県相双保健医療福祉推進計画は、上位計画である福島県保健医療福祉復興ビ

ジョンにおける「基本理念」と「目指す将来の姿」を共有している。 

 

ア 基本理念（福島県保健医療福祉復興ビジョン） 

 

基本理念 すこやかでともにいきいき“新生ふくしま” 

  

  復興を進め、人と地域のつながりに支えられ、子どもたちが健やかに育ち、高齢者、 

障がい者、全ての人が、健康で生きがいと幸せを実感でき、安心して暮らせる新しい 

ふくしまを造りあげていくという想いを込めて掲げた。 
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 イ 目指す将来の姿（福島県保健医療福祉復興ビジョン） 

  東日本大震災及び原子力災害の影響により、保健・医療・福祉を取り巻く状況は、

少子高齢化の急速な進行、被災地を中心とした地域医療や福祉サービスの提供体制の

再構築の問題など、大きく変化している。 

また、放射性物質による影響から、健康や食の安全の問題など、健康を脅かす事案

の発生により、県民の安全・安心に対する関心がより一層高まっている。 

このような状況を踏まえ、子どもたちが親の世代となる 30 年ほど先を視野に入れ、

本県が目指すべき姿を描いた。 

今後は、この「目指す将来の姿」を実現するために、基本目標を掲げ、施策を展開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 計画の基本目標 

  次の６つを基本目標として、「目指す将来の姿」の実現のための施策展開につなげて 

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災や原子力災害を克服し、全国に誇れる水準の保健・医療・福祉によ

り、将来の本県社会が支えられています。 

 

１ 一人ひとりが、人や地域とのつながりと思いやりを大切にし、 

お互いを支え合う 温かな社会 

 

２ 夢や希望を持ち、生涯を通じて健やかに暮らせる 豊かな社会 

 

３ 保健・医療・福祉サービスの充実と、不測の事態への備えがなされ、 

快適に暮らせる 安全・安心な社会 

１ 復興へ向けた保健・医療・福祉の推進 

 

２ 生涯にわたる健康づくりの推進 

 

３ 地域医療の再生 

 

４ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

 

５ ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進 

 

６ 誰もが安全で安心できる生活の確保 
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(4) 計画の全体図 
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(5) 基本目標、施策の方向 

 

１　被災者の心身の健康支援

・健康支援活動と心のケアの実施
・訪問活動等の実施体制の整備
・県民健康管理調査の実施

□被災者健康支援活動としての支援人数
（相双地域）
　延べ4,290人→適切に対応する
□ふくしま心のケアセンター相馬方部セン
ターの仮設住宅等の巡回支援者数
　 延べ962人→適切に対応する

２　医療提供体制の再構築

・医療機関相互の役割分担と連携促進、地域の高齢者等への在宅医療の提供体制の
整備や一次医療機関の再開支援
・医療機関における医療従事者の確保の支援
・地域医療体験研修の実施
・新たな三次救急医療体制となった相馬エリアと県北医療圏の連繋の促進
・地域の実情に応じた小児・周産期医療の施設・設備の整備の支援
・地域全体の機能強化や患者情報を共有できる情報化基盤の整備の支援
・相馬エリアにおける第二種感染症指定医療機関の指定 の協議の実施
・新たに結核患者収容モデル病床を設置する医療機関の支援
・精神障がい者の地域移行の取組の推進

□病院勤務医師充足施設数
　 8か所→増加を目指す
□病院勤務看護師等充足施設数
　 16か所→増加を目指す

３　安心できる子育て環境の整備

・妊産婦や乳幼児、児童を持つ家庭への相談体制の強化
・市町村等が行う子ども達の運動不足解消の取組の支援
・児童福祉施設の給食の放射性物質検査体制の整備

□合計特殊出生率
　 （福島県）
　   1.48→上昇を目指す

４　福祉サービス提供体制の整備

・仮設での施設整備も含め早期の事業再開に向けた取組の支援
・地域の施設の整備状況等を踏まえた施設整備の支援
・高齢者施設や障がい者施設における人材育成、確保及び定着の支援

□介護職員初任者研修の修了者数
　（H25からの新制度）→増加を目指す
□他県等からの介護職員等応援人数
　150人→適切に対応する

５　飲料水・食品等の安全性の確保

・加工食品を中心とした放射性物質等の検査の実施、消費者とのリスクコミュニケーショ
ンの推進
・水道水等の定期的なモニタリング検査の実施
・個人用井戸の飲用に係る適切な情報提供、助言
・被災した水道施設の改修の支援

□放射性物質の基準値を超えて出荷流通
した不良食品件数
　　0件→0件

６　保健・医療・福祉の連携体制の構築

・市町村における地域包括ケアシステムの構築と地域包括ケアセンターの職員の資質
の向上の支援
・福祉避難所の指定促進

□地域ケア会議を開催している地域包括
支援センター数
　 10か所(66.7％）→15か所（100％）
□福祉避難所を指定している市町村数
　　5町村(41.7％）→12市町村（100％）

７　いわき市へ避難した管内住民への健康支援

・健康支援活動と心のケアの実施
・避難元自治体及びいわき市との連携、生活支援相談員
 等支援者の資質の向上
・地域の療育支援体制の充実
・地域の施設の整備状況等を踏まえた仮設施設の整備の調整

□いわき市において被災者健康支援活動
として支援した人数
　延べ6,012人→適切に対応する

【基本目標１】　復興へ向けた保健・医療・福祉の推進
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１　被災者の心身の健康支援（再掲）
　　基本目標１-１参照

２　心身の健康を維持、増進するための環境づくりの推進

・市町村の健康増進計画の見直しや健康づくり事業への支援
・健康づくり活動を担う関係職員の資質の向上
・自殺防止等に関する住民の理解促進や相談支援の充実
・薬物乱用の弊害の普及啓発、監視・指導・取り締まりの強化

□健康増進計画を策定している市町村
数
    6市町村(50％）→12市町村（100％）
□自殺者数
    32人→減小を目指す

３　生活習慣病を予防するための環境づくりの推進

・生涯を通した継続的な健康づくり支援
・市町村における特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施の支援
・公共施設等における受動喫煙防止の普及啓発

□特定健康診査実施率
　　41.1％→70％以上
□公共施設
 　施設内禁煙率
 　  92.6％→100％
 　敷地内禁煙率
 　  52.9％→100％

４　がんの予防・医療の推進

・がん検診の受診率の向上を図るための市町村の受診勧奨の取組の支援 □がん検診受診率
　・胃がん    　　23.4％→50％以上
　・肺がん    　　46.0％→50％以上
　・大腸がん 　　25.3％→50％以上
　・乳がん　  　　28.0％→60％以上
　・子宮頸がん  36.5％→60％以上

５　高齢者の介護予防の推進

・市町村における効果的な介護予防事業の展開の支援、知識及び活動の普及啓発 □介護保険の要介護（要支援）に該当
する高齢者の割合
　19.6％→20.0％

６　健全な食生活を育むための食育の推進

・市町村の食育推進計画の策定や幼稚園・保育所における食育の取組の支援
・健康に配慮した食事を提供する「うつくしま健康応援店」の増加等食環境整備の推進

□市町村食育推進計画策定率
 　33.3％(4市町）→58.3％（7市町村）
□うつくしま健康応援店の登録数
　64店→増加を目指す

７　　感染症対策の推進

・感染症に関する正しい知識の普及啓発
・積極的な予防接種の推進
・新型インフルエンザの発生に備えた体制の整備
・相馬エリアにおける第二種感染症指定医療機関の指定の協議の実施（再掲）
・新たに結核患者収容モデル病床を設置する医療機関の支援（再掲）

□麻しん予防接種率
　 第1期74.7％→95％以上
　 第2期82.3％→95％以上
□結核罹患率 （人口10万人対）
　 11.2→10以下

８　歯科口腔保健の推進

・う蝕ハイリスク児に対する市町村の取組の支援
・施設における歯科検診や口腔ケアの取組の支援
・関係職員の摂食・嚥下ケアの取組の支援

□３歳児のう蝕のない者の割合
 　65.1％→78％以上
□定期的に歯科検診を実施している福
祉介護施設数
 　（現状調査中）→増加を目指す
□摂食・嚥下ケア講習会受講者等人数
 　1,806人→適切に対応する

【基本目標２】　　生涯にわたる健康づくりの推進
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１　医療提供体制の再構築（再掲）
　　基本目標１－２参照

２　医師、看護師等の確保と資質の向上

・医療機関における医療従事者の確保の支援
・医療機関が必要とする看護職員の確保の支援
・へき地診療所の医師確保の支援
・地域医療体験研修の実施（再掲）

□病院勤務医師総数
 　171人→増加を目指す

３　安全・安心な医療サービスの確保

・医療監視による各医療機関の医療安全体制の確認
・医療安全対策の一層の充実の支援
・医療資源を効率的に在宅医療に結びつけるための環境整備と多職種連携の環境整備

４　血液の確保と医薬品の有効性・安全性の確保

・関係機関と連携した献血者確保対策
・医薬品の安全性を確保するための製造所等に対する監視指導、不良品の適切な回収
指導
・「かかりつけ薬局」の普及
・薬事監視による良質な医療提供体制等の助言・指導

□献血者目標達成率
 　90.7％→100％
□医薬品製造業者等の施設に対する監
視率
　 47.1％→上昇を目指す

５　難病対策の推進

・難病患者の療養生活の支援体制の整備 □レスパイト入院ができる施設数
　（介護者の病気・疲労等に伴う入院）
　 2か所→増加を目指す

【基本目標３】　　地域医療の再生
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１　安心できる子育て環境の整備（再掲）
　　基本目標１－３参照

２　社会全体で子育てを支援する仕組みの構築

・「子育て応援パスポート」協賛店の普及、子育て家庭を応援する気運づくりの推進
・保育施設の整備、保育の人材確保の支援

□子育て応援パスポート協賛店舗数
　   356店→増加を目指す
□保育所入所待機児童数
　   11人→0人
□合計特殊出生率（福島県）  【再掲】
      1.48→上昇を目指す

３　子どもの健全育成のための環境づくりの推進

・児童館、放課後児童クラブ等の設置促進 □放課後児童クラブ設置数
　   26か所→増加を目指す
□地域子育て支援拠点数
 　  2か所→適切に対応する

４　子育て家庭の経済的支援

・18歳以下の子どもの医療費助成
・多子世帯の保育料の支援

５　援助を必要とする子どもや家庭への支援

・家庭において適切な療育を受けることがでない子どもの生活支援
・ひとり親家庭の総合的な自立支援
・障がいのある子どもやその家族に対する、療育機能や相談体制の充実

□ひとり親家庭への医療費助成事業受給
資格登録者数
    1,776人→適切に対応する
□個別支援計画による発達障がい児の支
援件数
　  5件→適切に対応する
□教育関係機関と連携して支援にあたった
件数
　14件→適切に対応する

６　妊娠・出産・育児において充実した保健・医療体制の確保

・不妊・不育に悩む夫婦の相談体制の整備と治療に要する経費の負担軽減
・子育て家庭の孤立化防止や適切な養育の確保
・総合周産期医療システムの整備充実

□養育支援訪問事業実施市町村率
　 33.3％（4市町村）
　　　→33.3％以上（4市町村以上）
□乳児家庭全戸訪問事業実施市町村率
　 91.7％(11市町村）
　　　→100％（12市町村）
□周産期死亡率（出生数千人対）
　 2.8→低下を目指す
□乳児死亡率（出生数千人対）
　 7.0→低下を目指す

７　次代の親を育成するための環境づくりの推進

・家庭を築き子どもを生み育てることの意義の啓発
・若年期からの薬物乱用防止思想の啓発を育むための啓発

【基本目標４】　　安心して子どもを生み育てられる環境づくり



第４章 復興に向けた取組 
  

- 118 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　人格、人権、個性を尊重する社会づくりの推進

・「ノーマライゼーション」、「ユニバーサルデザイン」の推進 □地域福祉計画策定率
 　33.3％(4市町村）
      →83.3％（10市町村）

２　誰もが人と人とのつながりを感じることのできる社会づくりの推進

・福祉・介護人材の確保や資質の向上、当該分野に就業を希望する者への支援 □地域福祉計画策定率【再掲】
 　33.3％(4市町村）
 　　 →83.3％（10市町村）

３　生活に希望を持ち自らの能力を発揮できる社会づくりの推進

・老人クラブの活動促進や健康づくり事業の支援 □老人クラブ会員数
　 20,500人→増加を目指す

４　福祉サービス提供体制の整備（再掲）
　　基本目標１－４参照

５　介護・福祉サービスの充実

・介護予防の環境整備と行動支援の周知・啓発
・市町村における認知症対策の支援

□特別養護老人ホームの定員数
 　1,116→1,326人
□介護老人保健施設の定員数
　 758人→800人
□ホームヘルプサービス利用回数
   （高齢者千人一週間当たり）
   74.4回/週→75.5回/週以上

６　地域生活移行や就労支援など障がい者の自立支援

・障がい者の住環境の整備や就労支援、障がい者雇用の促進 □民間企業における障がい者の実雇用
率
   1.93％→法定雇用率を目指す
                     （H25.4から2.0％）

・ＤＶ被害者への緊急を要する場合等における適切な対応
・児童虐待防止ネットワークを活用した児童虐待等の未然防止

□ＤＶ相談受付件数
   52件→適切に対応する
□児童虐待相談受付件数
   26件→適切に対応する

・要保護者の適切な把握と適正な保護の実施
・自立支援プログラム、他法他施策の活用等による要保護者の自立の促進

□生活保護率
　福島県8.9‰
　相双地域2.6‰
　管内（双葉郡・相馬郡）1.1‰
　→適切に対応する

【基本目標５】　　ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進

７　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、虐待防止及び被害者等の保護・支援

８　生活支援の充実
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１　飲料水・食品等の安全性の確保（再掲）
  　基本目標１－５参照

・「福島県やさしさマーク」の交付の推進
・「おもいやり駐車場」の普及と利用の適正化の推進

□やさしさマーク交付数（累計）
　 67件→増加を目指す
□おもいやり駐車場協力施設数
  （累計）
　 105件→増加を目指す

３　生活衛生水準の維持向上

・生活衛生関係施設に対する監視指導による衛生水準の維持向上
・被災した施設の営業再開時の適切な衛生管理指導

４　安全な水の安定的な確保

・市町村等の水道事業者における管理・運営状況や危機管理体制、施設インフラ等の
耐震性に関する対策の推進
・水道事業の経営基盤の安定化に向けた支援

５　生産から消費に至る食の安全・安心の確保

・市場や加工施設への重点的な監視指導
・放射性物質や残留農薬等に関する食品収去検査の実施
・衛生上の危害防止と商品衛生の向上

□不良食品発生件数
 　0件→0件

６　人と動物の調和ある共生

・帰還困難区域内等に生息している犬、ねこの適切な保護活動
・犬の登録率や注射実施率の向上
・動物取扱業者の飼養管理等に関する意識の向上
・飼養動物による危害や動物由来感染症の発生防止及び動物愛護の啓発

・健康危機管理体制の充実強化

・市町村における災害時要援護者避難支援個別計画の策定支援
・福祉避難所の指定促進（再掲）
・地域防災計画の見直し支援
・南相馬市立総合病院におけるDMATの支援
・災害医療コーディネーターと連携したDMATの調整

□福祉避難所を指定している市町村数【再
掲】
　5町村(41.7％）→12市町村（100％）

【基本目標６】　　誰もが安全で安心できる生活の確保

７　健康危機管理体制の強化

８　災害時の保健医療福祉体制の強化

２　ユニバーサルデザインに配慮した人にやさしいまちづくりの推進
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第５章 調査研究発表資料 

１ 学会等発表資料  

(1) 保健所管内の結核患者の状況と患者支援  

ア 発表学会等  第86回結核病学会総会緊急シンポジウム 

イ 開 催 日  平成23年6月3日 

ウ 発 表 者  主任保健技師 青田孝子 

(2) 福島県の現状と課題  

ア 発表学会等  平成23年度全国保健所長会研修会 

イ 開 催 日  平成24年1月30日～1月31日 

ウ 発 表 者  保健所長 笹原賢司 

 (3) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み(第１報) 

～健康支援活動における課題について～ 

ア 発表学会等  平成24年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成24年9月21日 

ウ 発 表 者  専門保健技師 藤田真由美 

(4) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み(第２報) 

～避難所における関係機関と連携した食事提供について～ 

ア 発表学会等  平成24年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成24年9月21日 

ウ 発 表 者  副主任栄養技師 寺島智美 

  (5) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み(第３報) 

～歯科保健医療支援活動を実施しての一考察～ 

ア 発表学会等  平成24年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成24年9月21日 

ウ 発 表 者  専門医療技師 玉川春美 

  (6) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み 

～避難所における関係機関と連携した食事提供について～ 

ア 発表学会等  平成24年度福島県栄養改善学会 

イ 開 催 日  平成25年2月27日 

ウ 発 表 者  副主任栄養技師 寺島智美 

    ※ 内容は(3)と同じ。 

(7) 被災地における摂食･嚥下ケア支援の取り組み 

～支援者のための摂食・嚥下ケアハンドブックの作成を通して～ 

ア 発表学会等  平成25年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成25年9月10日 

ウ 発 表 者  専門医療技師 玉川春美 

 (8) いわき地域における相双地域からの避難者への健康支援 

～いわき出張所の健康調査活動からの一考察～ 

ア 発表学会等  平成25年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成25年9月10日 

ウ 発 表 者  主任保健技師 渡部幸子 
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(9) いわき地域における相双地域からの被災者への健康支援（第２報） 

～他府県保健所保健師の立場から被災地支援のあり方を考える～ 

ア 発表学会等  平成25年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成25年9月10日 

ウ 発 表 者  副主任保健技師 徳永龍介 

(10) 原子力災害後の相双地域の保健活動：課題と今後の方向性 

ア 発表学会等  平成25年度福島県保健衛生学会 

イ 開 催 日  平成25年9月10日 

ウ 発 表 者  副部長兼健康増進課長 小野喜代子 

(11) 福島県における災害時の保健師活動：相双保健福祉事務所における被災者支援活動

を通して 

ア 発表学会等   日本地域看護学会 災害支援のあり方検討プロジェクト主催教

育セミナー（第１回） 

イ 開 催 日   平成25年3月23日 

ウ 発 表 者  副部長兼健康増進課長 小野喜代子 

(12) 現在までの状況と取組（母性看護編） 

  ア 発表学会等   日本看護学会学術集会 

イ 開 催 日   平成25年9月26日～27日 

ウ 発 表 者   専門保健技師 佐藤ひさ子 

 

２ 専門誌投稿等資料 

(1) 相双保健福祉事務所における被災者への歯科保健医療活動 

ア 投 稿 誌  東日本大震災報告書（福島県歯科医師会） 

イ 投 稿 者  専門医療技師 玉川春美 

(2) 相双保健所における精神障害への対応 

～大震災と原発災害発生時の緊急対応から１年間の取り組み 

ア 投 稿 誌  保健婦資料館機関誌「保健師の歴史研究 №9」 

イ 投 稿 者  主任保健技師 三瓶弘子 

(3) 座談会 福島の保健師は今 南相馬市を中心に 

ア 掲 載 誌  月刊地域保健2012年4月号  

イ 座談会参加者 主幹兼副部長健康増進課長 草野文子 

         主任保健技師 三瓶弘子 
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１-(1) 保健所管内の結核患者の状況と患者支援 

 

相双保健福祉事務所 青田孝子  

 

福島県相双保健福祉事務所管内の概況 

 管内は2 市7 町3 村から成り，平成21 年の人口は約20 万，福島県の浜通り（太平洋側）

に位置し，北は宮城県に接する。高齢化率は26%，産業は第一次，第二次産業が県平均より

も高く，また相馬港や原子力発電所が2カ所に合計10基をもつ全国有数の電源地帯となって

いる。 

 

被災の概況 

 3 月11 日，震度6 強および6 弱の地震，続いて津波によって相馬市、南相馬市で死者・

行方不明者多数発生、現在も捜索中で被害状況の把握が困難である。さらに翌12日の福島

第一原子力発電所の事故により、原発から20km 圏内は原子力災害対策特別措置法の避難指

示により管内の多くの市町村の住民と共に役場も避難している 

（管内で役場機能が移転していない市町村は4 市町村、さらに飯舘村は現在，計画的避難

地域となり，役場を含め全村避難準備中）。 

 当保健所は、20km 以遠30 km圏内の屋内退避（4月22 日以降は緊急時避難準備区域）と

なっており，事故後郵便配達が再開されたのは4月25日だった。 

 医療について30 km 圏内には入院施設はなく，結核患者が通院していた医療機関も専門

医の派遣がなくなり、患者は圏外にある医療機関に通院している。 

 当日，保健職員は医療機関や現地へ出向き，深夜まで管内の医療機関の被害状況や負傷

者の状況把握に追われた。翌日からは、入院患者や介護施設入所者の避難および住民が避

難先へ移動するための放射線スクリーニングを実施した。住民からの放射能への不安など

に関する電話相談も受け付けた。18 日はバスで避難する住民2,196人にスクリーニングを

実施、5月31日までの放射線スクリーニングの延べ人員は3万人を超えた。震災7日目以降、

避難先から結核患者が受診可能な医療機関の照会や医療機関変更の手続きについての照会

があり、震災9日目には避難所で生活していた高齢者の結核の発生があった。 

 当所管内の結核患者の登録状況は表のとおりである。 
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震災時点で10人が結核治療中であったが、1人は津波により行方不明，もう1人は所在不

明、3名は引き続き入院中（1人は他病により）、さらに1人が県外避難先で排菌が証明され

て入院、残り4人は全員県内外の避難先にて治療を継続している（県外1 ，県内3 ）。 

 震災時に潜在性結核感染の治療を受けていた4人については、1人が所在不明のほか3 人

は県内避難先で受療中あるいは経過観察中であることが携帯電話などで確認されている。

上記で所在不明の2人は，警戒区域内居住者で電話等での接触ができない状態である。 

 震災後2 カ月間に新たに4人の患者発生が届け出られた（活動性患者3、潜在性結核感染1）。

ちなみに平成22年の新登録者数はそれぞれ22，4 人であった。震災後9日目、県内の避難所

にいた85歳の男性は発熱後肺結核と診断され（塗抹陰性、bⅡ2）、その後1 カ月で肺炎の

ために死亡した。また79 歳の男性は屋内退避中に筋力低下で寝たきり状態となり、N大学

医療チームの在宅診療で診察を受けていたが，発熱，脱水をきたし、30km圏外のS病院へ救

急搬送、肺結核（塗抹陽性）と診断され、さらに防災ヘリコプターでN 病院に搬送された

が、診断から3 日目に粟粒結核で死亡した。これら高齢者にとって過酷な避難生活の中で

の結核発病が死につながったことは痛ましい。 

 他の発病者は、震災後27日目に58歳の男性が市の健診で発見され（r Ⅲ1）、同時期に43

歳男性が接触者健診で潜在性結核感染と診断されたものである。避難所には再発を懸念し

ながら経過観察をしている者もある。ある70 歳代の男性は肺結核（塗抹陽性、bⅡ2、塵肺

合併）で平成22年3月に登録され、治療は平成23年1月に終了した。震災後は妻と離れて避

難所生活、肺炎の疑いで療養支援連絡会を実施しているH病院を受診、入院施設がないため

通院で受診していた。保健所は避難所巡回担当保健師および市保健師と連絡，また本人も

結核再発を心配して保健所へ来所，避難所での生活指導（マスクの使用、避難場所の確保）

を受けている。現在も避難所にて生活を継続している。患者や住民に対する直接的なサー

ビスへの障害のほかに震災・避難は結核対策のうえでもさまざまな影響を及ぼした。毎月2 

回開催される感染症診査協議会は、保健所にとって結核医療の要だが、原子力災害に伴い

委員が圏外に避難していて開催ができなく 

なり、急遽新たな委員を任命して開催することとなった。 

 医療や患者支援等の事務手続きについても、原発事故による放射線スクリーニング業務

や放射線相談業務に忙殺され、取りかかることが困難であった。さらに住民や患者の避難

のために、震災後3週間程度は結核患者の安否および受診状況の把握が困難となり、医療機

関や家族からの連絡待ちの状況であった。 

 いっぽう上記のような障害とは別に、困難な状況にもかかわらず機能を維持することが

できた業務もあった。 

まず、治療中の患者について避難先の保健所が入院患者の面接をしたり、家族の指導も行

ってくれ、またその情報を提供してくれた。これによって患者や登録者の状況の確認もで

きた。わが国の結核患者登録体制とそのネットワークの頑健性を感じた。 

 結核患者への支援は、入院中から継続した指導や支援が、保健所と医療機関の連携のな

かで図られていたことも、今回のような困難に際して大きな力を発揮した。治療成功を共

通目標とした日本版DOTS事業のメリットを実感した。同様に、避難先の介護施設も接触者
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健診などによく協力してくれた。 

 さらに，多くの登録者の携帯電話番号を把握していたために、保健所からの積極的な安

否確認ができたことは特筆すべき点であると思われる。これを含めて、患者管 

理のためには日頃からの患者との信頼関係の構築と関係機関のネットワークづくりが重要

であることを痛感した。 

謝辞 

 このたびの東日本大震災に際して，全国の皆様から福島県に対し物的ならびに人的な支

援をいただきましたことに御礼申し上げます。 
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１-(2) 福島県の現状と課題 

 

福島県相双保健所長 笹原賢司  

 

今回の震災において被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

 

当所においては、震災後、原発事故に伴う放射線スクリーニングや医療崩壊への対 

応を中心に行ってきたが、その経緯と今後の課題等について報告する。 

 

１．原発事故及び緊急被ばくスクリーニングへの対応 

原発事故発生以降、12 月 18 日までに延べ 58,930 名の放射線スクリーニングを行った。

その結果、13,000cpm 以上 100,000cpm 未満を示す者は 57 名で、いずれも足裏等の部分的

な除染で対応可能なレベルであった。100,000cpm を超える者が 3 名おり、いずれも原発作

業者であった。 

対象者から、放射線による偏見、差別が起こっていることを度々聞かされ、取材に訪れ

た記者に現状を訴えた。 

 

２．医療弱体化への対応 

国と県災害対策本部との協議の結果、3 月 18 日、厚生労働省は 20～30 キロ圏内の病院

に入院している患者について、全員を福島県外に搬送することとし、関東甲信越と山形の

11 都県に受け入れ協力を要請した。3 月 22 日には、全入院患者の搬送が終了した。屋内退

避区域 4 病院は、市立病院において「お薬手帳」などを持参すればそれまで服用していた

ものと同じ薬がもらえるという機能のみを残し、入院、外来機能を全て停止した。その結

果、原発から 30Km 圏外にある相馬市の２病院へ南相馬市からの外来患者が殺到するよう

になった。4 月 4 日には、南相馬市内の 4 病院全てで外来診療が再開されたが、入院機能

は回復しないままであった。このような状況を受け、4 月 6 日に当所において各病院長を

招集し、対策会議を開催した。 

4 月 11 日、20ｋｍ圏内の一病院に 5 床、30ｋｍ圏外の一病院に 5 床ずつを確保すること

の了承が得られた。 

その後、再度、当所にて入院需要を満たすための会議を再度召集し、6 月 20 日には、20

～30ｋｍ圏内 4 病院合計で 205 床の入院が認められることとなった。南相馬市内で発生し

た救急患者を市内の病院で収容できる割合は、4 月には 50.7%であったが、6 月には、83.1%

まで回復した。 

 

３．精神科医療崩壊に対する対応 

当所管内の精神科病床を有する病院は５ヵ所あるが、うち、3 つは 20ｋｍ圏内の避難区

域にあり、3 月 13 日までに閉鎖。 
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２つが屋内退避区域にあるため、これらも閉鎖となり、901 床あった精神科病床がゼロ

となった。その結果、精神科を標榜しない公立病院へ患者が殺到し、院長の要請により、

専門の医師を 1 名確保した。その後、続々と県内外からスタッフが入り、精神科は、「臨時

外来」として機能した。 

 

４．今後の課題 

今回、避難区域に多数逃げ遅れた患者が発生し、避難に伴う死亡が相次いだことか 

ら、原発事故発災時に備え、原発から半径 30ｋｍ圏外にあらかじめ移送先を決定しておき、

各々の受け入れ可能人数について決定し、国、立地道県、関係機関で情報を共有しておく

必要がある。 

放射線に関する不当な差別が起こらないよう、初等教育から、放射線に関する正し 

い知識の習得が必要である。 
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1-(3) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み（第１報） 

～健康支援活動における課題について～ 
 

○藤田真由美、池嶋理佳、寺島智美、玉川春美、小野喜代子、長谷川守  
 

福島県相双保健福祉事務所  

【はじめに】  

大地震・大津波、そして原発事故と重なる災害に見舞われた直後から 1 年間に当所で取

り組んだ健康支援活動を振り返り、災害時の健康支援の課題について検討したので報告す

る。 

【健康支援の取り組み】 

(1) 福島第一原子力発電所の事故による緊急被爆スクリーニング  

震災翌日から、原発事故による避難指示等のあった老人施設や病院等の寝たきり状態の

患者を含む住民に対して、被爆スクリーニングを開始した。  

(2) 避難所等での健康支援活動  

震災直後は、緊急被爆スクリーニングを行っていたが、体制を整え 3 月 17 日より避難

所を巡回し健康支援を開始し、避難所が閉鎖される 12 月 20 日まで延べ 66 か所で行った。

当所がある南相馬市は、屋内退避指示から 4 月 22 日には緊急時避難準備区域となり、当

初は、県内外からの支援がない状況であったが、4 月以降から徐々に県内外からの支援ス

タッフが入り、南相馬市が開催する関係スタッフミーティングのコーディネート等の支援

を 10 月まで 154 回行った。時間の経過と共に健康支援は、避難所から仮設・借上げ住宅

へと活動の場を移し、家庭訪問や集会所での健康教育・相談等の活動を市町村等関係機関

と連携しながら行った。 

(3) 精神科医療機関の閉鎖から再開への支援  

管内には、5 か所の精神科病院、3 か所の診療所があったが、全て一時閉鎖となった。

その後、3 月 29 日に公立相馬総合病院に臨時の精神科外来を開設することができた。外

来を開設するために、受診者の予約受付や問診を取るスタッフが必要であったため、当所

の保健師が翌年 1 月 6 日まで支援にあたった。 

【考察】 

原発事故による避難者のスクリーニングでは、職員自身が放射能に対して正確な知識を

持つことの必要性と、対象が健康者とは限らない事を想定した受け入れ体制も検討してお

く必要がある。また、原発事故の影響で被災市町村に入ってくる県内外からの支援チーム

の数に差が出てしまったことは、災害支援の課題の一つであり、適確な情報発信と迅速な

情報把握、応援支援チームをコーディネートできる体制が重要であると感じた。さらに、

精神科医療の崩壊という事態が発生し、様々な関係機関の協力体制により再開することが

できたが、看護職等の専門職の確保が困難な状況があり、災害時の人材確保システムの構

築が必要である。最後に、前例のない災害対応が長期化する中で支援者が一丸となって活

動できたのは、職員各人の強い使命感と他県からの応援や励ましがあったことが大きな要

因と考えられる。  
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１-(4) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み(第２報) 

～避難所における関係機関と連携した食事提供について～  

 

○ 寺 島 智 美 、 池 嶋 理 佳 、 藤 田 真 由 美 、 玉 川 春 美 、 小 野 喜 代 子 、 長 谷 川 守  

 

福 島 県 相 双 保 健 福 祉 事 務 所  

 

【 は じ め に 】  

震 災 後 、避 難 所 に お い て 関 係 機 関 と 連 携 し 、食 事 の 提 供 を 実 施 し た が 、そ の

活 動 を 振 り 返 り 、 災 害 時 に お け る 食 事 提 供 の あ り 方 に つ い て 考 察 し た の で こ

こ に 報 告 す る 。  

 

【 経 過 】  

震 災 後 、南 相 馬 市 役 所 が 屋 内 退 避 区 域 の 中 に あ っ た た め 、相 馬 市 や 新 地 町 に

比 べ る と 支 援 物 資 も 十 分 入 ら な い 状 況 だ っ た 。 ４ 月 に 入 り 、 避 難 所 の 食 事 の

状 況 把 握 を 行 っ た と こ ろ 、 あ る 避 難 所 で は 、 １ 回 の 食 事 が お む す び １ 個 、 ま

た は 、 菓 子 類 や 缶 詰 等 を 組 合 せ た 食 事 だ っ た 。 震 災 後 約 ４ 週 間 経 過 後 も 炭 水

化 物 や 塩 分 過 多 の 偏 っ た 食 事 が 続 い て お り 、 被 災 住 民 の 健 康 状 態 の 悪 化 が 危

惧 さ れ た た め 緊 急 に 栄 養 バ ラ ン ス の と れ た 食 事 を 提 供 す る 必 要 が あ っ た 。 そ

こ で 、 衛 生 的 に 大 量 調 理 で き る 環 境 で は な か っ た た め 、 特 定 給 食 施 設 に 協 力

を 依 頼 し 、 調 理 す る 場 所 を 確 保 し た 。  

 当 所 で は 、施 設 へ の 協 力 依 頼 、施 設 の 借 用 や ス タ ッ フ の 確 保 、食 材 の 確 保 、

お か ず の 配 送 、 献 立 作 成 と 提 供 日 時 の 決 定 、 ボ ラ ン テ ィ ア ス タ ッ フ へ の 連 絡

調 整 等 を 行 っ た 。  

一 部 の 医 療 機 関 か ら 協 力 が 得 ら れ 、 施 設 の 栄 養 士 、 調 理 師 、 ボ ラ ン テ ィ ア

ス タ ッ フ 、保 健 所 栄 養 士 等 に よ り 、約 ６ ０ ０ 名 分 を １ 日 ２ 回（ 昼・夕 ）、平 成

２ ３ 年 ４ 月 １ １ 日 か ら １ ５ 日 ま で の ５ 日 間 お か ず の 提 供 を 行 っ た 。 食 材 は 依

然 と し て 入 手 し づ ら い 状 況 だ っ た た め 、 南 相 馬 市 災 害 対 策 本 部 か ら 支 援 物 資

を 提 供 し て も ら い 、 献 立 は 、 野 菜 や た ん ぱ く 質 を 多 く 含 む 食 品 （ 魚 、 肉 、 卵

等 ） を 使 用 す る よ う 心 が け 、 ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 炊 き 出 し メ ニ ュ ー と の 組 合

せ に も 配 慮 し な が ら 提 供 し た 。  

 避 難 住 民 か ら は 、「 や っ と お か ず が 食 べ ら れ た 」 と 喜 ば れ た 。   

 

【 考 察 】  

今 回 の 災 害 で は 、避 難 所 の 状 況 把 握 が 困 難 だ っ た こ と に 加 え 、原 発 事 故 の 影

響 で 、 市 町 村 に よ っ て 状 況 が 様 々 で あ っ た た め 、 必 要 と す る 支 援 の 判 断 が 難

し か っ た こ と か ら 、 必 要 な 情 報 を 集 約 し 、 関 係 部 署 に 配 信 す る 仕 組 み の 必 要

性 を 感 じ た 。  

今 回 の 活 動 は 、市 役 所 が 屋 内 退 避 区 域 に 置 か れ て い る と い う 異 常 事 態 の 中 、

特 定 給 食 施 設 や ボ ラ ン テ ィ ア ス タ ッ フ の 協 力 に よ り 実 施 す る こ と が で き た 。

そ の 一 つ の 大 き な 要 因 と し て 、 平 常 時 の 活 動 の 中 で 培 っ て き た ネ ッ ト ワ ー ク

の 機 能 が 発 揮 で き た も の と 考 え ら れ る 。 避 難 所 に よ っ て は 、 調 理 設 備 が 整 っ

て い な い こ と も あ る た め 、 大 量 調 理 が 可 能 な 特 定 給 食 施 設 の 協 力 体 制 に つ い

て も 今 後 検 討 が 必 要 で あ る 。  

さ ら に 、 県 内 ど こ の 避 難 所 で も 最 低 限 の 食 事 を 提 供 す る た め に は 、 平 常 時

か ら 食 品 の 備 蓄 だ け で な く 、 ス タ ッ フ の 確 保 、 市 町 村 の 枠 を 超 え た 体 制 を 整

備 す る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
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１-(5) 相双保健福祉事務所における被災者健康支援の取り組み(第３報) 

～歯科保健医療支援活動を実施しての一考察～ 

○玉川春美 1)、池嶋理佳 1)、寺島智美 1)、藤田真由美 1)、小野喜代子 1)、長谷川守 1) 

鉾建英子 2)、早川舞 2)             

福島県相双保健福祉事務所 1)、(社)福島県看護協会 2) 

【目的】 

被災者支援の活動やそのプロセスを基に、災害時における歯科保健医療支援活動（以下、

支援活動という）のあり方について検討したので報告する。  

【方法】 

2011 年 4 月から 2012 年 3 月までに実施した当所の支援活動について、活動記録や支援

に従事した市町職員、歯科医師、歯科衛生士等からの意見を基に、支援のあり方を考察し

た。 

【結果】 

支援活動は、①歯科チームの編成、②歯科ニーズ調査票による口腔状態の把握、③医療チ

ームや他職種との連携、④各チームとのミーティング、⑤地域歯科医師会との連携などを

基本に、避難所巡回、在宅・仮設住宅訪問、集会所活動に取り組んだ。朝夕のミーティン

グは、各チームの活動内容を理解し、互いに連携して活動を行う上で有効だった。避難所

巡回活動では延 110 か所、延 1,291 人に関わったが、当初は口腔ケアを必要とする人が多

く、普及啓発用のポスターやパンフレットを配布し、口腔清掃と誤嚥性肺炎予防の周知徹

底に努めた。さらに、医療チームや他職種と連携してニーズ調査を行ったことで、要支援

者を早期に把握し、迅速に対応することができた。また、避難所巡回で把握した要継続者

74 人については、仮設住宅入居後も訪問や集会所活動で継続支援を行った。一方、治療に

ついては、歯科チームと地域歯科医師会で役割を決め、歯科チームは主に応急処置を、そ

の後の治療は地元歯科医院が行うこととした。  

【考察】 

歯科医療スタッフが少なく十分な体制がとれない中で、災害対策医療支援チームの中に歯

科チームを位置づけたことは、他職種との連携や情報の共有が図られ、効果的な支援活動

につながった。また、支援スタッフが入れ替わる度に当所がオリエンテーションを実施し、

歯科医師会、歯科衛生士会、被災市町との連絡・調整を行ったことで、情報の一元化が図

られ、広域的に効率よく活動することができたと考える。しかし、支援活動の開始が震災

から 3 週間後となってしまったことから、①初動体制及び支援体制の早期確立、②情報収

集・提供ルートの確保、関係者間の連絡の徹底、③人材の確保・コーディネートなどの課

題が明らかとなった。今後、これらの課題を災害時の支援活動に反映していく必要がある

と考える。また、災害の種類、発生地域や時間によって被害状況は変化し、そしてニーズ

も変化することから、支援関係者が経時的に変化する情報を共有し、密に連携する体制が

不可欠である。それには、平時からの関係者間での歯科保健活動に関する共通認識と、情

報収集を含む歯科保健医療体制の構築が必要である。  
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１-(7) 被災地における摂食・嚥下ケア支援の取り組み 

～支援者のための摂食・嚥下ケアハンドブックの作成を通して～ 

 

○玉川春美 1)、池嶋理佳 1)、寺島智美 1)、藤田真由美 1)、小野喜代子 1)、長谷川守 1)、佐々

木昭彦 1)、早川舞 2)、鉾建英子 2)、林崎宏子 2)、小山善哉 3) 

１)福島県相双保健福祉事務所、２)（社）福島県看護協会、３)長崎大学病院口腔ケア・摂

食嚥下リハビリテーションセンター  

 

【目的】 

被災地では震災による避難生活の長期化に伴い、生活の不活発化や病状の悪化から全身の

機能低下や口腔の機能低下を引き起こしやすく、特に高齢者の摂食・嚥下障害が懸念され

ている。このため、平成 24 年８月から長崎大学歯学部の協力を得て、相双地域の被災者

の摂食・嚥下障害の現状把握と、保健・医療・福祉関係者に対する摂食・嚥下ケアの支援

に取り組んだので報告する。  

【方法】 

相馬地域の摂食・嚥下障害の現状把握のため、支援関係機関 41 施設へアンケート調査（

平成 24 年９月）を実施し、この調査と仮設住宅入居者への訪問相談（平成 23 年７月～平

成 24 年７月）の結果から、保健・医療・福祉機関等の関係者を対象にした「摂食・嚥下

ケア研修会」を開催した（基礎編～実践編の全３回）。また、郡医師会、歯科医師会を含む

保健・医療・福祉関係者で構成する検討会を３回開催し、「摂食・嚥下ケアハンドブック」

を 1,000 部作成した。  

【結果】 

訪問相談を実施した 377 人中、「むせる」「飲み込みが悪い」といった摂食・嚥下障害が

見られたのは 51 人（13.5％）で、ほとんどが高齢者だった。支援関係機関に対するアン

ケートに回答した 39 施設中、21 施設（53.8％）が摂食・嚥下障害への支援を行っていた

が、そのうち 18 施設が対応に困ったことがあると回答した。摂食・嚥下障害の研修会を

過去に受けたことがあるのは 15 施設（38.5％）、直接指導や助言を受けたのは５施設（12.8

％）のみであった。                        

摂食・嚥下ケア研修会には、保健・医療・福祉関係の 41 施設から延べ 376 人、毎回 125

人前後が参加した。摂食・嚥下ケアハンドブック作成検討会は、関係機関の代表が地域の

摂食・嚥下の問題やケアの必要性を共有し、互いの役割を認識する機会となった。同ハン

ドブックは、①摂食・嚥下の基礎、②摂食・嚥下ケアの実際と方法、③多職種連携、④Ｑ

＆Ａから構成し、現場に即した具体的な内容とした。  

【考察】 

今回の研修会に予想を超えて多くの人が参加した理由として、関係者の間では既に高齢者

に摂食・嚥下の問題があることが認知されていたにもかかわらず、支援者が摂食・嚥下の

研修を受ける機会が少なく、対応に困っている現状があったものと推察される。今後は、

昨年度及び今年度に実施した研修会の評価を行い、ハンドブックを活用したより効果的な

研修会等を開催し、支援者の摂食・嚥下ケアの質の向上を図っていきたい。また、検討会

の開催が、関係機関や多職種が連携して摂食・嚥下ケアに取り組む体制づくりのきっかけ

となったことから、このネットワークを活かしてハンドブックの活用を広げていきたい。
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１-(8) いわき地域における相双地域からの避難者への健康支援 

～いわき出張所の健康調査活動に関する一考察～ 

 

○渡部幸子、林怜史（京都府派遣）、徳永龍介（埼玉県派遣）、半澤いずみ、田口裕香里、

菊地とも子 

                         相双保健福祉事務所いわき出張所 

 

【目的】 

相双地域の住民の多くは、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により居

住していた地域から県内、県外へと避難を余儀なくされた。避難から約１年後に避難先を

複数経験し、いわき市内の借上げ住宅等に入居した相双地域の住民を対象に、健康状態を

把握し必要な援助を行うこと、生活の自立を支援することを目的として健康調査を実施し

た。その結果から、長期化する避難者支援について考察をしたので報告する。  

【調査方法】  

いわき市内の借上げ住宅に入居した相双地域の避難者で、避難元市町村から依頼された

1,230 世帯の名簿を基に、世帯健康調査票を作成し、保健師・看護師等が２人１組で家庭

訪問し、聞き取り調査を実施した（平成 24 年 2 月 14 日～25 年 3 月 31 日）。 

【結果】  

調査できた 1,170 世帯について、継続支援の要否判定と支援方法の検討を行った。60 世

帯は不在等により調査できなかった。継続支援者 208 世帯については健康相談票を作成し

てリスク因子を整理し、継続的に管理した。このほかは情報提供のみ 15 世帯、支援不要

945 世帯、判定保留 2 世帯とした。  

 継続支援の内訳は、精神障害等により心のケアを必要とした 74 世帯、要介護等高齢者

41 世帯、高齢者世帯 23 世帯、ハイリスク乳幼児 13 世帯、の順であった。その他の 69 世

帯では、人間関係や環境変化による不眠や食欲不振等、の健康影響が見られた。  

【考察】 

本調査の結果から、避難した高齢者の多くが環境の変化により、健康面以外にも問題を抱

えていた。主治医を決めるまでに時間がかかったり、生活の不自由による食生活や活動量

への影響がみられた。  

 一方、避難の経過を同郷の人と話したいという要望が多く出された。知人の無事を確か

め、共に経験したこと話すことで、自己の存在確認や不安の軽減を期待する住民が多くい

たと考えられる。  

 他方、多数の避難者を受け入れたいわき市も、津波被害により利用可能な社会資源の減

少に直面していたため、相双地域の避難者に関する情報提供や、いわき市民との利害調整

を図る必要があった。  

 さらに避難者支援活動では多くの支援者が必要であり、短期間で交代する支援者間の情

報共有は、避難者の状態を適確に把握する調査や、対応の質の向上に必須であった。  
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１-(9) いわき地域における相双地域からの被災者への健康支援（第２報） 

～他府県保健所保健師の立場から被災地支援のあり方を考える～ 

 

○徳永龍介（埼玉県派遣）１）、林怜史（京都府派遣）１）、高椋真弓（福岡県派遣）２）、菊

地 とも子１）  

１）相双保健福祉事務所いわき出張所、２）福岡県南筑後保健福祉環境事務所  

 

【はじめに】  

相双保健福祉事務所いわき出張所では、平成 24 年 4 月から自治法派遣による他府県保健

師 3 名を受け入れ、被災者健康支援活動（以下、支援活動という）を行った。その活動を

基に、派遣保健師の立場から被災地支援のあり方を検討した。  

【支援活動の取り組み】 

派遣保健師は、被災者 1,230 世帯の健康調査活動に係る調整（訪問計画やデータ管理等）、

要支援者等への家庭訪問、所内カンファレンスを主に担当した。地域の状況や課題を把握

する過程で、被災者から「同じ町の人と話がしたい」との要望を多く受け、NPO 法人の協

力の下、交流サロンを立ち上げた。また、仮設住宅等に配置された生活支援相談員は、業

務によるストレスが多いことがわかり、支援者へのケアのひとつとして、グループミーテ

ィングを定期開催した。 

 故郷から離れ、新たな地域での避難生活が長期化する中で、支援活動や地域保健活動を

いかに効果的かつ効率的に展開するか、そのための方向性や計画および内容を理解し、意

見交換するための所内会議を定期開催した（月 1 回程度）。また、支援活動に必要な専門

知識の習得、情報共有を目的として、所内研修を実施した（延べ 25 回）。  

【考察】 

相双地域の被災者は、津波被害に加え、原子力災害により、不自由で先の見えない生活が

これからも続くと推察される。被災者だけでなく役場機能も県内各地に分散しているため、

避難元市町村ごとに体制や方針が異なり、事情が日々変化する避難先のニーズ把握や見極

めが難しい。  

被災者支援は特別なことではなく、地域を「みる」「つなぐ」「うごかす」といった保健

師の専門性を発揮できる場である。特に、職種や経験の異なる支援者とともに活動するた

めには、保健師が地域へ出向いて課題を把握し、解決に向けた強いリーダーシップを発揮

する必要がある。しかし、職員自身も被災者であり、他の被災者のストレスを受け疲弊し

ている被災地では、通常業務の再開に併せて、支援活動の拡大は困難である。  

今回、他府県からの派遣保健師が、被災者支援を主体的に代行することで、福島県職員

は通常業務と並行して、支援活動を統括的に把握し、各関係機関等との対外的な調整がで

きるようになった。派遣保健師の経験と知恵を活かし、各自治体等の職員と協働して、従

来の枠組みを越えた「新たな活動」を展開できるとさらに良かったと思われる。被災者が

健康課題を解決し、自立した生活を営んでいくために、保健師による支援活動は今後も息

長く継続される必要があり、また全国からの応援により、さらなる充実が図られることも

不可欠である。  
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1-(10) 原子力災害後の相双地域の保健活動：課題と今後の方向性 

 

○小野喜代子、池嶋理佳、寺島智美、玉川春美、藤田真由美、長谷川守、佐々木昭彦 

福島県相双保健福祉事務所 

 

【はじめに】 

 原子力災害から約２か年間の相双地域の保健活動を振りかえり、地域の状況の変化と、未解

決の課題を明らかにし、平常時への回帰に向けて、今後の活動の方向性を探る。 

【方法】 

 発災から約２か年間の当所の保健活動を時系列（〜１か月、〜３か月、〜６か月、～１年、

1 年〜）に整理し、関連データ（人口動態、震災関連死、要介護認定等）の分析から、課題と

要因を明確にし、今後の保健活動の方向性を検討した。 

【結果】 

発災後 20 日間は放射線のために、県外からの保健師派遣はなかったので、当所の職員によ

る単独活動となった。3 月 15 日〜4 月 10 日（屋内退避指示区域となる）には、①被ばくスク

リーニング、②避難所巡回健康相談、③県外受入保健師等の調整、④要支援者家庭訪問、⑤臨

時精神科外来診察支援、⑥心のケア避難所巡回相談、⑦感染症サーベランス、⑧避難所栄養・

口腔ケア巡回、⑨市町村と支援者間のミーティング調整、等を実施した。職員は、放射線に対

する十分な知識もないままに大きな不安を抱えながらの活動であった。 

 避難所では、環境衛生面や食事提供面での課題が多くみられた。災害後の死因では、肺炎が

増加した（相馬地域 1.2 倍、双葉地域 1.5 倍）。また、震災関連死の原因は「避難所等における

生活の肉体・精神的疲労」約 3 割、次に「避難所等への移動中の肉体・精神的疲労」であった。

なお、相双地域の 5 町村は福祉避難所を指定していたが、ほとんどが管外へ避難したため利用

されなかった。 

 発災 3 か月後は、屋内退避が解除されて情報把握が容易となり、様々な外部支援が得られる

ようになった。仮設住宅入居者の家庭訪問や集会所での健康教育・相談を開始した。さらに 6

か月後からは、市町村の依頼により借上げ住宅入居者の家庭訪問も開始した。 

 1 年以降は平常業務も開始した。他方、仮設、借上げ住宅入居者の家庭訪問、集会所での健

康教育を継続した。家庭訪問の約 1 割が要継続者で、閉じこもりやうつ傾向、次に高血圧や肥

満等であった。住環境やライフスタイルの変化、避難生活の長期化、特定保健指導や介護予防

等の中断等が要因と考えられる。要介護認定者は相馬地域が災害前の 1.2 倍、双葉地域が 1.4

倍となった。 

【考察】 

 以下の課題を解決するための、情報収集と分析を共有し、市町村に広域で支援できる体制づ

くりが必要と考える。 

① 市町村が、避難生活の長期化の影響を把握できるような適切な地域診断。 

② 数年で平時の活動に移行できる健康増進及び介護予防活動の計画づくり。 

③ 医療福祉施設における人材の資質向上のため、組織間の連携と相互支援の強化。 

なお、将来の大規模災害の備えとして、災害時保健活動の経験とノウハウと課題を、「福島県

災害時保健活動マニュアル（仮称）」等へ反映させることも並行して進める必要がある。 
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１－(11)  福島県における災害時の保健師活動:相双保健福祉事務所 

における被災者支援活動を通して 
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１-(12) 現在までの状況と取組（母性看護編）  
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２-(1) 相双保健福祉事務所における被災者への歯科保健医療支援活動 

福島県相双保健福祉事務所 健康増進課 玉川 春美 

 

相双保健福祉事務所は、福島第一原子力発電所から 20～30 ㎞の地域（南相馬市）に位

置し、震災直後は屋内退避・自主避難区域に指定され、ほとんどの歯科医院が一時閉鎖と

なり、歯科医療の空白地帯となった。震災から 3 週間後に、福島県からの支援要請により

長崎大学から歯科医師が派遣され、4 月 4 日から歯科医師 1 名、歯科衛生士 2 名（南相馬

市 1 名、保健福祉事務所 1 名）で、南相馬市の在宅と避難所の歯科保健医療支援活動を開

始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．歯科保健医療支援活動における実施体制 

 支援活動は、長崎大学の指導により、①状況に応じた歯科チームの編成、②歯科医療・

口腔ケアニーズ調査票による被災者の口腔状態の把握、③医療巡回チームとの連携、④各

チームとのミーティングを取り組みの基本に実施することとした。当初、屋内待避者（在

宅）の口腔状態の把握については、医療チームに同行し行う予定であったが、効率的に活

動するために医療チームの巡回訪問時にニーズ調査票への記入を依頼し、それをもとに後

日訪問することとした。   

また、朝夕のミーティングでは、当日の活動予定の確認、活動報告、情報交換を行いな

がら、各チームから提供された情報をもとに、歯科の対応について優先順位を決め、口腔

の問題や悪化した口腔衛生状態の改善に取り組んだ。 

その後、チームに自衛隊歯科医師（1 名）、地元の歯科医師（9～10 名）、歯科衛生士（3

名）、県外からの歯科チーム（5 チーム）が加わり、取り組みの中に⑤地域歯科医師会との

連携、⑥歯科保健医療の情報提供を加え、歯科支援がほとんど無かった 30 ㎞区域外の相馬

市、新地町にも同じ体制で活動を広げた（図 1）。 

２．避難所における歯科保健医療支援活動 

相馬市（9 か所）、南相馬市（7 か所）、新地町（5 か所）に設置された 21 か所の避難所

巡回は、4 月 4 日から 12 月末まで継続した。巡回開始当初から口腔ケアを必要とする人が

ほとんどで、特に高齢者と自立度の低い人に重点を置き、口腔ケアと口腔清掃指導を実施

した（図 3）。   

福島県浜通りの警戒区域、計画的避難区域等の設定

（2011.4.22） 

津波の被害（南相馬市原町区 2011.3.12） 
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また、阪神・淡路大震災で多くの被災者が肺炎で亡くなった経験から、新潟県歯科医師

会のポスターを参考に、肺炎予防の啓発ポスターを作成し、全避難所に掲示した（図 2）。

さらに、各被災者に対しても、誤嚥性肺炎と口腔清掃についてのパンフレットを配付し、

予防の周知徹底に努めた。 

「津波で義歯が流されてしまった」「食事が食べられない、体重が減ってきた」、「疲れと

ストレスで歯が痛い」「避難してから歯肉が腫れて痛い」などの訴えに対して、歯科チーム

と地域歯科医師会が応急処置を行い、その後の治療は地元の歯科医院が行った（図 4）。そ

の際、長崎大学の提案で、必要な情報を記入した紹介状（連絡票）を被災者に渡し、歯科

チーム→歯科医院へとスムーズな受診につなげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．仮設住宅における歯科保健支援活動 

 2011 年 6 月から仮設住宅への入居が始まり、7 月から歯科衛生士による訪問を開始した

（図 6）。訪問は、①避難所訪問のデータの整理→②要継続支援者のリストアップ→③仮設

歯科訪問→④訪問の記録・整理→⑤関係者への情報提供という流れで行い、今も継続して

実施している。 

訪問に当たっては、歯科衛生士だけで解決できない問題や相談も多いことから、市町村

 

図 3 避難所での高齢者への口腔ケア 

（2011.5.24 相馬市立中村第一小学校） 

 

図 4 避難所での応急処置(長崎大学歯科医師) 

（2011.4.9 旧相馬女子高等学校） 

 

 
図 2 誤嚥性肺炎予防の啓発ポスター 

図 1 

（2011.4.8 作成） 
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保健師や心のケア担当者等と協力連携して行うこととした（図 5）。 

 また、2011 年 9 月から、閉じこもりや生活不活発病の予防、誤嚥性肺炎の予防、口腔機

能の維持・向上を目的に、仮設住宅集会所において「お口さわやかサロン」を開始した。

市町村や社会福祉協議会等の事業に合わせて、健康体操、口腔ケア・歯磨き指導、口腔機

能訓練、摂食･嚥下指導など、全 5 コースを毎月 1 回実施している（図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

   

  

表１ 被災者に対する歯科保健医療支援活動実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

（2011.4 月～2012.3 月） 

４．これまでの歯科保健医療支援活動を通して  

今回、歯科医療スタッフが少なく十分な体制がとれない中で、ある程度効果的な支援活

動ができたのは、歯科単独の活動ではなく、市町村の災害対策医療支援チームの中に歯科

チームを位置づけ、他職種と連携して対応したことが大きな要因と考える。 

さらに、その連絡・調整を相双保健福祉事務所が担ったことで、歯科チームのスタッフ

が入れ替わっても、広域的に同じ支援体制で効率よく活動することができた。また、地域

歯科医師会と密に連絡を取りながら、チームミーティングへの参加、避難所巡回への協力

を依頼したことで、地元の各歯科医院とスムーズに連携を図ることができた。 

結果として、歯科受診者が増加し、避難所にいた時より歯磨き回数の増えた人が多くな

ったことから、被災者の口腔状態は震災直後と比べて向上したと推察される。 

一方、災害発生から 3 週間後の活動開始であったことから、①初動体制及び支援体制の

早期確立、②情報収集及び情報提供ルートの確保、関係者間の連絡の徹底、③外部支援に

対する調整（コーディネート）など、今後検討が必要と考える。 

終わりに歯科医療関係者の皆様をはじめ、多くの方々に多大なる御支援をいただきまま

したことに心から感謝申し上げます。 

 

 

地域 
避難所巡回 

(延人数) 

在宅・仮設訪問 

(延戸数) 

お口さわやか

サロン（延人数） 

相 馬 市 ４７６ ８０１ ２６５ 

南相馬市 ６６１ １３ ４７７ 

新 地 町 １５４ ６０９ ２７５ 

合 計 １,２９１ １,４２３ １,０１７ 

 

図 6 歯科衛生士の仮設訪問 

（2011.9.27 新地町） 

図 5 

 

図 7 お口さわやかサロン 

（2011.10.11 南相馬市鹿島区） 
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2-(2) 相双保健所における精神障害者への対応 

大震災と原発災害発生時の緊急対応から１年間の取り組み 

 

                      福島県相双保健福祉事務所（相双保健所） 三瓶弘子 

 

１ 相双地域とは 

  相双地域は福島県浜通りの中北部に位置し、太平洋と阿武隈高   

地に囲まれた南北に長い地域です。相馬地域（2 市 1 町 1 村）と 

双葉地域（6 町 2 村）に分けられます。気候は温暖で降雪も少な 

く、快適な居住環境です。 

 また、海・山・川の豊かな自然、様々な農産物・海産物、多様 

な食資源に恵まれており、「相馬野馬追祭」に代表される歴史や伝  

統文化も脈々と受け継がれています。 

 「Ｊヴィレッジ」などのスポーツ施設、松川浦などの観光スポットも数多くみられる 

など、美しい自然、魅力ある人々、個性豊かな文化が調和した魅力あふれる地域であり、 

全国有数の電力供給地帯としての役割も担っていた地域です。 

 

２ 東日本大震災の被害状況 

  平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、当地域は最大震度 6 強を記録する大地震を体験し 

ました。その約 1 時間後大津波が沿岸部を襲い、平成 24 年 3 月 1 日現在死者 1,614 名、 

行方不明者 16 名、住宅全半壊 10,092 棟と大きな被害を受けました。 

 また、大津波による東京電力福島第一原子力発電所の電源喪失により、当地域は大き 

な痛手を受けました。地震、津波、放射線、及びそれに伴う風評被害と、四重の被害を 

受けました。 

３ 東京電力福島第一原子力発電所の事故による住民退避 

  3 月 11 日 16:45 東京電力が原子力災害特別措置法 

第 15 号事象を通報 

           政府が原子力緊急事態宣言発令 

        21:23 半径 3km 圏内に避難指示 

  3 月 12 日  5:44 半径 10km 圏内に避難指示 

        15:36 1 号機水素爆発 

        18:25 半径 20km 圏内に避難指示 

  3 月 14 日 11:01 3 号機水素爆発 

  3 月 15 日 2 号機で爆発音 4 号機でも爆発音 

        11:00 半径 30km 圏内に屋内退避指示 

        11:46 20～30km 圏内に自主避難を要請 

  4 月 22 日 半径 20～30km 圏内の屋内退避を解除  

         計画的避難区域（年間被爆量が 20mSv を     

上回る危険性がある地域（飯舘村全域と 

川俣町・浪江町・葛尾村・南相馬市の一       

部）を指定緊急時避難準備区域（広野町全域、南相馬市・田村市・楢葉町・ 

川内村の一部）を設定 

  9 月 30 日 緊急時避難準備区域の一括解除 
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４ 相双保健福祉事務所の保健師の状況 

  当所は保健福祉事務所長、副所長兼保健所長（医師）、総務企画部、健康福祉部、生活 

衛生部の構成になっています。 

 保健師は震災当時、総務企画部 1 名、健康福祉部（難病、母子、精神、高齢者支援） 

9 名、生活衛生部（感染症対応）2 名の計 12 名おりました。その後、定期の人事異動で 

2 名転出 1 名転入で、1 名減の 11 名になりました。更に、いわき市に避難している住民 

が 20,000 人を超え、いわき市は中核市なので県の保健師がコーディネイトするように、 

とのことで、9 月に保健師 2 名がいわき市に行き、当所の保健師は 9 名となりました。う 

ち、5 名が原発から 20km 圏内の警戒区域に自宅があり、それぞれに避難をしています。 

休日には遠方に避難している家族の元に帰り、平日は単身で仕事をしています。 

 

５ 東日本大震災以降の保健福祉事務所（保健所）の活動 

（１）大震災直後 

   地震発生時、本職は事務室内で地震を体験しました。長い時間続く横揺れに机の上 

の書類等が落ちないよう精一杯両手を広げて押さえていました。その後、耐震のあま 

り良くない建物のため駐車場で待機しながら職員の点呼、出張中の職員の安否確認等 

がなされました。ようやく入室を許可されてテレビを見たところ（当事務所の近辺は 

何とか電気、水道のライフラインは保たれていました）、津波被害があったことを知り 

ました。市内の介護老人保健施設でも被害を受けたことを知り、一部の職員が現場確 

認に駆けつけました。市町村や他の施設に被害状況を確認しようと思っても電話やフ 

ァックスもつながらず情報を得ることが困難な状況が続きました。 

（２）スクリーニング 

   3 月 14 日未明首相官邸より福島県災害対策本部を経由して当所に 1 枚のファックス 

が送られて来ました。そのファックスには「老健施設、病院等の 20km 圏内から逃げ 

遅れた人々のスクリーニングを行うこと」と記されていたそうです。 

 当所では早速、原発事故に際して国の原子力災害現地対策本部、地方自治体の災害 

対策本部等が情報を共有しながら連携して応急措置等を講じるために関係者が参集す 

る「緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）」に職員を派遣するとともに、 

施設や病院に寝たきり状態等で入所・入院する自力では避難できない人々の移送につ 

いて各施設などに依頼。被爆スクリーニングに取りかかりました。 

 対象となったのは、20km 圏内の老健施設や病院等の患者 840 人。多くが寝たきり 

等の状態であり、本来は動かすことすら危険な状態の患者等も含まれていたようです 

が、「とにかく運べ」との指示でした。 

 自衛隊や警察、施設職員、市町村職員の手によって、次々と寝たきりの方等が運ば 

れてきました。中には、既に病院内で亡くなっており、バスの床に寝かされて運ばれ 

て来られた方も数名おりました。病院の職員が全くついていないところもありました。 

 津波被害に遭い病院に入院しており、10km 圏内が避難になったことに伴い 10～20 

km 圏内の施設に移り、そこからまた避難して来られた方もおりました。夜間の寒さの 

中病衣１枚で避難して来られました。 

 また、夜中に避難して来られた施設の方は 20 数名が寝たきり。一旦自衛隊の車両か 

ら降りてスクリーニング後に県で手配した観光バスに乗って避難先に向かっていただ 

かなければなりません。職員総出で、一旦所内の会議室に移動していただき、その後 

バスに乗り換えていただきました。その間、原発が再度水素爆発をしそうなので一旦 
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屋内に入るように、との指示も飛び交いながらの作業でした。バスは普通の観光バス 

です。他に車の手配は困難で、どうしてもこのバスに乗っていただかなければなりま 

せん。最大限リクライニングにし、何とか乗っていただきました。保健所でのスクリ 

ーニングの後、患者さん方は自衛隊や観光バスの運転手等によって県南部のいわき市 

や栃木県等へ手分けして運ばれました。この異常な状態は夢か現か。自分たちのして 

いることは正しいことなのか。皆がやりきれない思いを抱えたまま、長かった 3 月 14 

日は既に 3 月 15 日 2 時を回っていました。寝たきりの患者さん方は何時に那須町に着 

いたのでしょう。 

 翌 3 月 15 日よりは朝から住民の方のスクリーニングが始まりました。住民の方が自 

主避難するにあたって、放射線汚染がないという証明がないと避難所に入ることがで 

きません。この頃、福島ナンバーの車が放射線をまき散らしているようなことを言わ 

れ、福島から避難したと言うと被爆者扱いをされる。また、放射線をうつされる、と 

あらぬ扱いを受けたという情報もありましたので、スクリーニングは実施せざるを得 

ない状況でした。 

 当所は原発から約 25km 地点にありますので屋内退避指示区域です。住民の方は車 

  中で列をなして待機してもらい、順次所内に入ってスクリーニングを受けていただく 

こととしました。中には靴の裏が少し高めの方もおりましたが、大部分の方は基準値 

以下でした。福島第一原発内から来られた方で高い方がおりましたので、その後は 

20km 圏内から来られた方とそれ以外の方を振り分けして実施しました。 

 スクリーニング当初は標準防護服での実施だったのですが、その後は外で振り分け 

業務をする人以外は使い捨てエプロンとマスク、帽子、手袋のみで実施しました。 

 スクリーニング初日、若い保健師が同僚の先輩保健師に「被爆するのではないか。 

近い将来妊娠して子どもに異常が出た場合夫に申し訳ない」等訴え、これに対して先 

輩保健師が「覚悟がないなら帰れ」と怒ったそうです。彼女はその後覚悟を決めてス 

クリーニングに従事し、住民の皆さんのためにスクリーニングや訪問活動等頑張って 

くれました。原発が今後どうなるかわからない中で、「ここで死ぬのではないか」との 

不安も抱えながら、それでも自分の業務を優先して頑張ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かなり落ち着いてからの写真ですが･･･ 
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（３）避難所巡回その１ 

   スクリーニングがようやく落ち着き始めたのが 3 月 20 日頃。その後、保健師は交代 

で、30km 圏外の相馬市にある避難所を巡回することとしました。南相馬市は避難のた 

め人口が１万人を切っているらしいということでしたので、まずは 3 月 22 日から被災 

人口の多い相馬市で実施することとしました。「保健所の保健師です」と声をかけると 

皆さんよくお話をしてくださいました。不眠、栄養不足、寒さ等の影響で、血圧の高 

い方が目立ちました。 

（４）避難所巡回その２ 

 南相馬市は避難により人口が１万人程度となりましたが、30km 圏内に市役所等があ 

り、他からの支援を受けにくい状況にありました。避難所の健康確認は主に南相馬市 

の保健師と市立病院の看護師が担当しておりましたが、4 月 7 日より保健所保健師も毎 

日避難所巡回を実施しました。 

（５）家庭訪問その１ 

   相馬市の避難所巡回が落ち着いた後は、3 月 29 日より相馬市の被災地で津波被害を 

受けながらも自宅で生活する人たちの家庭訪問を実施しました。自宅は床下・床上ま 

で浸水したが何とか自宅で生活が可能な方々です。しかし、ヘドロ除去や屋内外の片 

付け等で皆さん疲れていました。 

（６）家庭訪問その２ 

   30km 圏外の市町村には応援の保健師も沢山入りましたが、南相馬市にはほとんど支 

援がなかったので、業務ではなくボランティアとして入ってくださった全国からの保 

健師とともに、5 月 18 日～6 月 2 日まで、自立支援医療（精神通院）受給者の家庭訪 

問を実施しました。自立支援医療受給者は 1,105 名、入院・死亡・避難者を除く 243 

名のうち 163 名と面接し、治療中断者 5 名、要支援者 13 名を確認しました。 

 

６ 精神科の問題 

【南相馬市】
精神科病院：２ヶ所

１ヶ所：６月２２日に外来再開

精神科クリニック：３ヶ所
２ヶ所：４月中旬に再開

【相馬市】【新地町】
精神科病院：なし

精神科クリニック：なし
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（１）精神科がなくなった 

   当地域には元々5 か所の精神科病院、3 か所の診療所がありました。総病床数は 901 

床です。ところが、3 病院が 20km 圏内にあり休診。他に 2 病院が屋内退避となりまし 

た。屋内退避区域には他から人は入ってきません。その他、食料や医薬品も入ってき 

ません。入院患者さんは残っていても食料や薬がなくなり、職員の避難により人手不 

足となり避難をせざるを得なくなりました。精神科病院は全て休診となり、診療所も 

調剤薬局の休業等で診療ができなくなりました。残された精神科の慢性疾患を有する 

患者さんたちは不安になり、「自分たちの行く病院がなくなった」「薬がない」と、パ 

ニック状態に陥りました。当所にも 3 月半ばより連日電話で悲鳴のような訴えが続き 

ました。 

  こうした状況を何とかしなければ、と当所保健所長が県の精神保健福祉センターに 

  臨時外来の開設を要請。3 月 25 日に公立相馬総合病院という精神科のない総合病院で 

  精神保健福祉センター医師による診察を実施しました。当然のことながら、今までの 

カルテはありません。唯一の病状確認は自立支援医療申請時の診断書です。事前に外 

来受診者の予約をとり診断書を準備して備えました。しかし、臨時外来を実施してい 

るという噂がたち、次々と受診を希望する人が来院しました。仕方がないので最初に 

予約していた方でも薬があり落ち着いている人は後日に回して急を要する人たちから 

診察を実施しました。 

 福島県立医科大学神経精神医学講座の丹羽教授が全国の精神科医等に呼びかけを行 

い、3 月 29 日から応援をいただけることになりました。最初にお出でくださったのは、 

大阪府立大学総合リハビリテーション学部の西川教授でした。午後から病院の空いた 

外来を利用して臨時精神科外来を開設しました。3 月 25 日同様当所に電話予約をいた 

だき、自立支援医療申請時の診断書を準備のうえ、診察を受けるというものでした。 

初日は 13 名だったのですが、診断書以外に情報が乏しく、また、元々相馬市には精神 

科がなく、自立支援指定調剤薬局も少なく、薬自体が少ない状況で、現在ある薬のリ 

ストから処方をしてもらうといった状況でした。13 名全員の診察が終了したのは午後 

5 時半を回っていました。その後、相馬市保健センターで行われていた医療チームのミ 

ーティングに参加し、心のケアチームの活動をお知らせしながら、避難所の状況等の 

情報収集を行いました。 

 当初の心のケアチームの課題は大きく分けて以下の 3 点です。 

①精神科に通院していた患者さんの治療の継続 

②地震や津波被害によるＰＴＳＤ等への対応 

③長引く避難による適応障害やストレスへの対応  

（２）心のケアチームの避難所巡回 

   3 月 30 日は午前中公立相馬総合病院から院内紹介があり診察。その後獨協医科大学 

  の萩野谷先生の他、今後の支援の必要性やどういった支援が必要か視察にお出でにな 

られた大正大学野田教授らとともに、ミーティングを行い、午後からは萩野谷先生に 

臨時精神科外来をお願いし、廃校になった高校の避難所巡回に出かけました。西川教 

授と本職は市保健師から連絡のあったケースをピンポイントで訪問し野田教授らは避 

難所の１室を借りて「心のケア室」として相談を受け付けました。 

 ピンポイントで訪問した１人は、慢性の統合失調症と思われる方です。環境が変化 

したことで不安定になり、ウロウロと歩き回るなどしていました。職員に暴力をふる 

ったため、この家族 4 人のみ個室（と言っても階段下の物置で、床にはブルーシート 
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が敷いてあったのみ）に移されました。固い表情のまま立っており中々指示にも従え 

ないような状況でした。西川教授よりリスパダール錠が処方され、その後薬を処方し 

ながら度々訪問をしましたが、次第に落ち着いてきました。 

 「心のケア室」は勧誘も上手だったのか、慣れない避難所生活でストレスを抱えて 

おり相談したい方が多かったのか、2 時間程度の間に 12 名もの相談がありました。 

これ程需要があったのかと驚いた次第です。 

 翌 3 月 31 日からは応援医師が毎日 2 名となり、午前中は避難所巡回、午後からは臨 

時精神科外来というリズムができました。その後、国内外より多くの先生方にお出で 

いただき、相馬市においては 6 月 17 日に避難所閉鎖の運びとなりました。この間、不 

眠の訴えや津波で家族を亡くされた方の嘆き、津波に巻き込まれながらも九死に一生 

を得た方の恐怖等様々なご相談をいただきました。幸い、県庁薬務課や福島県立医科 

大学神経精神医学講座から薬剤の提供を受けましたので、必要な方には薬の提供もで 

き、薬の力を借りて少しでも元気になった方がおられるのは嬉しいです。 

（３）入院ができなくなった 

   震災前相双地域には 901 床あった病床が全てなくなりました。一方、今まで疾患は 

あったらしいがひきこもっていて問題にならなかった方や震災の影響で病状が悪化し 

た方、通院先がなくなったため受診・服薬をしなくなり悪化した方等、入院治療を必 

要とする方も多くいました。4 月だけで精神保健福祉法第 34 条医療保護入院のための 

移送が 4 件、入院先を調整し家族が移送したのが 6 件。5 月に入院に関わったのは 7 

件、6 月は 2 件、7 月は 1 件。ようやく落ち着いたと思ったのもつかの間、8 月に 10 

件、9 月に 1 件、10 月に 3 件、11 月に 8 件と続いています。最も近い福島市内の病院 

でも車で片道 1 時間以上かかります。幸い当時は応援の医師が沢山おりましたので、 

医療保護入院のための移送を行う診察や拘束時の医師の同乗には快く御協力をいただ 

いたので助かりました。 

（４）心のケアチームの活動 

県災害対策本部

県北

相双

いわき市

避難所

福島市

いわき市でのチーム編成

医大：精神科医師
医大：性差医療医師
＋医大：看護師・ＣＰ

相双地域でのチーム編成

＊県外からの精神科医師

看護師・心理士・PSW等

医大：精神科医師
医大：看護学部教員
相双保健福祉事務所保健師

県立医大
災害対策

避難所

公立相馬総合病院臨時精神科外来

相馬市

県北地域でのチーム編成

センター：精神科医師・保健師・Ｃ
Ｐ
県：ＣＰ
医大：看護学部教員

避難所

医療活動
＆保健活動

医療活動
＆保健活動

診療活動： ４/11～「こころの相談室」

２００１．６．２１ 心のケアチームとしての活動・連携状況 （医大看護学部精神看護学作成）

心のケアチーム

【医学部】
・神経精神医学講座

【看護学部】
・精神看護学担当
・心理学教員

家庭訪問

新地町

家庭訪問

職員等へのメンタルケア

職員等へのメンタルケア

避難所

家庭訪問

職員等へのメンタルケア

仮設住宅

仮設住宅

仮設住宅 南相馬市

避難所6/10終

6/17終

県保健福祉部障がい福祉課

県精神保健福祉センター
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4 月 1 日からは福島県立医科大学看護学部家族看護学部門精神看護学担当の教員が当 

所の応援に入ってくれました。医大の教員が主に心のケアチームのコーディネイト、 

当所保健師が地元の市町村や関係機関との調整役及び臨時外来の運営を実施して参り 

ました。 

 臨時精神科外来、避難所巡回の他、不穏状態等でインテンシブなケアを必要とする 

方への家庭訪問、市町村職員や消防署員、高校教諭、施設職員のメンタルケアを実施 

しました。 

 

７ 活動を振り返って 

  活動を振り返って、重要だったと思われることは以下の 3 点です。 

 ①平時からのネットワーク 

当地域には地域生活支援研究会という自主的な勉強会のグループがありました。平成 15

年、雲雀ヶ丘病院の勉強会に当所保健師が参加し、その後、市町村保健師や施設職員、他の

病院職員も参加して月 1 回ずつ開催していました。3 月 29 日臨時精神科外来を開設した日、

地域生活支援研究会のメンバー5 名が集まってくれました。彼らは「自分たちの病院や施設

が休診等になったけれど、この地域の患者方さんのために何かしなければと思っていた」と

のことで、この日以来 2 名がボランティアとして、外来や避難所巡回、家庭訪問等のお手伝

いをしてくれました。地元をよく知っている彼らがいなかったら、ここまで応援医師等の力

を発揮していただくことは困難だったかも知れません。こうして自分たちを支えてくれる仲

間やネットワークを持つことはとても大切なことだと実感しております。 

②新たなネットワーク 

 今回の心のケアチームの運営で大きな役割を果たしてくれたのは、福島県立医科大学です。

医学部神経精神医学講座の教授が全国に応援を呼びかけてくださり、当地域で入院を要する

方があると准教授が病院調整をしてくださり（精神保健福祉法による入院は除く）、看護学部

家族看護学部門精神看護学担当の教員がチームをコーディネイトしてくれました。 

 また、4 月 8 日、まだ屋内退避区域であるにも関わらず、日本精神保健福祉士協会の 

木太常務理事が南相馬市の当事務所にお出でになり、支援をしたいので要望を聞かせて欲し

い、と申し出てくれました。最初、「事務所に伺いたい」とお電話を頂戴した時は、思わず「こ

こは屋内退避ですよ」と申し上げましたら、「わかっています。私は 50 歳を超えているので

大丈夫です」と言って笑われました。本当に有り難いお申し出でした。 

南相馬市の窮状を訴え、南相馬市の避難所支援をお願いしたところ、4 月 19 日より 10 月末

まで 1 週間交代で 2 名ずつ入ってくださいました。ケースマネジメントをきちんとやってく

ださり大変助かりました。 

 9 月から 3 月末まで京都府から心理士が 1 名ずつ当事務所に入ってくれました。心のケア

チームの他、市町村の母子相談まで担当してくれました。当地域、特に南相馬市から避難で

きずにいる子どもの親は大変不安な毎日を送っていました。線量は大して高くないので大丈

夫だと思いながらも、「本当に大丈夫なのだろうか」「ホットスポットになっていないだろう

か」などと不安を感じていました。そこに、他の人から「どうして子どもを避難させないの」

などと言われるのです。自分は悪い親なのではないだろうかなどと悩むのです。親が毎日不

安でいるため、子どもも落ち着きがなかったり問題行動を起こします。こうしたこと等きち

んとフォローしてくださり大変有り難かったです。 

 ③所内のチームワーク 

  所内のチームワークが良いことも幸いしました。技術職はスクリーニングや避難所巡 
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回等で多忙な時期、事務職は所内で施設の安否確認をしたり、電話相談や炊き出し等も 

してくれました。 

 

８ 現在の状況 

  新たな一歩として、「ＮＰＯ法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる 

会」が設立され、12 月 15 日より活動を開始しました。この会は福島県立医科大学医学部 

神経精神医学講座が中心になって、5 月 3 日から度重なる話し合いを重ねてできたもので 

す。「相馬広域こころのケアセンターなごみ」においては、心のケアチーム活動の継続の 

他、震災対応型アウトリーチ推進事業を実施し、精神医療の治療中断者や精神疾患が疑 

われる未受診者、震災が原因となり精神症状が表出している方等の自宅等へ出向き支援 

を行っています。 

  また、相馬市に初の精神科ということで個人開設しました「メンタルクリニックなご 

み」が 1 月 10 から診療を開始しましたので、公立相馬総合病院で実施していました臨時 

精神科外来は 1 月 6 日をもって終了となりました。 

 

訪問活動（震災対応型アウトリーチ事業）
■未受診者・治療中断者の治療導入
■長期入院後の退院や入退院を繰り返す人
のフォロー

■災害により精神症状が出現した人のフォロー

精神科医療保健福祉関係者へのアプローチ
■研修会
■定期ミーティング
■DVD作成

職員の心の相談/健診：年1回
■相馬広域消防署員 ■高校教員
■特別養護老人ホーム職員
■役所/役場職員

相馬市保健センターでの活動
■「ちょっとここで一休みの会」

仮設住宅へのアプローチ（新地町・相馬市・南相馬市）

■「ちょっとここで一息の会」
■「いつもここで一休みの会」
■「サロン」
■全戸訪問（11・3・7月）

相馬広域こころのケアセンターなごみ
【運営】NPO法人相双に新しい精神科医療保健

福祉システムをつくる会

精神科小規模
デイケア

巡回車の運行

福祉施設（地域活動支援センター／
グループホーム等）

訪問看護
（24時間対応）

入院ベッド
（2～3床）

24年1月10日
開設

スペースが確保でき、
認可が下りた時点で実施

当面はNPO法人

のアウトリーチ
事業にて展開

メンタルクリニックなごみ【個人開設】
精神科外来診療

連携

 

９ 今後の課題 

 

現在の地域の状況

• 人口の減少
平成２２年１０月１日現在（国勢調査） 平成２４年１月１日現在（推計人口）

・医療従事者の状況
緊急時避難準備区域に指定された地域（南相馬市原町区）の一般病院（４病院）の

医療従事者数は、回復傾向にあるものの、震災前の状況には遠く及ばない。

人口（人） 老年人口比率
（65歳以上）

福島県 2,029,064 25.0%

相双地域 195,590 25.7%

人口（人） 老年人口比率
（65歳以上）

福島県 1,982,991 25.3%

相双地域 184,790 26.2%

震災前 震災後最大減少時 平成24年1月末現在

医師 58人 27人 41人

看護師 393人 160人 約240人
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  今回の津波被害や原発事故に伴い、まだまだ課題山積ですが、特に、長期に渡る目処の立

たない避難に対しては、今後も様々な支援を継続して取り組んでいかなければなりません。 

 ①災害に対する危機意識や避難計画の作成 

  毎年原子力防災訓練を実施していたにも拘わらずほとんど役立ちませんでした。想定外で

片付けられることがないよう、様々な場面を想定しておくリスク管理が求められます。 

 ②医療機関・福祉施設の再開の問題 

③避難した住民の帰還の問題 

  特に南相馬市においては医師数が半減し、看護師等もかなり減少しています。南相馬市の

精神科が 1 月 17 日から 60 床のみ入院を再開しましたが、相双地域から全国に避難した方々

が戻って来られる状況にはなっていません。時々「地元に帰してあげたい」と県外の病院の

方より御連絡をいただくこともありますが、受け入れる病床もないし、介護保険の施設等も

被災していますので、代わりになる施設もありません。県内の病院や施設も定員超過により

職員も疲弊しています。 

 ④避難者の生活支援及び心のケア 

  「仮の生活」ではなく「普通の生活」と感じられるような支援も必要です。 

 ⑤遺族の心のケア 

  現在は相談等で把握した方に個別ケアを実施しています。南相馬市においては、「わかちあ

いの会」を月 1 回開催していますが、参加者はほとんどいません。まだ家族の死に 

向き合う心の余裕がないのかも知れません。今後も向き合える時期が来た時参加できる場を

提供し続けることになっています。 

 ⑥放射線の問題を住民の健康づくりの機会ととらえた事業の展開 

  他地区に避難して、「被爆者」などといじめられる、との相談も多数受けました。放射線に

より不当な差別が起こらないよう、初等教育レベルから放射線に関する正しい知識を普及し

ていくことも必要です。 

  また、内部被爆をするのではないか、と不安におもっている方も多いので、安心で体に良

い食事をとるにはどうしたら良いか、癌の予防、メンタルヘルスの保持増進等、今後も地域

で生活し続けるための支援が必要です。 

 

１０ おわりに 

  東日本大震災の災害後、国内外の皆様からたくさんの温かいご支援に感謝と御礼を申 

し上げます。本当に言葉では言い尽くせない思いでいっぱいです。 

 相双地区のキャッチフレーズ「ゆったりが、どっさり ～ふくしま相双～」･･･このよ 

うな日が早く戻ることを待ちわびています。 

 課題山積の相双地域です。今後ともご指導・ご支援をいただけましたら幸いです。 

 最後になりましたが、私たちは福島県の職員として今回の震災の体験をしました。人 

事異動等で当時勤務していた人が次第にいなくなることにより、私たちの体験や思いが 

薄れてしまうことを畏れておりましたので、今回このような発表の場をいただきました 

ことを感謝申し上げます。  
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２-(3) 座談会 福島の保健師は今 南相馬市を中心に 
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